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第１章 静岡市子ども・子育て・若者プランについて 
 

第１節 策定の背景と目的 

我が国では、出生率の低下や未婚率の上昇等に伴い、急速に少子化が進行しています。また、

家族構成の変化、地域のつながりの希薄化等により、子育ての孤立感と負担感が増加するとと

もに、生活様式や就労環境、経済情勢の変化等によって仕事と家庭の両立の困難さが増し、結

婚・出産・子育ての希望がかなわない現状が指摘されています。共働きの世帯が増える中、待

機児童問題、放課後児童クラブの不足も深刻で、子育て家庭を地域で支える仕組みづくりが急

務となっています。さらには、貧困、児童虐待、いじめ、不登校、ひきこもり、若年無業者等、

子ども・若者が様々な問題を複合的に抱えていることも指摘され、個々の状態にきめ細かく対

応する支援の充実が求められています。 

これらを踏まえ、国において、子ども・子育て支援については、平成24年に質の高い幼児期

の学校教育及び保育の総合的な提供、保育の量的拡大・確保、地域の子ども・子育て支援の充

実などを主な内容とする子ども・子育て関連３法を制定し、平成27年４月から、地域全体で子

ども・子育てを支援する仕組みを構築することを目指して取り組んできました。 

子ども・若者支援については、平成22年に子ども・若者育成支援施策の総合的推進のための

枠組み整備と社会生活を円滑に営むうえでの困難を有する子ども・若者を地域において支援す

るネットワークづくりを目的とする子ども・若者育成支援推進法を施行し、平成28年に子ど

も・若者育成支援施策に関する基本的な方針等を示した子供・若者育成支援推進大綱を定め、

子ども・若者育成支援施策の推進に取り組んできました。 

静岡市では、子ども・子育て支援法及び次世代育成支援対策推進法に基づく「静岡市子ども・

子育て支援プラン」と子ども・若者育成支援推進法及び子ども・若者ビジョンに基づく「第２

次静岡市子ども・若者育成プラン」の２つのプランを策定し、子ども・子育て並びに若者支援

施策を推進してきました。この度、子ども・子育て・若者に関する支援施策を切れ目なく提供

し、効率的かつ効果的な施策展開を実現するために、２つのプランを一体的に策定することと

しました。 

本計画は、すべての子育て家庭が安心して子育てができ、すべての子どもが健やかに成長し、

すすんで社会に参画していく若者となることを目的としています。 
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第２次静岡市子ども・若者育成プラン 
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第２節 計画の位置づけ 

本市では、本計画を子ども・子育て支援法に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」、

次世代育成支援対策推進法に基づく「市町村行動計画」及び子ども・若者育成支援推進法に基

づく「市町村子ども・若者計画」として位置づけます。また、子ども・若者に関わる様々な支

援施策をより総合的かつ効果的に推進するために、本計画の一部を母子及び父子並びに寡婦福

祉法に基づく「ひとり親家庭等自立促進計画」、子どもの貧困対策の推進に関する法律の趣旨

を踏まえた「子どもの貧困対策推進計画」として位置づけます。 

 

位置づけ 根拠法令 

市町村子ども・子育て支援事業計画 子ども・子育て支援法 

市町村行動計画 次世代育成支援対策推進法 

市町村子ども・若者計画 子ども・若者育成支援推進法 

ひとり親家庭等自立促進計画 母子及び父子並びに寡婦福祉法 

子どもの貧困対策推進計画 子どもの貧困対策の推進に関する法律 

 

本計画は、「静岡市総合計画」、「静岡市総合戦略」、「子どもの権利条約」、ＳＤＧｓの観点等

を踏まえて策定し、「静岡市教育振興基本計画」、「静岡市地域福祉基本計画」、「静岡市健康長寿

のまちづくり計画」、「静岡市障がい者共生のまちづくり計画」等、関係する各分野の計画と連

携・整合を図ります。また、計画の推進にあたっては、各計画との連携を十分に考慮し、新た

な課題や環境の変化にも対応できるよう、柔軟に計画を推進していきます。 

 

 

第３次静岡市総合計画 

歴史文化の拠点 海洋文化の拠点 教育文化の拠点 

健康長寿のまち ５大構想 まちは劇場 

重点プロジェクト 

文化 歴史 健康 共生 中枢 防災 

分野別の政策・施策 

子ども・教育 

観光・交流 

農林水産 

文化・スポーツ 

商工・物流 

都市・交通 

防災・消防 

社会基盤 

健康・福祉 

生活・環境 

静岡市 

子ども・子育て・若者プラン 

など

静岡市教育振興基本計画 

静岡市地域福祉基本計画 

 子どもの権利条約 ＳＤＧｓ 

静岡市健康長寿のまちづくり計画 

 

静岡市障がい者共生のまちづくり計画 

  静岡市総合戦略 
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第３節 計画の期間 

本計画は、静岡市総合計画の期間とあわせ、令和２年度（2020年度）から令和８年度（2026

年度）の７年間を計画期間とします。ただし、市町村子ども・子育て支援事業計画は、法定５

年と定められているため、令和２年度（2020年度）から令和６年度（2024年度）の５年間

を計画期間とします。計画の進捗状況や社会環境に大きな変化があった場合は、必要に応じて

見直しを図ります。 
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第４節 計画の対象 

本計画は、市内のすべての子ども・若者とその家族、地域・市民、事業主などを対象としま

す。本計画の内容は、静岡市が、認定こども園などの民間事業所、子育て支援団体、また、地

域や企業などと密接に連携・協働して取り組んでいくものです。 

本計画における対象年齢は、０歳から30歳未満（施策によっては40歳未満）としますが、

子ども・子育て支援法及び次世代育成支援対策推進法に基づく施策については主に小学生以下

の子どもを、子ども・若者育成支援推進法に基づく施策については主に小学生以上の子ども・

若者を対象としています。 

次期計画 

計画 

策定

継 

承 

静岡市子ども・子育て・若者プラン 

市町村行動計画 

市町村子ども・若者計画 

ひとり親家庭等自立促進計画 

子どもの貧困対策推進計画 

市町村子ども・子育て支援事業計画 次期計画 

第３次静岡市総合計画 

（前期） 

第３次静岡市総合計画 

（後期） 

第４次静岡市総合計画 

（前期） 

継 

承 

 
第２次静岡市 

子ども・若者育成プラン 

第４次静岡市総合計画 

(後期) 

静岡市 
子ども・子育て支援プラン 
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　実績　　推計
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第２章 静岡市の子ども・子育て・若者を取り巻く現状と課題 
 

第１節 子どもと若者の状況 

１ 人口の推移 

本市は、平成15年（2003年）に旧静岡市と旧清水市が合併して70万人都市として新たに

誕生し、平成17年（2005年）には指定都市となりました。その後、平成18年（2006年）

に旧蒲原町、平成20年（2008年）に旧由比町と合併しましたが、平成２年（1990年）以降

の人口をみると、平成２年（1990年）をピークに減少し続けています。 

今後も人口は減少傾向にあり、令和12年（2030年）には、約65万人になると推計されて

います。（図１参照） 

 

＜図１ 静岡市の将来推計人口の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）不詳を含む 

資料：平成27年までは、総務省「国勢調査」、令和２年からは、国立社会保障・人口問題研究所 

「日本の地域別将来推計人口（平成30年推計）を基に作成 

 

 

 

 



第２章 静岡市の子ども・子育て・若者を取り巻く現状と課題 

5 

　実績　　推計
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生産年齢人口（40～64歳） 75歳未満の高齢者（65～74歳）

75歳以上の高齢者（75歳以上）

本市の平成２年（1990年）以降の人口を年齢別（３区分）でみると、年少人口（０～14歳）

は、平成２年（1990年）は133,197人で総人口の18.0％でしたが、平成27年（2015年）

には85,299人と総人口の12.1％まで減少しています。今後も同様の傾向が見込まれており、

令和12年（2030年）には年少人口は総人口の10.5％まで減少することが推計されています。 

一方、老年人口（65歳以上）は、平成27年（2015年）は200,229人で総人口の28.4％

でしたが、令和12年（2030年）には212,883人と総人口の32.9％まで増加し、ますます少

子高齢化が進んでいくことが推計されています。（図２参照） 

 

＜図２ 静岡市の将来推計人口の推移（３区分別）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）不詳は除く 

資料：平成27年までは、総務省「国勢調査」、令和２年からは、国立社会保障・人口問題研究所 

「日本の地域別将来推計人口（平成30年推計）を基に作成 
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２ 世帯数の推移 

本市の平成２年（1990年）以降の世帯数は、平成２年（1990年）から平成27年（2015

年）にかけて毎年増加傾向にある一方で、平均世帯人員は減少傾向となっています。（図３参

照） 

また、一般世帯の世帯構成の割合をみると、子どものいる世帯の割合が減少しています。（図

４参照）さらに、子どものいる一般世帯構成の割合では、核家族世帯の割合が増え、祖父母・

両親・子どもで構成される３世代等の核家族以外の世帯の割合が減少しています。（図５参照） 

 

＜図３ 世帯数と平均世帯人員の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）総世帯数：一般世帯のほか施設等の世帯全てを含む 

資料：総務省「国勢調査」 

 

 

＜図４ 一般世帯の世帯構成の割合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（注）子どもは18歳未満。また、施設等世帯は除く 

資料：総務省「国勢調査」 
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＜図５ 子どものいる一般世帯構成の割合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（注）子どもは18歳未満。また施設等世帯は除く 

資料：総務省「国勢調査」 

３ 子どもの数の推移 

本市の年齢（５歳階級）別の子どもの数を平成２年（1990年）と平成27年（2015年）と

で比較すると、０～４歳で29.6％の減、５～９歳で35.9％の減、10～14歳で40.7％の減と

なっており、年齢区分が高いほど減少割合が大きくなっています。今後は平成27年（2015

年）と令和12年（2030年）の推計とで比較すると、０～４歳で19.5％の減、５～９歳が

21.6％の減、10～14歳で19.2％の減が見込まれています。（図６参照） 

 

＜図６ 静岡市の子どもの数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成27年までは、総務省「国勢調査」、令和２年からは、国立社会保障・人口問題研究所 

「日本の地域別将来推計人口（平成30年推計）を基に作成 
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４ 幼稚園・幼保連携型認定こども園・保育園・地域型保育事業・学校の児童数・生徒数の推移 

平成27年（2015年）以降の幼稚園児童数と保育園児童数をみると、年々減少しています。

一方、幼保連携型認定こども園児童数と地域型保育事業児童数では増加しており、平成27年

（2015年）と平成31年（2019年）で比較すると、幼保連携型認定こども園児童数は、3,266

人の増加となっています。（図７参照） 

また、小学校児童数と中学校生徒数では、減少傾向となっています。（図８参照） 

 

＜図７ 幼稚園・幼保連携型認定こども園・保育園・地域型保育事業の児童数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）幼稚園児童数は各年５月１日、幼稚園児童数以外は各年４月１日現在 

資料：「静岡市幼保支援課」 

 

＜図８ 小学校児童数・中学校生徒数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）市内にある国公私立小学校の児童数・中学校の生徒数で、各年５月１日現在の数値 

資料：静岡市「静岡市統計書」 
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５ 出生数の推移 

本市の平成25年（2013年）以降の合計特殊出生率は、低い数値で推移しており、平成29

年（2017年）は1.44（全国1.43）となっています。（図９参照） 

平成25年（2013年）以降の出生数をみると、年々減少傾向となっており、平成30年（2018

年）には4,658人に減少しています。（図10参照） 

また、人口自然増加率について各指定都市と比較してみると、本市の人口増加率は●●●●

状況にあります。（図11参照） 

 

※合計特殊出生率：15歳から49歳までの女性の年齢別の出生率を合計したもので、一人の女性が平

均して一生の間に何人の子どもを生むかを表している。合計特殊出生率が2.08を下回ると、人口は

減少に転ずるといわれている。 
 

＜図９ 合計特殊出生率の推移＞      ＜図10 出生数の推移＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：厚生労働省「人口動態統計」等    資料：平成29年までは、静岡市「静岡市統計書」、 

平成30年は「住民基本台帳」 

 

＜図11 各指定都市の人口自然増加率＞ 

指定都市 出生 死亡 自然増加 指定都市 出生 死亡 自然増加 

札幌市    名古屋市    

仙台市    京都市    

さいたま市    大阪市    

千葉市    堺市    

横浜市    神戸市    

川崎市    岡山市    

相模原市    広島市    

新潟市    北九州市    

静岡市    福岡市    

浜松市    熊本市    

資料：厚生労働省「人口動態統計」（平成30年） 
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６ 婚姻・離婚数の推移 

本市の平成24年（2012年）以降の婚姻数は、減少傾向にあり、平成24年（2012年）と

平成29年（2017年）を比較すると413件減少しています。離婚数は大きな変化は見られず、

ほぼ横ばいとなっています。（図12参照） 

また、平均初婚年齢は、平成29年（2017年）では男性が31.0歳（全国31.1歳）、女性が

29.3歳（全国29.4歳）となっています。（図13参照） 

 

＜図12 婚姻・離婚数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：静岡市「静岡市統計書」 

 

＜図13 平均初婚年齢の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「人口動態統計」 

 



第２章 静岡市の子ども・子育て・若者を取り巻く現状と課題 

11 

164,039 170,426 168,053 167,214 163,394 161,228

147,866 150,427 154,176 153,890 152,685 151,893

237,465
245,461

234,071
225,377

215,235
205,336

55,686 56,994
66,813 71,310 75,762

83,930

0人

50,000人

100,000人

150,000人

200,000人

250,000人

300,000人

平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

就業（女） 非就業（女） 就業（男） 非就業（男）

13.7

62.3

72.1

66.1
66.5

70.3 72.6 72.3

66.7

50.4

16.1

14.5

69.8

78.4

71.2 71.5

76.4
79.1 78.4

72.2

56.8

18.5
17.7

72.5 75.9

65.2

66.7

73.8
77.6 73.9

66.2

46.9

16.7

0.0％

10.0％

20.0％

30.0％

40.0％

50.0％

60.0％

70.0％

80.0％

90.0％

100.0％

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65歳以上

平成27年（全国） 平成27年（静岡市） 平成17年（静岡市）

７ 就業の推移 

本市の平成２年（1990年）以降の就業人口は、平成７年（1995年）をピークに男女とも

に減少しており、男女別にみると男性の就業・非就業の人口数が大きく離れているのに対して、

女性の就業・非就業の人口数は同程度にあることが特徴として上げられます。（図14参照） 

また、女性の年齢別就業率をみると、30代を谷とするいわゆるＭ字カーブとなっています。

これは結婚・出産・育児等の要因により一旦離職した女性が、子育て等が一段落すると再び職

に就くという傾向が背景にあるとされており、全国の動向と類似した傾向を示しています。（図

15参照）一方、Ｍ字カーブの谷となっている30代前後の女性就業率の推移をみると、増加傾

向となっており、平成27年（2015年）では74.4％となっています。（図16参照） 

 

＜図14 就業・非就業人口の推移（男女別）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）就業には、失業者（就職活動中）を含む 

資料：総務省「国勢調査」 

 

＜図1５ 女性の年齢別就業率＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「国勢調査」 
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＜図1６ 女性就業率の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「国勢調査」 
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８ 社会的養護の状況 

平成25年度（2013年度）以降の児童相談所における養護や子どもの育成等の相談件数は、

平成27年度（2015年度）に減少しましたが、それ以降は増加傾向となっています。家庭児童

相談室における養護や子どもの育成等の相談件数は増加傾向にあります。（図17参照） 

相談内容別では、養護相談（児童虐待以外）が最も多く、次いで児童虐待相談となっており、

いずれも増加傾向にあります。適切な養育が受けられない子どもの増加や子育て家庭の孤立化、

子育てに関する不安や悩みの高まりが件数の増加につながっていることが考えられます。（図

18参照） 

 

＜図17 児童相談所・家庭児童相談室における相談件数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：「静岡市児童相談所、子ども家庭課」 

 

＜図18 児童相談所・家庭児童相談室における相談内容別にみた相談件数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：「静岡市児童相談所、子ども家庭課」 
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９ 障がい児の状況 

平成25年度（2013年度）以降の発達障害者支援センターにおける発達相談の件数は、平成

29年度（2017年度）をピークに平成30年度（2018年度）はやや減少しましたが、平成25

年度（2013年度）以降は概ね増加傾向となっています。（図19参照） 

また、児童通所サービスの利用人数は児童発達支援と放課後等デイサービスのいずれも増加

傾向となっています。（図20参照） 

 

＜図19 発達障害者支援センターにおける発達相談件数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「静岡市障害福祉企画課」 

 

＜図20 児童通所サービスの利用人数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「静岡市障害者支援推進課」 
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10 保育所等の待機児童の状況 

平成25年（2013年）以降の保育所等の待機児童数は、平成26年（2014年）をピークに

減少し続けて、平成30年（2018年）以降は、０人となっています。（図21参照） 

 

＜図21 保育所等の待機児童数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）各年４月１日現在 

資料：「静岡市子ども未来課」 

 

11 放課後児童クラブの状況 

平成25年（2013年）以降の放課後児童クラブの入会児童数は、年々増加し、令和元年

（2019年）には5,163人の児童が入会しています。（図22参照） 

 

＜図22 放課後児童クラブの入会児童数・待機児童数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）各年５月１日現在 

資料：「静岡市子ども未来課」 
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12 フリーターの人数の推移 

フリーターの人数は、平成30年（2018年）では15～24歳で61万人、25～34歳で82万

人となっています。（図23参照） 

 

＜図23 フリーターの人数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（注）フリーターの定義：15～34歳で、男性は卒業者、女性は卒業者で未婚の者のうち 

（１）雇用者のうち「パート・アルバイト」の者 

（２）完全失業者のうち探している仕事の形態が「パート・アルバイト」の者 

（３）非労働力人口のうち希望する仕事の形態が「パート・アルバイト」で家事も通学も就業内定もしていな

い「その他」の者 

資料：総務省統計局「労働力調査」 

 
 

13 若年無業者数の推移 

若年無業者数をみると、平成29年（2017年）で71万人となっています。（図24参照） 

 

＜図24 若年無業者数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）若年無業者の定義：15～34歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていない者（グラフでは参考に35～39

歳の数値も記載） 

資料：内閣府「子供・若者白書」 
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1４ ひきこもりの現状 

広義のひきこもり群の出現率は1.45％であり、推計数は61.3万人でした（図25参照）。平

成27年度調査の結果と比較すると、出現率は低いものの推計数は多くなっています（図26参

照）。 

なお、平成27年度調査においては、専業主婦・主夫、家事手伝いと回答した人を一律に広義

のひきこもり群から除外していましたが、平成30年度調査においては、広義のひきこもり群

と認定した47名のうち11名が専業主婦・主夫、家事手伝いでした。 

 
＜図25 平成30年度のひきこもりの者の推計数＞ 

 

 

ふだんは家にいるが、自分の趣味に

関する用事のときだけ外出する 
19 0.58 24.8 

 

ふだんは家にいるが、近所のコンビ

ニなどには出かける 
21 0.65 27.4 

自室からは出るが、家からは出ない

又は自室からほとんど出ない 
7 0.22 9.1 

計 47 1.45 61.3 

 
（注）総務省「人口推計」（平成30年）によると、40～64歳人口は4,235万人であることから、 

全国の推計数は、有効回収数に占める割合（％）×4,235万人＝全国の推計数（万人）となる。 

資料：内閣府「子供・若者白書」 

 

＜図26 平成27年度のひきこもりの者の推計数＞ 
 

 

ふだんは家にいるが、自分の趣味に

関する用事のときだけ外出する 
33 1.06 36.5 

 

ふだんは家にいるが、近所のコンビ

ニなどには出かける 
11 0.35 12.1 

自室からは出るが、家からは出ない

又は自室からほとんど出ない 
5 0.16 5.5 

計 49 1.57 54.1 

 
（注）総務省「人口推計」（平成27年）によると、15～39歳人口は3,445万人であることから、 

全国の推計数は、有効回収数に占める割合（％）×3,445万人＝全国の推計数（万人）となる。 

資料：内閣府「子供・若者白書」 

準ひきこもり群 

24.8万人 

狭義のひきこもり群 

36.5万人 

有効回収数に 

占める割合（％） 
該当人数（人） 

全国の推計数 

（万人） 

広義のひきこもり群 

61.3万人 

＋ 

＝ 

準ひきこもり群 

36.5万人 

狭義のひきこもり群 

17.6万人 

有効回収数に 

占める割合（％） 
該当人数（人） 

全国の推計数 

（万人） 

広義のひきこもり群 

54.1万人 

＋ 

＝ 
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221

295
243 234

33.0

55.9

63.1 64.1

0.0％

10.0％

20.0％

30.0％

40.0％

50.0％

60.0％

70.0％

0人

100人

200人

300人

400人

500人

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

相談者数 改善率

ひきこもり地域支援センター「DanDanしずおか」の相談者数とひきこもり改善率をみると、

相談者数は平成28年度（2016年度）の295人がピークとなっています。ひきこもり改善率

は平成27年度（2015年度）以降上がっており、平成30年度（2018年度）は64.1％となっ

ています（図27参照）。 

 

＜図27 ひきこもり地域支援センター「DanDanしずおか」の相談者数とひきこもり改善率＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）ひきこもり地域支援センター「DanDanしずおか」は、平成27年度開設。 

   改善の定義：相談者のひきこもりの状態が、相談当初と年度末を比較し、少しでも好転した場合に「改善し

た」と捉えています。 

資料：ひきこもり地域支援センター「DanDanしずおか」 
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就学前児童 （n=3,373）

就学児童 （n=1,310）

96.3

94.0

3.6

5.8

0.1 

0.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いる（ある） いない（ない） 無回答

第２節 調査結果等からみた現状 

  子ども   

市民の子育てに関する生活実態や、子育て支援の利用状況、利用希望等のニーズを把握する

ことを目的に平成30年度に「子ども・子育て支援に関するニーズ調査」を実施しました。調査

設計は下記のとおりです。 

以下、主な調査結果について、説明します。 

 

【調査設計】 

１ 調査対象：就学前児童用…就学前児童（０歳～５歳）を養育する保護者 

就学児童用……小学生（１年生～６年生）を養育する保護者 

※住民基本台帳からの無作為抽出 

２ 調査期間：平成30年10月12日（金）～平成30年10月31日（水） 

３ 調査方法：郵送配布・郵送回収 

 

 配布数 有効回収数 有効回収率 

就学前児童用 5,000 3,373 67.5％ 

就学児童用 2,000 1,310 65.5％ 

合 計 7,000 4,683 66.9％ 

 

 

１ 相談相手（場所）の有無〈単数回答〉 

相談相手（場所）の有無については、就学前児童では、「いる（ある）」が96.3％、「いない

（ない）」が3.6％となっています。 

就学児童では、「いる（ある）」が94.0％、「いない（ない）」が5.8％となっています。 
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親や親族

友人や知人

近所の人

認定こども園等の先生

かかりつけの医師

子育て支援施設（子育て支援センター等）

保健所

保健福祉センター

市の子育て関連担当窓口

民生委員・児童委員

学校の先生

その他

無回答

88.2

74.9

11.2

43.3

17.9

9.1

1.4

4.1

1.0

0.2

4.3

1.0

0.1

83.4

76.1

12.7

3.6

10.5

0.7

0.0

0.7

1.0

0.1

34.1

3.1

0.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前児童（n=3,248） 就学児童（n=1,232）

１で「いる（ある）」を選んだ方 

２ 相談相手（場所）〈複数回答〉 

相談相手（場所）については、就学前児童では、「親や親族」が88.2％と最も高く、次いで

「友人や知人」が74.9％、「認定こども園等の先生」が43.3％などとなっています。 

就学児童では、「親や親族」が83.4％と最も高く、次いで「友人や知人」が76.1％、「学校

の先生」が34.1％などとなっています。 
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以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

26.3

7.6

30.1

1.7

31.7

2.0

0.7

18.7

5.9

24.9

1.3

42.8

4.3

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成30年度（n=3,373）

平成25年度（n=3,058）

30.1

0.6

46.1

0.5

17.8

3.4

1.5

23.0

0.9

43.0

0.5

21.7

5.6

5.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成30年度（n=1,310）

平成25年度（n=1,159）

３ 母親の就労状況〈単数回答〉 

母親の就労状況については、就学前児童では、「以前は就労していたが、現在は就労していな

い」が31.7％と最も高く、次いで「パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護

休業中ではない」が30.1％、「フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」

が26.3％などとなっています。 

就学児童では、「パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」

が46.1％と最も高く、次いで「フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」

が30.1％、「以前は就労していたが、現在は就労していない」が17.8％などとなっています。 

経年比較でみると、就学前児童、就学児童ともに「フルタイムで就労しており、産休・育休・

介護休業中ではない」、「フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である」、「パー

ト・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」、「パート・アルバイト

等で就労しているが、産休・育休・介護休業中である」を合わせた『就労している』が高くなっ

ています。 

 

【母親】 【就学前児童】 【就学児童】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業
中ではない 

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休
業中である 

パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・
介護休業中ではない 

パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育
休・介護休業中である 



第２章 静岡市の子ども・子育て・若者を取り巻く現状と課題 

22 

幼稚園

幼稚園・認定こども園の一時預かり

認定こども園

保育園

小規模保育施設

事業所内保育施設

企業主導型保育施設

認可外保育施設

家庭的保育

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

22.8

4.9

44.6

24.6

3.3

1.1

0.9

0.9

0.0

0.0

0.3

1.0

0.4

0% 10% 20% 30% 40% 50%

就学前児童（n=2,549）

幼稚園

幼稚園・認定こども園の一時預かり

認定こども園

保育園

小規模保育施設

事業所内保育施設

企業主導型保育施設

認可外保育施設

家庭的保育

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

43.1

20.9

59.3

32.8

4.0

4.7

2.0

1.1

0.7

1.3

5.5

1.2

2.0

0% 20% 40% 60%

就学前児童（n=3,373）

平日の定期的な教育・保育事業の利用の有無で「利用している」を選んだ方 

４ 利用している事業〈複数回答〉 

利用している事業については、「認定こども園」が44.6％と最も高く、次いで「保育園」が

24.6％、「幼稚園」が22.8％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 今後定期的に利用したい事業〈複数回答〉 

今後定期的に利用したい事業については、「認定こども園」が59.3％と最も高く、次いで「幼

稚園」が43.1％、「保育園」が32.8％などとなっています。 
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自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（スポーツ、塾等）

市の放課後児童クラブ

民間の放課後児童クラブ

児童館

放課後子ども教室

ファミリー・サポート・センター

その他（図書館、公園等）

無回答

61.6

5.3

10.8

16.0

0.8

0.5

2.7

0.1

1.5

0.8

0% 20% 40% 60% 80%

就学児童（n=1,310）

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（スポーツ、塾等）

市の放課後児童クラブ

民間の放課後児童クラブ

児童館

放課後子ども教室

ファミリー・サポート・センター

その他（図書館、公園等）

無回答

38.6

4.6

7.2

35.1

2.6

0.3

6.9

0.0

0.9

3.8

0% 20% 40%

就学前児童（n=581）

６ 放課後の過ごし方〈単数回答〉 

放課後の過ごし方については、「自宅」が61.6％と最も高く、次いで「市の放課後児童クラ

ブ」が16.0％、「習い事（スポーツ、塾等）」が10.8％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５歳以上の方 

７ 就学後の放課後の過ごし方〈単数回答〉 

就学後の放課後の過ごし方については、「自宅」が38.6％と最も高く、次いで「市の放課後

児童クラブ」が35.1％、「習い事（スポーツ、塾等）」が7.2％などとなっています。 
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1 しずおかし子育てハンドブック （n=3,373）

2 ホームページ「ちゃむしずおか」 （n=3,373）

3 しずおか子育て優待カード （n=3,373）

4 こんにちは赤ちゃん事業 （n=3,373）

5 マザーズハローワーク （n=3,373）

6 児童相談所 （n=3,373）

7
家庭児童相談室
（各区子育て支援課内）

（n=3,373）

8 子ども若者相談センター （n=3,373）

9 子育て世代包括支援センター （n=3,373）

10 産後ケア （n=3,373）

11 ママケアデイサービス （n=3,373）

12 赤ちゃん広場 （n=3,373）

13 子育て支援センター （n=3,373）

14 あそび・子育ておしゃべりサロン （n=3,373）

15 （幼稚園の）子育てひろば （n=3,373）

16 子育てトーク・子育てサロン （n=3,373）

17
保育コーディネーター
（各区子育て支援課内）

（n=3,373）

18 子ども未来サポーター （n=3,373）

19 妊婦健康診査 （n=3,373）

20 子育て支援ヘルパー （n=3,373）

21 児童館 （n=3,373）

22 ファミリー・サポート・センター （n=3,373）

23 緊急サポートセンター （n=3,373）

24 病児・病後児保育 （n=3,373）

25
子育て短期支援事業
（ショートステイ）

（n=3,373）

26
（認定こども園・保育園等の）
一時預かり

（n=3,373）

27
（幼稚園・認定こども園の）
一時預かり

（n=3,373）

28
（中央子育て支援センターの）
一時預かり

（n=3,373）

29 延長保育 （n=3,373）

30 放課後児童クラブ （n=3,373）

31 放課後子ども教室 （n=3,373）

32 実費徴収に伴う補足給付事業 （n=3,373）

37.1

32.8

72.7

55.7

12.5

7.1

4.5

3.1

4.1

7.9

5.0

9.8

59.6

39.8

36.3

21.1

4.8

5.9

65.2

3.9

51.0

6.6

4.1

4.8

2.6

17.5

23.9

14.1

25.6

11.7

8.4

3.5

30.8

25.5

14.5

8.9

21.8

70.7

45.3

31.0

29.1

37.2

30.7

22.9

24.9

34.3

32.6

32.4

19.2

22.8

7.8

37.9

30.4

54.0

43.3

54.0

25.1

58.1

52.9

46.6

51.7

66.0

45.0

24.6

23.2 

32.6 

4.7 

26.0 

56.9 

12.5 

40.4 

56.2 

56.9 

44.9 

54.4 

57.3 

6.5 

16.3 

21.4 

36.7 

66.1 

61.2 

17.3 

48.4 

9.5 

29.6 

42.5 

31.1 

62.1 

14.3 

13.2 

29.3 

12.9 

12.2 

36.3 

61.4 

8.9 

9.1 

8.1 

9.4 

8.8 

9.6 

9.8 

9.8 

10.0 

10.0 

9.9 

10.0 

9.0 

9.5 

9.7 

9.8 

9.9 

10.1 

9.8 

9.9 

9.1 

9.8 

10.1 

10.1 

10.3 

10.1 

10.0 

10.1 

9.8 

10.0 

10.2 

10.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある 知っているが利用したことはない 知らなかった 無回答

８ 各種事業の認知度・利用状況〈単数回答〉 

就学前児童の認知度をみると、「利用したことがある」と「知っているが利用したことはな

い」をあわせた『知っている』が、32事業のうち19事業について50％を超えています。利用

状況をみると、「利用したことがある」が、“しずおか子育て優待カード”（72.7％）、“妊婦健

康診査”（65.2％）、“子育て支援センター”（59.6％）、“こんにちは赤ちゃん事業”（55.7％）、

“児童館”（51.0％）について50％を超えています。 

【就学前児童】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２章 静岡市の子ども・子育て・若者を取り巻く現状と課題 

25 

1 しずおかし子育てハンドブック （n=1,310）

2 ホームページ「ちゃむしずおか」 （n=1,310）

3 しずおか子育て優待カード （n=1,310）

4 こんにちは赤ちゃん事業 （n=1,310）

5 マザーズハローワーク （n=1,310）

6 児童相談所 （n=1,310）

7
家庭児童相談室
（各区子育て支援課内）

（n=1,310）

8 子ども若者相談センター （n=1,310）

9 子育て世代包括支援センター （n=1,310）

10 産後ケア （n=1,310）

11 ママケアデイサービス （n=1,310）

12 赤ちゃん広場 （n=1,310）

13 子育て支援センター （n=1,310）

14 あそび・子育ておしゃべりサロン （n=1,310）

15 （幼稚園の）子育てひろば （n=1,310）

16 子育てトーク・子育てサロン （n=1,310）

17
保育コーディネーター
（各区子育て支援課内）

（n=1,310）

18 子ども未来サポーター （n=1,310）

19 妊婦健康診査 （n=1,310）

20 子育て支援ヘルパー （n=1,310）

21 児童館 （n=1,310）

22 ファミリー・サポート・センター （n=1,310）

23 緊急サポートセンター （n=1,310）

24 病児・病後児保育 （n=1,310）

25
子育て短期支援事業
（ショートステイ）

（n=1,310）

26
（認定こども園・保育園等の）
一時預かり

（n=1,310）

27
（幼稚園・認定こども園の）
一時預かり

（n=1,310）

28
（中央子育て支援センターの）
一時預かり

（n=1,310）

29 延長保育 （n=1,310）

30 放課後児童クラブ （n=1,310）

31 放課後子ども教室 （n=1,310）

32 実費徴収に伴う補足給付事業 （n=1,310）

16.4

14.9

73.1

29.1

8.1

7.6

3.6

3.1

3.4

4.3

1.7

10.2

52.4

35.6

41.1

19.5

2.1

1.8

53.7

2.4

59.3

7.3

3.9

3.0

1.4

19.1

30.5

13.7

31.0

36.8

23.1

3.7

33.6

25.2

17.8

8.9

21.9

76.5

46.9

38.8

27.9

28.8

18.9

21.7

30.8

31.4

28.3

29.8

15.3

16.3

11.2

30.4

26.0

54.7

41.6

50.8

24.0

47.8

40.9

34.7

43.8

52.0

37.6

35.6

45.7 

55.5 

5.7 

57.4 

65.7 

11.1 

44.4 

52.7 

63.2 

61.3 

74.2 

62.5 

12.3 

28.0 

25.5 

45.3 

77.5 

76.3 

29.8 

61.9 

10.2 

32.7 

48.9 

40.9 

69.1 

27.9 

23.2 

45.9 

19.8 

6.3 

34.4 

54.9 

4.3 

4.4 

3.4 

4.6 

4.3 

4.8 

5.2 

5.3 

5.5 

5.6 

5.3 

5.6 

4.4 

5.0 

5.0 

5.3 

5.2 

5.6 

5.3 

5.3 

4.6 

5.3 

5.6 

5.3 

5.6 

5.3 

5.4 

5.7 

5.4 

5.0 

5.0 

5.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある 知っているが利用したことはない 知らなかった 無回答

就学児童の認知度をみると、「利用したことがある」と「知っているが利用したことはない」を

あわせた『知っている』が、32事業のうち16事業について50％を超えています。利用状況をみ

ると、「利用したことがある」が、“しずおか子育て優待カード”（73.1％）、“児童館”（59.3％）、

“妊婦健康診査”（53.7％）、“子育て支援センター”（52.4％）について50％を超えています。 

 

【就学児童】 
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平成30年度 （n=3,373）

平成25年度 （n=3,058）

12.5

7.6

23.6

23.6

37.8 

41.9 

14.1 

20.1 

5.4 

3.6 

6.6 

3.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 無回答

平成30年度 （n=1,310）

平成25年度 （n=1,159）

8.6

7.9

21.4

23.6

43.7 

45.7 

16.6 

15.2 

6.6 

2.7 

3.1 

4.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 無回答

９ 子育て支援や子育て環境の満足度〈単数回答〉 

子育て支援や子育て環境の満足度については、就学前児童では、「普通」が37.8％と最も高

く、次いで「やや満足」が23.6％、「やや不満」が14.1％などとなっています。 

就学児童では、「普通」が43.7％と最も高く、次いで「やや満足」が21.4％、「やや不満」

が16.6％などとなっています。 

経年比較でみると、就学前児童、就学児童ともに「普通」が最も高く、大きな傾向の差はみ

られませんでした。 

 

【就学前児童】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学児童】 
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子育て支援に関する情報提供の拡充

児童館や公園等の子どもの遊び場の拡充

放課後児童クラブを増やす

子どもの居場所づくり対策としての放課後児童クラ
ブの整備

保育園を増やす

幼稚園を増やす

認定こども園を増やす

親が子育てについて学ぶことができる講習会等の開
催を増やす

親子で参加できる各種イベントの開催を増やす

認定こども園・保育園や幼稚園等の費用負担の軽減

出産や不妊治療に対する経済的支援の充実

子育て世帯の優先入居や広い部屋の割り当て等の住
宅面の配慮
公共施設におけるファミリートイレの設置またはバ
リアフリー化等の整備

安心して子どもが医療機関を受診できる体制の整備

安心して子育てができるための相談機関の充実

男性の家事・育児への参加を促進

その他

特になし

無回答

9.9

33.2

17.5

8.4

2.1

10.4

3.1

14.6

38.2

47.0

15.0

5.0

9.7

2.2

13.8

3.6

23.0

13.9

4.9

0.8

1.9

10.3

42.5

20.2

23.5

3.9

7.5

4.0

17.4

53.0

44.2

15.6

6.2

8.9

3.4

18.1

4.0

21.5

10.5

4.2

0.5

1.5

0% 20% 40% 60%

平成30年度（n=3,373）

平成25年度（n=3,058）

10.5

41.8

15.0

6.1

0.5

3.7

3.5

9.6

16.6

57.3

9.9

5.2

5.4

3.8

25.0

5.3

25.6

12.3

5.1

1.9

1.2

12.1

47.1

17.1

13.5

1.0

2.2

4.0

12.5

23.5

57.9

10.8

5.5

5.0

4.1

29.0

5.7

22.7

10.7

3.1

1.3

2.4

0% 20% 40% 60%

平成30年度（n=1,310）

平成25年度（n=1,159）

10 効果が高いと考えられる施策または充実を図って欲しいと期待する施策〈複数回答〉 

効果が高いと考えられる施策または充実を図って欲しいと期待する施策については、就学前

児童では、「児童手当及びこども医療費助成の対象拡大や支給額の増額等、子育てのための経

済的支援の拡充」が47.0％と最も高く、次いで「認定こども園・保育園や幼稚園等の費用負担

の軽減」が38.2％、「児童館や公園等の子どもの遊び場の拡充」が33.2％などとなっています。 

就学児童では、「児童手当及びこども医療費助成の対象拡大や支給額の増額等、子育てのた

めの経済的支援の拡充」が57.3％と最も高く、次いで「児童館や公園等の子どもの遊び場の拡

充」が41.8％、「残業の縮減や育児・介護休暇等の取得促進、（短時間勤務制度、）フレックス

タイム制度の実施等、男性を含めた働き方の見直し」が25.6％などとなっています。 

経年比較でみると、就学前児童では平成25年度は「認定こども園・保育園や幼稚園等の費用

負担の軽減」が最も高くなっていましたが、平成30年度は「児童手当及びこども医療費助成の

対象拡大や支給額の増額等、子育てのための経済的支援の拡充」が最も高くなっています。就

学児童では「児童手当及びこども医療費助成の対象拡大や支給額の増額等、子育てのための経

済的支援の拡充」が最も高く、大きな傾向の差はみられませんでした。 
 

 【就学前児童】 【就学児童】 

 

 

 

 

 

行政では対応しにくいきめ細かなサービスの提供が
期待できる、ＮＰＯ等による保育サービス等の充実 

児童手当及びこども医療費助成の対象拡大や支給
額の増額等、子育てのための経済的支援の拡充 

残業の縮減や育児・介護休暇等の取得促進、（短時
間勤務制度、）フレックスタイム制度の実施等、男
性を含めた働き方の見直し 

＊前回調査のみ 

＊今回調査のみ ＊今回調査のみ 

＊前回調査のみ 
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子どもの病気に関すること

子どもの発育・発達に関すること

子どもの病気や発育・発達に関すること

子どもの食事や栄養に関すること

子育ての方法がよく分からないこと

子どもとの接し方に自信が持てないこと

子どもとの時間を十分にとれないこと

話し相手や相談相手がいないこと

仕事や自分のやりたいことが十分にできないこと

子育てにかかる費用が大きな負担になっていること

子どもの教育に関すること

友達付き合い（いじめ等を含む）に関すること

不登園・不登校に関すること

不登校に関すること

その他

特になし

無回答

23.1

30.9

30.2

7.9

16.6

26.7

4.6

29.7

34.9

33.6

16.4

2.6

3.7

13.5

2.7

34.3

31.9

9.4

18.9

24.4

4.4

32.4

36.9

32.2

18.0

1.0

4.1

10.4

2.6

0% 10% 20% 30% 40% 50%

平成30年度（n=3,373）

平成25年度（n=3,058）

15.6

25.8

17.7

4.9

13.4

26.1

4.1

20.6

41.9

43.4

28.6

4.7

5.1

12.5

2.1

26.5

17.1

5.0

12.4

22.2

3.8

19.0

39.9

44.3

33.5

1.6

3.8

10.8

3.0

0% 10% 20% 30% 40% 50%

平成30年度（n=1,310）

平成25年度（n=1,159）

11 子育てについて日ごろ悩んでいることや不安なこと〈複数回答〉 

子育てについて日ごろ悩んでいることや不安なことについては、就学前児童では、「子育て

にかかる費用が大きな負担になっていること」が34.9％と最も高く、次いで「子どもの教育に

関すること」が33.6％、「子どもの発育・発達に関すること」が30.9％などとなっています。 

就学児童では、「子どもの教育に関すること」が43.4％と最も高く、次いで「子育てにかか

る費用が大きな負担になっていること」が41.9％、「友達付き合い（いじめ等を含む）に関す

ること」が28.6％などとなっています。 

経年比較でみると、就学前児童では「子育てにかかる費用が大きな負担になっていること」

が最も高く、大きな傾向の差はみられませんでした。就学児童では「子どもの教育に関するこ

と」が最も高く、大きな傾向の差はみられませんでした。 

 

 【就学前児童】 【就学児童】 

 

 

 

 

 

 

 

＊今回調査のみ 

＊今回調査のみ 

＊前回調査のみ 

＊今回調査のみ 

＊前回調査のみ 

＊今回調査のみ 

＊今回調査のみ 

＊前回調査のみ 

＊今回調査のみ 

＊前回調査のみ 
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  若 者   

市内の子ども・若者の意識や行動、生活の実態を調査し、子ども・若者が夢と希望を語るこ

とができる地域社会づくりを目指して具体的な施策を体系的かつ総合的に実施することを目

的に平成30年度に「静岡市子ども・若者実態調査」を実施しました。調査設計は下記のとおり

です。 

以下、主な調査結果について、説明します。 

 

【調査設計】 

１ 調査対象：小学生…静岡市内小学校５・６年生 

（葵、駿河、清水区における公立校から各区２校を抽出） 

中学生…静岡市内中学校１・２・３年生 

（葵、駿河、清水区における公立校から各区２校を抽出） 

高校生…静岡市内高等学校１・２・３年生 

（公立校３校及び私立校１校を抽出） 

青年……市内在住の18歳～39歳 

保護者…静岡市内小学校、中学校、高等学校の保護者 

※市域全体における標準的な実態把握が可能となるよう、学校の規模、地域

等を総合的に勘案して抽出 

２ 調査期間：小学生…平成30年10月１日（月）～平成30年11月９日（金） 

中学生…平成30年10月１日（月）～平成30年11月９日（金） 

高校生…平成30年10月１日（月）～平成30年11月９日（金） 

青年……平成30年11月２日（金）～平成30年11月28日（水） 

保護者…平成30年10月１日（月）～平成30年11月９日（金） 

３ 調査方法：小学生…学校配布・学校回収 

中学生…学校配布・学校回収 

高校生…学校配布・学校回収 

青年……アンケートモニターを対象としたWeb調査 

保護者…学校配布・学校回収 

 

 配布数 有効回収数 有効回収率 

小学生 525 419 79.8% 

中学生 525 438 83.4% 

高校生 540 538 99.6% 

青年 － 500 － 

保護者 495 390 78.8% 
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平成30年度 （n=419）

平成25年度 （n=470）

平成30年度 （n=438）

平成25年度 （n=459）

平成30年度 （n=538）

平成25年度 （n=455）

平成30年度 （n=500）

平成25年度 （n=500）

小
学
生

中
学
生

高
校
生

青
年

25.3 

36.4 

14.4 

22.0 

13.0 

14.3 

7.4 

16.4 

30.1 

25.3 

29.7 

30.7 

31.2 

34.1 

25.2 

29.4 

16.0 

12.3 

28.3 

22.2 

28.8 

27.9 

31.2 

24.0 

13.8 

6.6 

16.7 

12.9 

21.6 

13.8 

21.6 

14.0 

5.3 

4.5 

7.5 

4.6 

4.8 

7.7 

13.2 

12.0 

8.8 

14.9 

3.4 

7.2 

0.6 

2.0 

1.4 

4.2 

0.7

0.4

0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１時間未満 １時間以上２時間未満

２時間以上３時間未満 ３時間以上５時間未満

５時間以上 まったくしない

無回答

１ 平日のインターネットの利用時間〈単数回答〉 

平日のインターネットの利用時間については、小学生では、「１時間以上２時間未満」が

30.1％と最も高く、次いで「１時間未満」が25.3％、「２時間以上３時間未満」が16.0％な

どとなっています。 

中学生では、「１時間以上２時間未満」が29.7％と最も高く、次いで「２時間以上３時間未

満」が28.3％、「３時間以上５時間未満」が16.7％などとなっています。 

高校生では、「１時間以上２時間未満」が31.2％と最も高く、次いで「２時間以上３時間未

満」が28.8％、「３時間以上５時間未満」が21.6％などとなっています。 

青年では、「２時間以上３時間未満」が31.2％と最も高く、次いで「１時間以上２時間未満」

が25.2％、「３時間以上５時間未満」が21.6％などとなっています。 

経年比較でみると、小学生の平成25年度は「１時間未満」が最も高くなっていましたが、平

成30年度は「１時間以上２時間未満」が最も高くなっています。また、青年の平成25年度は

「１時間以上２時間未満」が最も高くなっていましたが、平成30年度は「２時間以上３時間未

満」が最も高くなっています。 
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平成30年度 （n=419）

平成25年度 （n=470）

平成30年度 （n=438）

平成25年度 （n=459）

平成30年度 （n=538）

平成25年度 （n=455）

平成30年度 （n=500）

平成25年度 （n=500）

小
学
生

中
学
生

高
校
生

青
年

33.4 

39.1 

57.1 

52.3 

55.2 

60.2 

81.0 

82.4 

66.1 

60.2 

42.5 

47.3 

44.8 

39.3 

19.0 

17.6 

0.5 

0.6 

0.5 

0.4 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある ない 無回答

２ 悩みごとの有無〈単数回答〉 

悩みごとの有無については、小学生では、「ある」が33.4％、「ない」が66.1％となってい

ます。 

中学生では、「ある」が57.1％、「ない」が42.5％となっています。 

高校生では、「ある」が55.2％、「ない」が44.8％となっています。 

青年では、「ある」が81.0％、「ない」が19.0％となっています。 

経年比較でみると、平成25年度も同様に、中学生と高校生と青年では「ある」が最も高く

なっていますが、小学生では「ない」が最も高くなっています。 
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親

兄弟姉妹

配偶者

その他の家族・親せき

学校の友だち

友人・職場の同僚

学校の先生

地域の知り合い

趣味・習い事の仲間

インターネット上の友だち

相談を専門に受け付ける人

その他

いない

わからない

無回答

60.0

12.9

5.0

34.3

8.6

0.0

10.0

1.4

2.1

1.4

17.9

5.7

2.1

57.6

15.8

11.4

42.4

9.8

1.1

13.0

4.3

0.0

1.6

9.2

5.4

1.1

0% 50% 100%

平成30年度（n=140）

平成25年度（n=184）

48.8

16.0

6.0

57.2

14.0

0.8

10.0

7.6

0.8

2.0

13.2

8.0

1.6

46.7

17.1

8.3

61.3

13.3

1.3

10.4

7.9

0.8

2.5

11.3

4.2

3.8

0% 50% 100%

平成30年度（n=250）

平成25年度（n=240）

親

兄弟姉妹

配偶者

その他の家族・親せき

学校の友だち

友人・職場の同僚

学校の先生

地域の知り合い

趣味・習い事の仲間

インターネット上の友だち

相談を専門に受け付ける人

その他

いない

わからない

無回答

55.6

11.8

5.4

60.6

10.8

2.7

3.0

4.7

0.7

2.4

8.4

5.7

3.4

46.7

12.8

3.3

58.8

10.2

3.3

7.3

7.7

0.4

4.4

10.6

6.2

1.8

0% 50% 100%

平成30年度（n=297）

平成25年度（n=274）

42.7

13.8

36.0

5.2

47.7

0.5

1.5

2.0

4.2

2.7

3.5

17.3

4.7

0.0

31.6

14.1

33.3

2.9

42.7

0.5

2.2

1.7

2.9

1.7

2.2

19.2

9.5

0.0

0% 50% 100%

平成30年度（n=405）

平成25年度（n=412）

３ 相談相手〈複数回答〉 

相談相手については、中学生と高校生では「学校の友だち」が最も多くなっていますが、小

学生では「親」が最も多く、青年では「友人・職場の同僚」が最も多くなっています。 

経年比較でみると、平成25年度も同様に、中学生と高校生では「学校の友だち」が最も多く

なっていますが、小学生では「親」が最も多く、青年では「友人・職場の同僚」が最も多くなっ

ています。 

 【小学生】 【中学生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【高校生】 【青年】 
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平成30年度 （n=419）

平成25年度 （n=470）

平成30年度 （n=438）

平成25年度 （n=459）

平成30年度 （n=538）

平成25年度 （n=455）

平成30年度 （n=500）

平成25年度 （n=500）

平成30年度 （n=390）

平成25年度 （n=409）

小
学
生

中
学
生

高
校
生

青
年

保
護
者

37.7 

32.8 

52.3 

47.1 

55.8 

36.5 

25.0 

20.6 

35.1 

35.0 

60.1 

64.9 

45.7 

51.6 

42.9 

61.5 

75.0 

79.4 

63.3 

62.8 

2.1 

2.3 

2.1 

1.3 

1.3 

2.0 

1.5 

2.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている 知らない 無回答

４ 相談機関の認知〈単数回答〉 

相談機関の認知については、小学生では、「知っている」が37.7％、「知らない」が60.1％

となっています。 

中学生では、「知っている」が52.3％、「知らない」が45.7％となっています。 

高校生では、「知っている」が55.8％、「知らない」が42.9％となっています。 

青年では、「知っている」が25.0％、「知らない」が75.0％となっています。 

保護者では、「知っている」が35.1％、「知らない」が63.3％となっています。 

経年比較でみると、中学生の平成25年度は「知らない」が最も高くなっていましたが、平成

30年度は「知っている」が最も高くなっています。また、高校生の平成25年度は「知らない」

が最も高くなっていましたが、平成30年度は「知っている」が最も高くなっています。 
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平成30年度 （n=438）

平成25年度 （n=459）

平成30年度 （n=538）

平成25年度 （n=455）

平成30年度 （n=500）

平成25年度 （n=500）

中
学
生

高
校
生

青
年

5.5 

6.8 

2.4 

2.9 

2.4 

4.6 

12.6 

11.5 

11.3 

8.8 

4.4 

7.2 

46.3 

49.5 

55.6 

53.2 

47.2 

47.8 

21.5 

20.0 

21.4 

23.1 

37.2 

28.6 

13.5 

10.0 

8.2 

10.1 

8.8 

11.8 

0.7 

2.2 

1.1 

2.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在している

今はしていないが、積極的にしてみたい

今はしていないが、機会があればしてみたい

してみたいとは思わない

わからない

無回答

５ ボランティア活動への参加の有無〈単数回答〉 

ボランティア活動への参加の有無については、中学生では、「今はしていないが、機会があれ

ばしてみたい」が46.3％と最も高く、次いで「してみたいとは思わない」が21.5％、「わから

ない」が13.5％などとなっています。 

高校生では、「今はしていないが、機会があればしてみたい」が55.6％と最も高く、次いで

「してみたいとは思わない」が21.4％、「今はしていないが、機会があればしてみたい」が

11.3％などとなっています。 

青年では、「今はしていないが、機会があればしてみたい」が47.2％と最も高く、次いで「し

てみたいとは思わない」が37.2％、「わからない」が8.8％などとなっています。 

経年比較でみると、平成25年度も同様に、中学生と高校生と青年のいずれも「今はしていな

いが、機会があればしてみたい」が最も高くなっています。 
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平成30年度 （n=419）

平成25年度 （n=470）

平成30年度 （n=438）

平成25年度 （n=459）

平成30年度 （n=538）

平成25年度 （n=455）

平成30年度 （n=500）

平成25年度 （n=500）

平成30年度 （n=390）

平成25年度 （n=409）

小
学
生

中
学
生

高
校
生

保
護
者

青
年

46.8 

44.9 

27.2 

37.9 

22.7 

23.7 

23.4 

30.8 

21.8 

23.0 

40.6 

41.3 

46.6 

42.7 

50.6 

51.0 

49.0 

46.4 

56.7 

56.7 

8.6 

10.2 

18.9 

12.2 

22.5 

17.1 

18.8 

15.4 

18.7 

15.4 

2.4 

2.3 

4.8 

3.1 

2.6 

2.9 

5.0 

3.8 

1.8 

2.4 

1.7 

0.4 

2.1 

2.6 

1.7 

2.0 

3.8 

3.6 

0.3 

0.7 

0.9 

0.5 

1.5 

3.3 

0.8 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても好き 好き どちらともいえない

あまり好きではない 好きではない 無回答

６ 静岡市への好意度〈単数回答〉 

静岡市への好意度については、小学生では、「とても好き」が46.8％と最も高く、次いで「好

き」が40.6％、「どちらともいえない」が8.6％などとなっています。 

中学生では、「好き」が46.6％と最も高く、次いで「とても好き」が27.2％、「どちらとも

いえない」が18.9％などとなっています。 

高校生では、「好き」が50.6％と最も高く、次いで「とても好き」が22.7％、「どちらとも

いえない」が22.5％などとなっています。 

青年では、「好き」が49.0％と最も高く、次いで「とても好き」が23.4％、「どちらともい

えない」が18.8％などとなっています。 

保護者では、「好き」が56.7％と最も高く、次いで「とても好き」が21.8％、「どちらとも

いえない」が18.7％などとなっています。 

経年比較でみると、平成25年度も同様に、中学生と高校生と青年と保護者では「好き」が最

も高くなっていますが、小学生では「とても好き」が最も高くなっています。 
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平成30年度 （n=419）

平成25年度 （n=470）

平成30年度 （n=438）

平成25年度 （n=459）

平成30年度 （n=538）

平成25年度 （n=455）

平成30年度 （n=500）

平成25年度 （n=500）

小
学
生

中
学
生

高
校
生

青
年

17.9 

14.3 

9.4 

13.5 

13.4 

11.4 

17.2 

15.0 

38.7 

40.4 

39.5 

42.9 

39.2 

42.4 

42.2 

51.2 

24.3 

29.6 

28.5 

30.7 

29.6 

29.9 

26.6 

22.8 

18.1 

14.9 

22.1 

11.8 

17.7 

14.7 

14.0 

11.0 

1.0 

0.9 

0.5 

1.1 

0.2 

1.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

思う どちらかといえば思う

どちらかといえば思わない 思わない

無回答

７ 自己有用感〈単数回答〉 

自己有用感については、小学生では、「思う」が17.9％、「どちらかといえば思う」が38.7％、

「どちかといえば思わない」が24.3％、「思わない」が18.1％となっています。 

中学生では、「思う」が9.4％、「どちらかといえば思う」が39.5％、「どちかといえば思わ

ない」が28.5％、「思わない」が22.1％となっています。 

高校生では、「思う」が13.4％、「どちらかといえば思う」が39.2％、「どちかといえば思わ

ない」が29.6％、「思わない」が17.7％となっています。 

青年では、「思う」が17.2％、「どちらかといえば思う」が42.2％、「どちかといえば思わな

い」が26.6％、「思わない」が14.0％となっています。 

経年比較でみると、平成25年度も同様に、小学生と中学生と高校生と青年のいずれも「どち

らかといえば思う」が最も高くなっています。 
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全体 （n=505） 91.9 7.7 0.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就労している 就労していない 無回答

  ひとり親家庭の状況   

母子家庭、父子家庭及び寡婦の生活実態やサービスニーズ等を把握することを目的に平成

30年度に「静岡市ひとり親家庭等自立促進計画策定に係るアンケート調査」を実施しました。

調査設計は下記のとおりです。 

以下、主な調査結果について、説明します。 

 

【調査設計】 

１ 調査対象：児童扶養手当受給者から無作為抽出 960人 

母子及び父子並びに寡婦福祉法において緊密に連携することとされている

母子・父子福祉団体である静岡市母子寡婦福祉会に配布依頼 寡婦40人 

２ 調査期間：平成30年10月１日（月）～平成30年10月31日（水） 

３ 調査方法：郵送配布・郵送回収 

 

 配布数 有効回収数 有効回収率 

合 計 1,000 505 50.5％ 

 

１ ひとり親家庭の親の就労状況〈単数回答〉 

ひとり親家庭の親の就労状況については、「就労している」が91.9％、「就労していない」が

7.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

２ ひとり親家庭の親の雇用形態〈就労していると回答した方・単数回答〉 

ひとり親家庭の親の雇用形態については、「正社員」が38.8％、「パート・アルバイト」が

38.8％、「契約社員」が10.3％、「派遣社員」が6.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

全体 （n=464） 38.8 38.8 10.3 6.3 5.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

正社員 パート・アルバイト 契約社員

派遣社員 無回答
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０～50万円未満

50～100万円未満

100～150万円未満

150～200万円未満

200～250万円未満

250～300万円未満

300～350万円未満

350～400万円未満

400～450万円未満

450～500万円未満

500～1,000万円未満

1,000万円以上

無回答

3.6

8.5

22.6

17.4

21.0

9.7

8.3

2.6

1.2

1.0

0.6

0.0

3.6

0% 10% 20% 30%

全体（n=505）

生活費

医療費

教育費

仕事

住まい

健康

子ども

家族

近所つきあい

相談相手がいない

借入金の返済

その他

無回答

79.4

18.8

77.6

49.0

41.8

20.4

52.1

23.7

3.1

6.4

22.9

6.7

0.3

0% 20% 40% 60% 80%

全体（n=388）

３ ひとり親家庭の年間の所得額〈単数回答〉 

ひとり親家庭の年間の所得額については、「100～150万円未満」が22.6％と最も高く、次

いで「200～250万円未満」が21.0％、「150～200万円未満」が17.4％などとなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ ひとり親家庭の悩み〈悩みがあると回答した方・複数回答〉 

ひとり親家庭の悩みについては、「生活費」が79.4％と最も高く、次いで「教育費」が77.6％、

「子ども」が52.1％などとなっています。 
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全体 （n=505） 86.5 4.6 6.5 0.8 1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

離婚 死別 未婚 その他 無回答

全体 （n=470） 50.9 47.0 2.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

取決めをしている 取決めをしていない 無回答

全体 （n=470） 26.2 73.2 0.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

取決めをしている 取決めをしていない 無回答

５ ひとり親世帯になった理由〈単数回答〉 

ひとり親世帯になった理由については、「離婚」が86.5％、「死別」が4.6％、「未婚」が6.5％

などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

６ 養育費の取決めの状況〈離婚・未婚と回答した方・単数回答〉 

養育費の取決めの状況については、「取決めをしている」が50.9％、「取決めをしていない」

が47.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

７ 面会交流の取決めの状況〈離婚・未婚と回答した方・単数回答〉 

面会交流の取決めの状況については、「取決めをしている」が26.2％、「取決めをしていな

い」が73.2％となっています。 
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階層Ⅳ … 等価可処分所得が367万円以上の世帯

階層Ⅲ … 等価可処分所得が245万円以上367万円未満の世帯

階層Ⅱ … 等価可処分所得が122万円以上245万円未満の世帯

階層Ⅰ … 等価可処分所得が122万円未満の世帯

低
い

高
い

困
窮
度

  子どもの生活状況   

市内の子どものいる世帯の状況を把握することを目的に平成29年度に「子どもの生活実態

調査」を実施しました。調査設計は下記のとおりです。 

以下、主な調査結果について、説明します。 
 

【調査設計】 

１ 調査対象：一般調査 

５歳の子ども（年中相当）の保護者 

10歳の子ども（小学５年）とその保護者 

13歳の子ども（中学２年）とその保護者 

16歳の子ども（高２相当）とその保護者 

※５歳及び16歳の子どもは、住民基本台帳より無作為抽出。10歳の子ども

は全小学校の５年１組、13歳の子どもは全中学校の２年１組（ただし、全

校生徒500人以上の中学校においては２年２組まで）の児童・生徒に学校

を通じて調査票を配布。 

制度利用者 

生活保護受給世帯、児童扶養手当受給世帯、就学援助受給世帯のうち、0歳

から17歳（平成29年４月１日現在）の子どもとその保護者2,000世帯（子

どもの回答は、小学校５年生以上に依頼）。 

２ 調査期間：平成29年７月12日（水）～平成29年８月31日（木） 

３ 調査方法：５歳、16歳、制度利用者は郵送配布・郵送回収 

10歳、13歳は学校配布・郵送回収 
 

 配布数 有効回収数 有効回収率 

一 般 ５歳 保護者 1,500 700 46.7% 

10歳 
保護者 2,031 1,061 52.2% 

子ども 2,031 1,042 51.3％ 

13歳 
保護者 1,570 693 44.1% 

子ども 1,570 687 43.8％ 

16歳 
保護者 1,500 413 27.5％ 

子ども 1,500 404 26.9％ 

制度利用者 保護者 2,000 578 28.9％ 

子ども 2,000 382 19.1％ 

合 計 保護者 8,601 3,445 40.1％ 

子ども 7,101 2,515 35.4% 

計 15,702 5,960 38.0％ 
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保護者が家にいないときに子どもを預かる場やサー
ビスの提供

低い家賃で住めるところ（寮や下宿のようなとこ
ろ）

生活や就労のための経済的補助

進路や生活などについてなんでも相談できる場所や
機会の提供

仲間と出会え、一緒に活動できる場所や機会の提供

自然体験や集団遊びなど、多様な活動機会の提供

地域における子どもの居場所の提供

読み書き計算などの基礎的な学習への支援

会社などでの職場体験等の機会

仕事に就けるようにするための就労に関する支援

特にない

よくわからない

その他

無回答

16.3

9.9

10.9

19.8

27.2

20.8

13.7

8.6

30.4

17.9

6.4

2.2

1.0

31.9

14.7

13.4

24.7

20.7

23.4

22.8

14.5

10.1

28.6

19.7

4.1

1.2

1.6

34.4

14.7

15.7

34.2

18.2

22.5

22.7

15.3

12.5

26.6

21.3

2.5

1.4

1.1

37.2

10.0

22.8

46.1

19.9

22.0

23.7

14.1

17.4

27.4

26.1

3.3

1.2

1.2

31.1

0% 10% 20% 30% 40% 50%

階層Ⅳ（n=213） 階層Ⅲ（n=494）

階層Ⅱ（n=634） 階層Ⅰ（n=166）

１ 子どもにとってあるとよいと思う支援〈保護者・複数回答〉 

子どもにとってあるとよいと思う支援については、階層Ⅳでは、「会社などでの職場体験等

の機会」が30.4％と最も高く、次いで「仲間と出会え、一緒に活動できる場所や機会の提供」

が27.2％、「自然体験や集団遊びなど、多様な活動機会の提供」が20.8％などとなっています。 

階層Ⅲでは、「会社などでの職場体験等の機会」が28.6％と最も高く、次いで「生活や就労

のための経済的補助」が24.7％、「仲間と出会え、一緒に活動できる場所や機会の提供」が

23.4％などとなっています。 

階層Ⅱでは、「生活や就労のための経済的補助」が34.2％と最も高く、次いで「会社などで

の職場体験等の機会」が26.6％、「自然体験や集団遊びなど、多様な活動機会の提供」が22.7％

などとなっています。 

階層Ⅰでは、「生活や就労のための経済的補助」が46.1％と最も高く、次いで「会社などで

の職場体験等の機会」が27.4％、「仕事に就けるようにするための就労に関する支援」が

26.1％などとなっています。 
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 10歳

中学校

高校（全日・定時・通信）

専門学校・短期大学等（専門学校・高等専門学校・
短期大学）

大学以上（大学・大学院）

考えたことがない

わからない

その他

無回答

0.0

8.4

8.4

56.8

4.2

14.7

0.0

7.4

0.0

7.8

9.7

53.5

12.4

12.4

0.0

4.3

2.6

12.5

11.5

40.5

16.2

13.8

0.3

2.6

5.7

17.0

14.8

33.0

9.1

17.0

0.0

3.4

0% 20% 40% 60%

階層Ⅳ（n=95） 階層Ⅲ（n=258）

階層Ⅱ（n=383） 階層Ⅰ（n=85）

２ どこまで進学したいか〈子ども・単数回答〉 

どこまで進学したいかについては、10歳の場合、階層Ⅳでは、「大学以上（大学・大学院）」

が56.8％と最も高く、次いで「高校（全日・定時・通信）」と「専門学校・短期大学等（専門

学校・高等専門学校・短期大学）」が8.4％などとなっています。また、「わからない」が14.7％

となっています。 

階層Ⅲでは、「大学以上（大学・大学院）」が53.5％と最も高く、次いで「専門学校・短期大

学等（専門学校・高等専門学校・短期大学）」が9.7％、「高校（全日・定時・通信）」が7.8％

などとなっています。また、「考えたことがない」と「わからない」が12.4％となっています。 

階層Ⅱでは、「大学以上（大学・大学院）」が40.5％と最も高く、次いで「高校（全日・定時・

通信）」が12.5％、「専門学校・短期大学等（専門学校・高等専門学校・短期大学）」が11.5％

などとなっています。また、「考えたことがない」が16.2％、「わからない」が13.8％となっ

ています。 

階層Ⅰでは、「大学以上（大学・大学院）」が33.0％と最も高く、次いで「高校（全日・定時・

通信）」が17.0％、「専門学校・短期大学等（専門学校・高等専門学校・短期大学）」が14.8％

などとなっています。また、「わからない」が17.0％となっています。 
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 13歳

中学校

高校（全日・定時・通信）

専門学校・短期大学等（専門学校・高等専門学校・
短期大学）

大学以上（大学・大学院）

考えたことがない

わからない

その他

無回答

0.0

8.7

5.8

62.3

10.1

13.0

0.0

0.0

0.0

9.8

14.7

56.5

6.5

12.0

0.0

0.5

0.0

17.9

12.1

46.6

6.3

16.6

0.0

0.4

0.0

29.6

16.7

27.8

3.7

20.4

0.0

1.9

0% 20% 40% 60% 80%

階層Ⅳ（n=69） 階層Ⅲ（n=184）

階層Ⅱ（n=223） 階層Ⅰ（n=54）

13歳の場合、階層Ⅳでは、「大学以上（大学・大学院）」が62.3％と最も高く、次いで「高

校（全日・定時・通信）」が8.7％、「専門学校・短期大学等（専門学校・高等専門学校・短期

大学）」が5.8％などとなっています。また、「考えたことがない」が10.1％、「わからない」が

13.0％となっています。 

階層Ⅲでは、「大学以上（大学・大学院）」が56.5％と最も高く、次いで「専門学校・短期大

学等（専門学校・高等専門学校・短期大学）」が14.7％、「高校（全日・定時・通信）」が9.8％

などとなっています。また、「わからない」が12.0％となっています。 

階層Ⅱでは、「大学以上（大学・大学院）」が46.6％と最も高く、次いで「高校（全日・定時・

通信）」が17.9％、「専門学校・短期大学等（専門学校・高等専門学校・短期大学）」が12.1％

などとなっています。また、「わからない」が16.6％となっています。 

階層Ⅰでは、「高校（全日・定時・通信）」が29.6％と最も高く、次いで「大学以上（大学・

大学院）」が27.8％、「専門学校・短期大学等（専門学校・高等専門学校・短期大学）」が16.7％

などとなっています。また、「わからない」が20.4％となっています。 
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 16歳

中学校

高校（全日・定時・通信）

専門学校・短期大学等（専門学校・高等専門学校・
短期大学）

大学以上（大学・大学院）

考えたことがない

わからない

その他

無回答

0.0

10.0

11.4

74.3

0.0

4.3

0.0

0.0

0.0

3.3

19.5

69.1

1.6

4.9

0.0

1.6

0.0

9.2

17.5

55.0

0.8

15.8

0.0

1.7

0.0

9.1

30.3

39.4

15.2

6.1

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

階層Ⅳ（n=70） 階層Ⅲ（n=123）

階層Ⅱ（n=120） 階層Ⅰ（n=33）

16歳の場合、階層Ⅳでは、「大学以上（大学・大学院）」が74.3％と最も高く、次いで「専

門学校・短期大学等（専門学校・高等専門学校・短期大学）」が11.4％、「高校（全日・定時・

通信）」が10.0％などとなっています。 

階層Ⅲでは、「大学以上（大学・大学院）」が69.1％と最も高く、次いで「専門学校・短期大

学等（専門学校・高等専門学校・短期大学）」が19.5％、「高校（全日・定時・通信）」が3.3％

などとなっています。また、「わからない」が4.9％となっています。 

階層Ⅱでは、「大学以上（大学・大学院）」が55.0％と最も高く、次いで「専門学校・短期大

学等（専門学校・高等専門学校・短期大学）」が17.5％、「高校（全日・定時・通信）」が9.2％、

などとなっています。また、「わからない」が15.8％となっています。 

階層Ⅰでは、「大学以上（大学・大学院）」が39.4％と最も高く、次いで「専門学校・短期大

学等（専門学校・高等専門学校・短期大学）」が30.3％、「高校（全日・定時・通信）」が9.1％

などとなっています。また、「考えたことがない」が15.2％となっています。 
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階層Ⅳ （n= 71）

階層Ⅲ （n=127）

階層Ⅱ （n=120）

階層Ⅰ （n= 34）

0.8

1.7

8.8

5.6

20.5

30.0

23.5

91.5 

78.0 

66.7 

64.7 

2.8 

0.8 

1.7 

2.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ふたり親世帯 （n=353）

ひとり親世帯 （n= 58）

0.6

6.9

19.8

29.3

77.6 

62.1 

2.0 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある

これまでにはないが、今後その可能性がある

これまでになく、今後もその可能性はない（可能性は低い）

無回答

３ 経済的な理由により、進学を諦めさせたり、学校を中退させたりしたことがあるか

 〈保護者・単数回答〉 

経済的な理由により、進学を諦めさせたり、学校を中退させたりしたことがあるかについて

は、階層Ⅳでは、「これまでにはないが、今後その可能性がある」が5.6％、「これまでになく、

今後もその可能性はない（可能性は低い）」が91.5％となっています。 

階層Ⅲでは、「ある」が0.8％、「これまでにはないが、今後その可能性がある」が20.5％、

「これまでになく、今後もその可能性はない（可能性は低い）」が78.0％となっています。 

階層Ⅱでは、「ある」が1.7％、「これまでにはないが、今後その可能性がある」が30.0％、

「これまでになく、今後もその可能性はない（可能性は低い）」が66.7％となっています。 

階層Ⅰでは、「ある」が8.8％、「これまでにはないが、今後その可能性がある」が23.5％、

「これまでになく、今後もその可能性はない（可能性は低い）」が64.7％となっています。 

ふたり親世帯では、「ある」が0.6％、「これまでにはないが、今後その可能性がある」が19.8％、

「これまでになく、今後もその可能性はない（可能性は低い）」が77.6％となっています。 

ひとり親世帯では、「ある」が6.9％、「これまでにはないが、今後その可能性がある」が29.3％、

「これまでになく、今後もその可能性はない（可能性は低い）」が62.1％となっています。 
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全体 （n=500）

男性 （n=157）

女性 （n=343）

40.0

41.4

39.4

29.2

33.1

27.4

29.4 

23.6 

32.1 

1.4 

1.9 

1.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

言葉と意味の両方を知っている 言葉だけ知っている

知らない 無回答

  女性の労働実態   

市内に所在する事業所およびそこで働く従業員の就労実態、女性の活躍推進、ワーク・ライ

フ・バランスの推進などの現状と課題を把握し、今後の施策等の基礎資料を得ることを目的に

平成30年度に「静岡市女性の労働実態調査」を実施しました。調査設計は下記のとおりです。 

以下、主な調査結果について、説明します。 

 

【調査設計】 

１ 調査対象：事業所…静岡市内に所在する事業所 

従業員…事業所調査の対象事業所に勤務する従業員 

２ 調査期間：平成30年５月25日（金）～平成30年６月８日（金） 

３ 調査方法：自記入式アンケートによる手法 

調査票を郵送し、返信用封筒にて回収 

 

 配布数 回収数 回収率 

事業所 500 147 29.4% 

従業員 2,000 501 25.1% 

 

 

１ ワーク・ライフ・バランスの認知度〈従業員・単数回答〉 

「ワーク・ライフ・バランス」の認知度については、「言葉と意味の両方を知っている」が

40.0％、「言葉だけ知っている」が29.2％、「知らない」が29.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）とは、誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発などに

おいて、自ら希望するバランスで活動できる状態のこと（内閣府「男女共同参画専門調査会」による定義）。 



第２章 静岡市の子ども・子育て・若者を取り巻く現状と課題 

47 

全体 （n=500） 14.0 6.4 27.0 19.4 14.4 15.2 3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

従業員の意見等を取り入れ、積極的に取り組んでいる

従業員の意見等は取り入れていないが、積極的に取り組んでいる

従業員の意見等を取り入れ、多少は取り組んでいる

従業員の意見等を取り入れていないが、多少は取り組んでいる

まったく取り組んでいない

どちらともいえない

無回答

２ 勤務先が「働き方の見直し」について、どの程度取り組んでいると感じているか

〈従業員・単数回答〉 

勤務先が「働き方の見直し」について、どの程度取り組んでいると感じているかについては、

「従業員の意見等を取り入れ、多少は取り組んでいる」が27.0％と最も高く、次いで「従業員

の意見等を取り入れていないが、多少は取り組んでいる」が19.4％、「どちらともいえない」

が15.2％などとなっています。 
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  ワークショップ   

「子育てしやすいまち静岡市」のイメージを定着・向上させ、移住・帰住・定住につなげる

ため、本市の子育て支援のあるべき姿を具現化し、どのように伝えていくのかを明確にするこ

とを目的に平成30年度から令和元年度にかけて「『子育てしやすいまち静岡市』ブランディン

グのための子育て当事者によるワークショップ」を実施しました。実施概要は下記のとおりで

す。 

以下、実施結果について、説明します。 

 

【実施概要】 

１ 参加者：子育て当事者及び子育て支援に携わる方 29名 

庁内関係課職員 ８名 

ファシリテーター 青山 由美子氏（中小企業診断士） 

田中 尚武氏（静岡市広報アドバイザー） 

 

２ 開催日、テーマ： 

 開催日時 テーマ 

第１回 
2019年３月19日（火） 

10:00～12:30 

静岡市の魅力を知ろう 

～現状を知り、情報を共有しよう～ 

第２回 
2019年４月９日（火） 

10:00～12:30 

理想の子育て環境ってどんなもの？ 

～今の私たちの悩みと喜びから「理

想の子育て環境」を考えよう～ 

第３回 
2019年４月23日（火） 

10:00～12:30 

しずおかモデルをつくろう！ 

～これから子育てする人に持って欲

しいイメージは？～ 

第４回 
2019年５月14日（火） 

10:00～12:30 

全国にメッセージを届けよう！ 

～「ここ」から地域に、全国に、メッ

セージを発信しよう！～ 

第５回 
2019年５月28日（火） 

10:00～12:30 

共感できる仕組みをつくろう 

～「子育てするなら、しぞーかで！」

を、もっともっとアピールしよう～ 

※各回ともに、アイセル21 静岡市葵生涯学習センターで開催しました。 
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１ 静岡市の子育て支援についての現状分析 

ワークショップ参加者は、静岡市の子育て支援に対して、「制度は充実しているが、知らない

ものや今一歩ニーズに合わないものが多い」と感じています。主な意見は以下のとおりです。 

 

（１）施設はいろいろあるけれど、ニーズに合わせて改善が必要 

 

【良い点】充実したレジャー環境 

豊かな自然を楽しめる など 

【改善点】（駐車場・公共交通機関・バリアフリー等）もっと施設を使いやすく！ 

子連れのトイレ事情に対応を など 

（２）地域の子育て支援制度は充実している 

 

【良い点】子育て支援制度は充実している 

【改善点】放課後の子どもの過ごし方の充実を 

転入者への支援の充実を など 

（３）情報提供の仕方に工夫が必要 

 
【改善点】情報が少ない、わかりづらい 

必要な人に情報が届かない！ など 

（４）医療面が充実している 

 
【良い点】子どもの医療費が安く済む など 

【改善点】産後ケアのさらなる充実を 

（５）自己負担が多いと思う人がいる 

 
【改善点】妊娠中の自己負担が多い 

子どもの学費負担を減らしたい など 

 

 

２ 「子育てしやすいまち静岡市」のあるべき姿 

理想的な子育て環境として、「子育て家族と地域のみんなでつくる、笑顔あふれる仲良し家

族の時間」が挙げられました。そのために必要と考えられる取組についての意見は、以下のと

おりです。 

 

（１）子どもの育ちへの支援・子育て環境の整備 

 豊かな自然・コンパクトシティの特性を生かした子どもの遊び場 

（２）地域社会で子育て 

 のんびりゆったりおおらかに、オール静岡で子育てを応援 

（３）父母への支援（子育てと仕事の両立） 

 新しいワークスタイル、ワーク・ライフ・バランスの充実と男性の子育て参加 

（４）若者が社会で力を発揮できる 

 声を掛け合って協力し合える地域、誰でも活躍できる地域 
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第３節 前プランの検証 

１ 静岡市子ども・子育て支援プランの目標達成状況 

（１）目標に対する達成状況 

前プランに登載されている事業は、266事業でした。これらの事業について、目標達成状況

を評価した結果、計画目標に対して８割以上を達成している事業は全体の82.3％となってお

り、おおむね計画どおり実施されたと評価しました。（下表参照） 

 

＜静岡市子ども・子育て支援プラン目標達成状況（平成31年３月31日時点）＞ 

（単位：件） 

施策目標 事業数 
目標に対する達成状況 ※ 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 対象外 

１ 
子どもの心身の健やかな 

育ちを支える環境づくり 
149 123 9 4 1 12 

２ 
子どもの「生きる力」を 

はぐくむ教育環境づくり 
18 15 2 0 0 1 

３ 
喜びと安心感をもって生み育

てることができる環境づくり 
57 46 4 3 0 4 

４ 
子育てと仕事の両立を支援 

する環境づくり 
14 11 1 1 0 1 

５ 
地域全体で子どもと子育て 

家庭を支える環境づくり 
28 24 1 2 0 1 

合計 266 219 17 10 1 19 

全体に占める割合 100.0％ 82.3％ 6.4％ 3.8％ 0.4％ 7.1％ 

 

※各事業の「令和元年度末目標値」に対する「平成30年度末の達成状況」により、次に示すＡ～Ｄの達成基準に基づき評価し

たもの。 

Ａ：計画目標に対し、現時点で８割以上達成している。 

Ｂ：計画目標に対し、現時点で５割以上８割未満達成している。 

Ｃ：計画目標に対し、現時点で２割以上５割未満達成している。 

Ｄ：計画目標に対し、現時点で２割未満達成している。 

対象外：目標値を定めないもの、すでに終了した事業、令和元年度新規事業、平成30年度実績なし等 
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（２）重点事業の目標に対する達成状況 

前プランに登載されている重点事業は、72事業でした。これらの事業について、目標達成状

況を評価した結果、計画目標に対して８割以上を達成している事業は全体の73.6％となって

おり、おおむね計画どおり実施されたと評価しました。（下表参照） 

 

＜静岡市子ども・子育て支援プラン重点事業目標達成状況（平成31年３月31日時点）＞ 

（単位：件） 

施策目標 事業数 
目標に対する達成状況 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 対象外 

１ 
子どもの心身の健やかな 

育ちを支える環境づくり 
43 32 2 0 0 9 

２ 
子どもの「生きる力」を 

はぐくむ教育環境づくり 
2 2 0 0 0 0 

３ 
喜びと安心感をもって生み育

てることができる環境づくり 
13 9 1 1 0 2 

４ 
子育てと仕事の両立を支援 

する環境づくり 
9 6 1 1 0 1 

５ 
地域全体で子どもと子育て 

家庭を支える環境づくり 
5 4 0 0 0 1 

合計 72 53 4 2 0 13 

全体に占める割合 100.0％ 73.6％ 5.6％ 2.8％ 0.0％ 18.1％ 
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（３）成果指標に対する達成状況 

前プランに登載されている成果指標は、22指標（29項目）でした。直近の状況では、目標

を達成している項目は全体の51.7％にとどまっています。（下表参照） 

 

＜静岡市子ども・子育て支援プラン成果指標達成状況＞ 

 

施策目標 成果指標 
令和元年度 

目標 

令和元年度 

実績 

１ 
子どもの心身の健やかな 

育ちを支える環境づくり 

将来の夢や目標を

持っていると答える

児童・生徒の割合 

小学生 89％以上 
84.8％ 

平成31年4月 

中学生 74％以上 
68.6％ 

平成31年4月 

自分が誰かの役に立っていると思う

子ども・若者の割合（自己有用感） 
58％以上 

52.6％ 

平成30年10月 

自分にはよいところ

があると思う児童・

生徒の割合（自己肯

定感） 

小学生 82％以上 
84.2％ 

平成31年４月 

中学生 73％以上 
75.8％ 

平成31年４月 

放課後児童クラブと放課後子ども教

室の一体的実施の校数 
69校 

28校 

平成30年度末 

里親委託率 

50％以上 

（全国第一位の

達成） 

48.5％ 

平成30年度末 

児童養護施設の子どもの高校等進学

率 
98％以上 

100％ 

平成30年度末 

体制不備による児童虐待重大事例の

発生数 
0件 

0件 

平成30年度末 

２ 
子どもの「生きる力」を 

はぐくむ教育環境づくり 

学校に行くのが楽し

いと思う児童・生徒

の割合 

小学生 86.9％より増加 
87.4％ 

平成30年10月 

中学生 83.8％より増加 
84.3％ 

平成30年10月 

幼児期の教育から小学校教育に円滑

な接続がされていると思う小学校１

年のクラス担任の割合 

67％以上 
55.8％ 

平成30年度末 
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施策目標 成果指標 
令和元年度 

目標 

令和元年度 

実績 

３ 

喜びと安心感をもって 

生み育てることができる 

環境づくり 

合計特殊出生率 1.57 
1.44 

平成29年度 

子どもを生み育てやすいまちだと思

う市民の割合 
65％以上 

53.1％ 

平成30年６月 

子育て環境や支援へ

の満足度 

就学前児童 

家庭 
65.6%より増加 

73.9％ 

平成30年10月 

就学児童 

家庭 
63.6%より増加 

73.7％ 

平成30年10月 

子育て支援センターの満足度 67.7%より増加 
84.5％ 

平成31年１月 

ひとり親家庭の親の

非正規就業率 

母子 

家庭 
58.8%より減少 

52.2％ 

平成30年10月 

父子 

家庭 
23.8%より減少 

22.7％ 

平成30年10月 

ひとり親家庭（児童扶養手当受給世

帯）の子どもの高校等進学率 
98％以上 

97.6％ 

平成30年度末 

４ 
子育てと仕事の両立を支援 

する環境づくり 

保育所待機児童数 

（年度当初及び年間を通じて） 
０人 

０人 

平成31年４月 

放課後児童クラブの待機児童数 

（年度当初及び年間を通じて） 
0人 

86人 

令和元年５月 

仕事と子育ての両立

から出産・育児が難

しいと考える人の割

合 

就学前児童 

家庭 
21.2%より減少 

22.0％ 

平成30年10月 

就学児童 

家庭 
27.1%より減少 

21.6％ 

平成30年10月 

次世代育成支援対策推進法に基づく

認定（くるみんマーク）を受けた事

業所数 

35社 
34社 

平成30年度末 

５ 
地域全体で子どもと子育て 

家庭を支える環境づくり 

地域に気軽に相談で

きる人・場所がある

と答える人の割合 

就学前児童 

家庭 
96.1%より増加 

96.3％ 

平成30年10月 

就学児童 

家庭 
92.4%より増加 

94.0％ 

平成30年10月 

ファミリー・サポート・センター事

業の会員数（援助を行いたい会員（ま

かせて会員、どっちも会員）） 

1,400会員 
1,071会員 

平成30年度末 

静岡市子育て支援団体連絡会に加入

している子育て支援団体等の数 
75団体 

72団体 

平成30年度末 
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２ 静岡市子ども・若者育成プランの目標達成状況 

（１）目標に対する達成状況 

前プランに登載されている事業は、212事業でした。これらの事業について、目標達成状況

を評価した結果、計画目標に対して８割以上を達成している事業は全体の92.0％となってお

り、おおむね計画どおり実施されたと評価しました。（下表参照） 

 

＜静岡市子ども・若者育成プラン目標達成状況（平成31年３月31日時点）＞ 

（単位：件） 

施策の柱 事業数 
目標に対する達成状況 ※ 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 対象外 

１ 
自己有用感を持った子ども・ 

若者の育成 
75 66 9 0 0 0 

２ 
知・徳・体のバランスのとれた

子ども・若者の育成 
33 33 0 0 0 0 

３ 
困難を抱える子ども・若者と 

その家族への支援 
40 38 1 1 0 0 

４ 非行防止と安全対策の推進 12 9 1 0 0 2 

５ 
居場所づくりと社会参加の 

推進 
17 16 0 0 0 1 

６ 
子ども・若者の生活の場におけ

るネットワークづくりの推進 
35 33 2 0 0 0 

合計 212 195 13 1 0 3 

全体に占める割合 100.0％ 92.0％ 6.1％ 0.5％ 0.0％ 1.4％ 

 

※各事業の「令和元年度末目標値」に対する「平成30年度末の達成状況」により、次に示すＡ～Ｄの達成基準に基づき評価し

たもの。 

Ａ：計画目標に対し、現時点で８割以上達成している。 

Ｂ：計画目標に対し、現時点で５割以上８割未満達成している。 

Ｃ：計画目標に対し、現時点で２割以上５割未満達成している。 

Ｄ：計画目標に対し、現時点で２割未満達成している。 

対象外：目標値を定めないもの、すでに終了した事業、平成30年度実績なし等 
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（２）重点事業の目標に対する達成状況 

前プランに登載されている重点事業は、24事業でした。これらの事業について、目標達成状

況を評価した結果、計画目標に対して８割以上を達成している事業は全体の91.7％となって

おり、おおむね計画どおり実施されたと評価しました。（下表参照） 

 

＜静岡市子ども・若者育成プラン重点事業目標達成状況（平成31年３月31日時点）＞ 

（単位：件） 

施策の柱 事業数 
目標に対する達成状況 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 対象外 

１ 
自己有用感を持った子ども・ 

若者の育成 
3 3 0 0 0 0 

２ 
知・徳・体のバランスのとれた

子ども・若者の育成 
2 2 0 0 0 0 

３ 
困難を抱える子ども・若者と 

その家族への支援 
6 6 0 0 0 0 

４ 非行防止と安全対策の推進 4 3 1 0 0 0 

５ 
居場所づくりと社会参加の 

推進 
3 3 0 0 0 0 

６ 
子ども・若者の生活の場におけ

るネットワークづくりの推進 
6 5 0 0 0 1 

合計 24 22 1 0 0 1 

全体に占める割合 100.0％ 91.7％ 4.2％ 0.0％ 0.0％ 4.2％ 
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（３）成果指標に対する達成状況 

前プランに登載されている成果指標は、10指標（11項目）でした。直近の状況では、目標

を達成している指標は全体の全体の45.5％にとどまっています。（下表参照） 

 

＜静岡市子ども・若者育成プラン成果指標達成状況＞ 

 

施策目標 成果指標 
令和元年度 

目標 

令和元年度 

実績 

１ 
自己有用感を持った子ども・ 

若者の育成 

自分が誰かの役に立っていると思う

子ども・若者の割合（自己有用感） 
57％以上 

52.6％ 

平成30年10月 

２ 
知・徳・体のバランスの 

とれた子ども・若者の育成 

学校に行くのが楽し

いと思う児童・生徒

の割合 

小学生 88%以上 
87.4％ 

平成30年10月 

中学生 84%以上 
84.3％ 

平成30年10月 

静岡市が好きな児童・生徒の割合 81％以上 
77.6％ 

平成30年10月 

３ 
困難を抱える子ども・若者と 

その家族への支援 

子ども・若者相談センター等におけ

る不登校改善率 
68％以上 

60.5％ 

平成30年度末 

子ども・若者相談センター等におけ

るひきこもり改善率 
57％以上 

64.1％ 

平成30年度末 

４ 非行防止と安全対策の推進 
非行少年、ぐ犯少年の検挙・補導数

（市内） 
1.5％減少 

3,391件 

平成30年12月 

５ 
居場所づくりと社会参加の 

推進 

地域活動（自治会、町内会の行事）

への児童・生徒の参加割合 
74％以上 

69.8％ 

平成30年10月 

ボランティア活動への参加意欲のあ

る生徒の割合 
18％以上 

15.7％ 

平成30年10月 

６ 

子ども・若者の生活の場に 

おけるネットワークづくり 

の推進 

児童生徒１人あたりの学校支援の 

ボランティア活動参加者延べ人数 
4.4人 

4.9人 

平成30年度末 

困ったときの相談機関を知っている

児童・生徒の割合 
45％以上 

49.2％ 

平成30年10月 
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第４節 現状の課題 

少子高齢化の進展や働き方改革など子ども・子育て・若者をめぐる環境は日々変化していま

す。また、近年では、いじめや不登校の増加、ひきこもりの社会問題化、子ども・若者を巻き

込んだ凶悪事件の発生など子ども・若者を取り巻く環境はより厳しい状態となってきています。 

このような全国的な情勢及び静岡市の現状や調査結果からみる静岡市の子ども・若者をめぐ

る課題は、次のようになります。 

 

１ 支援から育成への結びつきの強化 

子ども・子育て支援から若者育成への取組全体を一体的に捉え、子どもが健やかに成長

するよう“支援”し、その子どもたちがすすんで社会に参画していく若者となるように、

切れ目なく“育成”につなげていく必要があります。 

 

２ 情報発信の強化 

前プランの取組事業は概ね達成していますが、情報発信を課題としているものが多く、

また、様々な場面においても子育て支援情報がわかりにくいという意見がありました。情

報発信を強化し、制度・事業を広く周知していく必要があります。 

 

３ 認定こども園等や放課後児童クラブのニーズへの対応 

保育所等の待機児童ゼロを達成し、放課後児童クラブの待機児童は減少しているものの、

調査結果から依然として高いニーズがあることが分かりました。今後も、それぞれの事業

ニーズを的確に把握し対応していく必要があります。 

 

４ 支援機関との連携による困難を抱えた子ども・若者への対応の強化 

子ども・若者を取り巻く環境は、いじめや不登校の増加、ひきこもりの社会問題化など

多くの問題が発生しています。様々な機関が連携し、より相談しやすい体制を確立すると

いった、困難を抱えた子ども・若者への対応を強化していく必要があります。 

 

５ 子ども・子育て・若者の地域活動への参加や地域で支える環境づくりの充実 

地域のつながりの希薄化や地域活動への参加者の減少が見られます。子ども、若者、子

育て家庭が地域において活動できる場、地域で子ども、若者、子育て家庭を支える環境を

充実させていく必要があります。 
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第３章 計画の基本的な考え方 
 

第１節 基本理念 

子ども・若者は、社会の希望であり、未来を担うかけがえのない大切な存在です。私たちは、

すべての子どもの権利を尊重し、確保することとしている子どもの権利条約の下、子どもの「生

きる権利・育つ権利・守られる権利・参加する権利」を守っていかなければなりません。また、

「誰一人取り残さない」社会の実現を目指して、ＳＤＧｓの達成に取り組んでいく必要があり

ます。 

このような基本的な背景を踏まえ、すべての子どもが、静岡市の温暖な気候と豊かな自然環

境、そして、あたたかな人々のつながりの中で、たくましさとしなやかさを併せ持って健やか

に成長し、すすんで人とのつながりを広げ、自ら考え、自ら行動する力を身に付け、社会を形

成していく主体となっていくことが、我々の願いです。 

そこで、基本理念に「子どもの育ちを市民が一体となって支え、人とのつながりの中で、す

すんで社会に参画する若者をはぐくみます」とかかげます。 

そして、これを実現するため、保護者、地域・市民、企業・団体、行政などといった静岡市

民が子ども・子育て支援と子ども・若者育成の重要性に対して関心や理解を深め、それぞれが

担う役割を果たしながら、一体となって、「すべての子ども・若者の成長を支援するまちの実現

【子ども・若者支援】」「子育てに喜びや生きがいを感じることができるまちの実現【子育て支

援】」「地域全体で子ども・子育て・若者を支援するまちの実現【地域による支援】」の３つの視

点に立ち、本計画を推進していきます。 

 

本計画の基本理念 

 

 

子どもの育ちを市民が一体となって支え、 

人とのつながりの中で、 

すすんで社会に参画する若者をはぐくみます 

地域全体で子ども・子育て・

若者を支援するまちの実現 

【地域による支援】 

子育てに喜びや生きがいを感

じることができるまちの実現 

【子育て支援】 

すべての子ども・若者の成長

を支援するまちの実現 

【子ども・若者支援】 
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ＳＤＧｓ未来都市及びＳＤＧｓハブ都市として選定された本市は、この世界標準としての 

ＳＤＧｓを最大限に活用し、目指すまちの姿である「世界に輝く静岡」の実現を目指します。 

 

◆ＳＤＧｓとは◆ 

2015年９月の国連サミットで全会一致で採択された「我々の世界を変革する：持続可能な

開発のための2030アジェンダ」により定められた国際目標です。 

持続可能な世界を実現するため、先進国を含む国際社会全体の開発目標として、2030年を

期限とする包括的な17の目標（ゴール）と169のターゲットを設定し、「誰一人取り残さない」

社会の実現を目指して経済・社会・環境をめぐる広範な課題に、統合的に取り組むものです。 

 

◆静岡市子ども・子育て・若者プランにおける取組◆ 

本計画とＳＤＧｓの17の目標（ゴール）のうち「目標１．貧困」「目標３．保健」「目標４．

教育」「目標５．ジェンダー」「目標８．経済成長と雇用」「目標16．平和」「目標17．実施手

段」が特に関係しています。「誰一人取り残さない」社会の実現を目指して、静岡市民と一体と

なって本計画を推進していきます。 

静岡市は世界標準のまちづくりを進めています。 

目標１． 貧困：子どもの貧困対策に取り組みます。 

 目標３． 保健：妊娠・出産や子育て等に係る医療保健体制の充実に取り組みます。 

目標４． 教育：すべての子どもに質の高い教育・保育を提供します。 

目標５． ジェンダー：子育てと仕事の両立や子育ての男女共同参画に取り組みます。 

目標８． 経済成長と雇用：若者の社会参加促進に取り組みます。 

目標16．平和：児童虐待の防止に取り組みます。 

目標17．実施手段：分野を問わず、あらゆる主体と一体となって取り組みます。 



第３章 計画の基本的な考え方 

60 

第２節 基本目標・施策目標 

 

基本目標１ すべての子ども・若者の成長を支援するまちの実現 

 【子ども・若者支援】 

 

 

 

すべての子どもが乳幼児期からの様々な体験や質の高い充実した教育・保育を受ける

中で、自立心や社会性等を身につけながら健やかに成長し、すすんで社会に参画する若

者となっていくことができるまちを目指します。 

 

施策目標１ 子どもの心身の健やかな育ちを支える環境づくり 

施策目標２ 知・徳・体のバランスのとれた子ども・若者をはぐくむ教育環境づくり 
施策目標３ 困難を抱えた子ども・若者を支える環境づくり 

施策目標４ 地域に愛着を持ち、すすんで行動する若者を創出する環境づくり 

 

基本目標２ 子育てに喜びや生きがいを感じることができるまちの実現 

 【子育て支援】 

 

 

 

結婚、妊娠・出産、子育てなど、乳幼児期から若者までの“切れ目のない支援”によ

り、保護者の子育てに対する負担、不安、孤立感をやわらげ、喜びと安心感をもって子

育てができ、子育てと仕事が両立できるまちを目指します。 

 

施策目標１ 喜びと安心感をもって生み育てることができる環境づくり 
施策目標２ 子育てと仕事の両立を支援する環境づくり 

 

基本目標３ 地域全体で子ども・子育て・若者を支援するまちの実現 

 【地域による支援】 

 

 

 

地域住民や子育て支援団体など様々な主体が、子ども・若者や子育て支援への関心と

理解を深め、つながりあって、地域全体で子ども、若者、子育て家庭を支え合うことが

できるまちを目指します。 

 

施策目標１ 地域全体で子ども・子育て・若者を支える環境づくり 
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【保護者】 

子育てについての 

第一義的な責任 

 

子どもに限りない愛情を注ぎ、 

自立心の育成や心身の調和の 

とれた発達を図るよう努める 

必要があります。 

【地域・市民】 

地域の人々のつながり 

の中で子ども・若者をはぐくむ 

 

市民一人ひとりが、子ども・ 

子育て・若者に対しての関心と理解 

を深め、つながりあって、見守り、 

支えていく必要があります。 

 

【企業・団体】 

若者の就労や 

労働者の子育て支援など 

次世代育成支援に努める 

 

安定した雇用やワーク・ライフ・ 

バランスの重要性を認識し、 

働きやすい環境を確立する 

必要があります。 

【行政】 

支援から育成に係る取組を 

一体的に推進します。 

 

市を含めた相互の連携・ 

協働やそのための仕組みづくり、 

活動の支援に努める 

必要があります。 

第３節 静岡市民の役割 

それぞれの主体の役割を明確にすることにより、相互に連携し、子ども、子育て家庭、若者

を支えていきます。 

 

 

 

 

連携 
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基本
理念

基本目標 施策目標・基本施策

子
ど
も
の
育
ち
を
市
民
が
一
体
と
な
っ

て
支
え
、

人
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
、

す
す
ん
で
社
会
に
参
画
す
る
若
者
を
は
ぐ
く
み
ま
す

１　すべての子ども・若者の
　　成長を支援する
　　まちの実現
　　【子ども・若者支援】

【施策目標１】
　子どもの心身の健やかな育ちを支える環境づくり
【基本施策】
（１）子どもの健やかな心身をはぐくむための支援
（２）子どもの健全育成促進と自立への支援

【施策目標２】
　知・徳・体のバランスのとれた子ども・若者をはぐくむ教育環境づくり
【基本施策】
（１）幼児期の質の高い教育・保育の充実
（２）学校における教育環境の充実
（３）家庭や地域における教育環境の充実

【施策目標３】
　困難を抱えた子ども・若者を支える環境づくり
【基本施策】
（１）虐待を受けている児童など配慮を必要とする子ども・若者とその家庭
　　　への支援
（２）発達の遅れや障がいのある子ども・若者とその家庭への支援
（３）いじめや不登校といった困難を抱える子ども・若者とその家庭への支援
（４）若年無業者やひきこもりの子ども・若者とその家庭への支援
（５）子ども・若者の非行防止と立ち直り支援の推進
（６）厳しい環境に置かれた子ども・若者とその家庭への支援
　　　（静岡市子どもの貧困対策推進計画）

【施策目標４】
　地域に愛着を持ち、すすんで行動する若者を創出する環境づくり
【基本施策】
（１）地域に根付いた子ども・若者の育成
（２）社会性をはぐくむための、多様な体験・交流活動の推進
（３）自発的なまちづくり活動の促進
（４）社会の一員として、自立した若者をはぐくむ取組の推進

２　子育てに喜びや
　　生きがいを感じることが
　　できるまちの実現
　　【子育て支援】

【施策目標１】
　喜びと安心感をもって生み育てることができる環境づくり
【基本施策】
（１）結婚、妊娠・出産、子育てに至る切れ目のない支援や医療保健体制
　　　の充実
（２）子育て家庭を笑顔にする支援サービスの充実
（３）ひとり親家庭への支援
　　　（静岡市ひとり親家庭等自立促進計画）

【施策目標２】
　子育てと仕事の両立を支援する環境づくり
【基本施策】
（１）多様なワークスタイルに対応するための支援
（２）ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組の推進
（３）男性の子育てへの参加促進

３　地域全体で
　　子ども・子育て・若者を
　　支援するまちの実現
　　【地域による支援】

【施策目標１】
　地域全体で子ども・子育て・若者を支える環境づくり
【基本施策】
（１）地域における子育て応援隊の活動促進
（２）地域における子ども・若者の健全育成活動の促進
（３）子ども・子育て家庭・若者の安全・安心な暮らしやすい地域の確保
（４）子ども・若者の生活の場におけるネットワークづくりの推進

第４節 施策の体系 
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第４章 施策の展開 
 

基本目標１ すべての子ども・若者の成長を支援するまちの実現 

【子ども・若者支援】 

施策目標１ 子どもの心身の健やかな育ちを支える環境づくり 

◆取組の方向性◆ 

本市は、子どもの心身の健やかな育ちを支える環境づくりを推進します。 

本計画のもと、子どもの育ちを支え、すすんで社会に参画する若者をはぐくむため、す

べての子どもに質の高い幼児期の教育・保育や放課後を過ごす場を提供できるよう、市民

のニーズを的確に把握し、引き続き保育所等の待機児童ゼロを達成しながら、放課後児童

クラブの待機児童解消や放課後子ども教室の充実に努めます。また、すべての子どもが乳

幼児期の早い段階から多様な体験や交流を行うことができるよう、活動の場や活動機会を

確保し、提供していきます。 

◆成果指標◆ 

成果指標 現状値 
令和８年度 

目標 

将来の夢や目標を持っていると答える児

童・生徒の割合 
  

自分にはよいところがあると思う児童・生

徒の割合（自己肯定感） 
  

放課後児童クラブと放課後子ども教室の一

体的実施の校数 
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基本施策１ 子どもの健やかな心身をはぐくむための支援 

◆前プランの事業評価と主な実績◆ 

・事業については概ね計画通り取組ができたものと評価されます。 

・認定こども園や保育園等の教育・保育事業の充実により、平成30年４月と平成31年４月の

２年連続で保育所等の待機児童ゼロを達成しました。 

・すべての市立保育園、幼稚園を認定こども園へ移行しました。 

・幼児期の教育・保育に係る保育料について、所得に応じた金額に設定し、低所得世帯等の負

担を軽減しました。また、令和元年10月１日より幼児教育・保育の無償化を開始しました。 

◆取組の方向性◆ 

就学前児童の健やかな心身をはぐくむためには、子どもが多くの時間を過ごす幼児期の

教育・保育の役割が大きくなっています。 

このため、引き続き市民のニーズに沿った教育・保育を充実させ、待機児童ゼロの継続

と質の向上に努めます。また、乳幼児期から様々な体験ができるよう、親子で参加できる

講座などの各種事業やイベントを提供していきます。 

◆重点事業◆ 

（事業例） ○認定こども園、幼稚園、保育所等における教育・保育 

・認定こども園等の整備 

・認定こども園等の運営 
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基本施策２ 子どもの健全育成促進と自立への支援 

◆前プランの事業評価と主な実績◆ 

・事業については概ね計画通り取組ができたものと評価されます。 

・市内79か所（179室）での児童クラブ運営を実施し、市内53か所（85室、2,755人分）

の児童クラブ整備を実施しました。 

・市内44校で放課後子ども教室を開設しました。そのうち28校では、放課後児童クラブと放

課後子ども教室の一体的な取組を実施しました。 

・地域における児童健全育成の拠点として、児童館を新たに１館整備し12館の運営を行いま

した。 

◆取組の方向性◆ 

子どもの健全育成と自立の促進のためには、子どもの成長に応じた様々な体験や活動の

場、地域の人々との交流の機会を提供していくことが重要です。 

このため、国の「新・放課後子ども総合プラン」に基づき、教育委員会と市長部局など

関係機関が連携し、放課後児童クラブや放課後子ども教室の充実といった放課後子ども対

策を推進するとともに、新たに児童館を整備します。また、様々な体験や交流が得られる

ような機会を地域と連携しながら提供していきます。 

◆重点事業◆ 

（事業例） ○放課後子ども対策 

・放課後児童クラブの運営 

・放課後子ども教室推進事業 

○児童館での体験・交流 
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施策目標２ 知・徳・体のバランスのとれた子ども・若者をはぐくむ 

教育環境づくり 

◆取組の方向性◆ 

本市は、知・徳・体のバランスのとれた子ども・若者をはぐくむ教育環境づくりを推進

します。 

まず幼児期では、引き続き保育所等の待機児童ゼロを達成しながら、市民ニーズに沿っ

た質の高い教育・保育を提供していきます。 

さらに学童期では、「第２期静岡市教育振興基本計画」に沿って、学校における教育の支

援や教育環境の整備を進めていきます。また、学校、家庭、地域が連携し、子どもが安心

して学ぶことのできる環境の整備や様々な体験活動を通して社会性を身に付ける機会を

提供していくことで、すすんで社会に参画する若者をはぐくんでいきます。 

◆成果指標◆ 

成果指標 現状値 
令和８年度 

目標 

市立園での研修実施回数   

私立こども園、保育所に参加を呼び掛けた

研修会等の回数 
  

幼児期の教育から小学校教育に円滑な接続

がされていると思う小学校１年のクラス担

任の割合 

  

学校に行くのが楽しいと思う児童・生徒の

割合 
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基本施策１ 幼児期の質の高い教育・保育の充実 

◆前プランの事業評価と主な実績◆ 

・事業については概ね計画通り取組ができたものと評価されます。 

・認定こども園への移行や新設、小規模保育事業等の新設等を行うことで、５年間で2,921人

の定員増となり、待機児童ゼロを達成しました。 

・質の高い教育・保育事業を提供するために、幼稚園教諭免許・保育士資格併有の促進や新た

に認定こども園、保育園等を設置する事業者に対して助言・指導を行いました。 

◆取組の方向性◆ 

乳幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎が培われる重要な時期であり、その発達を支

援するためには、適切かつ質の高い教育・保育を提供していくことが重要です。 

このため、引き続き保育所等の待機児童ゼロを達成するとともに、市民のニーズに沿っ

た質の高い教育・保育を提供していきます。また、幼稚園教諭免許と保育士資格の併有

100％を目指す等の人材育成支援や新規事業者への巡回支援などを通じて、質の高い保育

人材の確保に努めます。 

◆重点事業◆ 

（事業例） ○幼稚園教諭免許・保育士資格併有促進事業 

      ○新規参入施設等への巡回支援事業 

      ○認定こども園、幼稚園、保育所等における教育・保育 

・認定こども園等の整備 

・認定こども園等の運営 
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基本施策２ 学校における教育環境の充実 

◆前プランの事業評価と主な実績◆ 

・事業については概ね計画通り取組ができたものと評価されます。 

・全小中学校において実施している学校応援団推進事業では、市内12の拠点校に配置した地

域本部コーディネーターを中心に、保護者・地域住民等のボランティアによる学校支援活動

を推進し、学校と地域の連携による子どもたちの健やかな育成と、地域の教育力の向上を図

りました。 

・児童の学力向上を支援する学力アップサポート事業を平成30年度において市内の小学校15

校に対して行いました。 

・市内小・中学校（小学校86校、中学校43校）において、ＩＣＴ環境を活用した授業を実施

しました。 

・外国人及び帰国児童・生徒に対し、通級指導教室、訪問指導、適応指導を行いました。 

◆取組の方向性◆ 

これからの社会を生き抜く力を持った、「たくましくしなやかな子どもたち」をはぐく

むためには、学校教育が重要な役割を担っており、様々な視点からの教育支援や教育環境

の充実が必要です。 

このため、「第２期静岡市教育振興基本計画」に沿って、学力向上支援の充実やＩＣＴを

生かした教育、国際理解教育の推進など、学校や関係団体等と連携し、多種多様な教育支

援の充実や教育環境の整備を進めていきます。 

◆重点事業◆ 

（事業例） ○静岡市教育振興基本計画に基づく教育支援事業 

・学力アップサポート事業 

・日本語指導が必要な児童・生徒への支援 
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基本施策３ 家庭や地域における教育環境の充実 

◆前プランの事業評価と主な実績◆ 

・事業については概ね計画通り取組ができたものと評価されます。 

・遠距離通学に対する支援や奨学金の貸与等、必要に応じて就学に係る経済的な支援を行いま

した。 

・市内79か所（179室）での児童クラブ運営を実施し、市内44校で放課後子ども教室を開設

しました。 

・自然体験等のプログラムを実施する少年教室を平成30年度において12教室開催しました。 

・親子がスポーツを通じて交流できる親子参加型教室を平成30年度において728回開催しま

した。 

◆取組の方向性◆ 

子どもが安心して教育を受けられるようにするためには、学校、家庭、地域が連携して

いく必要があります。また、共働き家庭の増加などにより、子どもが安全・安心に放課後

を過ごす場が求められています。 

このため、国の「新・放課後子ども総合プラン」に基づき、すべての子どもが安全・安

心に放課後を過ごすことができるような場の提供に努めます。また、経済的な理由により

就学が困難とならないよう、費用補助等の支援を行うとともに、家庭や地域と連携して、

様々な体験活動の提供や心身の健康支援、社会性や郷土愛をはぐくむ事業を進めていきま

す。 

◆重点事業◆ 

（事業例） ○放課後子ども対策 

・放課後児童クラブの運営 

・放課後子ども教室推進事業 

○学校応援団推進事業 
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施策目標３ 困難を抱えた子ども・若者を支える環境づくり 

◆取組の方向性◆ 

本市は、困難を抱えた子ども・若者を支える環境づくりを推進します。 

子ども・若者が自らの置かれた状況にかかわらず、夢や希望をもって心身ともに健やか

に育つことができるよう、困難を抱えた子ども・若者を早期に発見し、適切な支援につな

いでいくため、より相談しやすい体制を強化していきます。また、必要な人に必要な支援

が届くよう、多種多様な事業・制度を充実させたうえで、情報発信を強化し、事業・制度

の周知を図るとともに、子ども・若者の非行・問題行動を防止するため正しい知識や情報

の発信に努めます。 

◆成果指標◆ 

成果指標 現状値 
令和８年度 

目標 

里親委託率 
  

児童養護施設・里親に措置している子ども

の高校等進学率 

  

体制不備による児童虐待重大事例の発生数 
  

いじめの解消率 
  

子ども・若者相談センターにおける不登校

改善率 

  

静岡市ひきこもり地域支援センターにおけ

るひきこもり改善率 

  

非行少年、ぐ犯少年の検挙・補導数（市内） 
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基本施策１ 虐待を受けている児童など配慮を必要とする子ども・若者と

その家庭への支援 

◆前プランの事業評価と主な実績◆ 

・事業については概ね計画通り取組ができたものと評価されます。 

・要保護児童対策地域協議会を運営し、情報交換や協議を行い、要保護児童等の早期発見や適

切な保護等を実施しました。 

・児童相談所や各区子育て支援課（家庭児童相談係）において、児童に関する様々な相談に対

して適切に対応しました。また、必要に応じて、一時保護所への入所措置等を行いました。 

・社会的養育を推進し里親への委託を進めた結果、平成30年度の里親委託率は48.5%となり

ました。 

◆取組の方向性◆ 

虐待を受けている児童など配慮を必要とする子ども・若者及び家庭を支援していくため

には、早期に発見し、状況に応じた適切な支援を行うことが重要です。また、子ども・若

者及び家庭の悩みや相談内容は多様化・複雑化しており、専門性が求められるものも多く

なってきています。 

このため、支援する職員の専門性の強化を行うとともに、関係機関と連携して、適切な

相談支援や自立支援を行います。また、静岡県社会的養育推進計画を踏まえた里親制度の

推進や児童入所施設における家庭的な養育環境の整備等、将来に向けた教育支援・自立支

援等を実施し、様々な角度から子ども・若者及び家庭を支援していきます。 

◆重点事業◆ 

（事業例） ○児童相談所の運営 

○里親委託と里親支援 

○要保護児童対策地域協議会の運営 
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基本施策２ 発達の遅れや障がいのある子ども・若者とその家庭への支援 

◆前プランの事業評価と主な実績◆ 

・事業については概ね計画通り取組ができたものと評価されます。 

・静岡市心身障害児福祉センター「いこいの家」を運営するとともに、新たに児童発達支援セ

ンターももを指定し、療育指導及び親への療育相談等の拡充を図りました。 

・児童発達支援事業と放課後等デイサービスは、利用者が年々増加しているなかで、適正にサー

ビスが提供されるよう、療育の支援体制を整備しました。 

・自立支援給付事業、移動支援事業、日常生活用具支給事業等、障がいのある人が自立した日

常生活や社会生活を営むことができるよう、福祉サービスの利用に係る給付や助成を行いま

した。 

・特別支援教育センターによる、訪問・相談支援や幼児言語指導を行いました。 

・発達の気になる段階から早期に、その後の支援につなげるため、発達早期支援体制の整備を

行いました。 

◆取組の方向性◆ 

発達の遅れや障がいのある子ども・若者とその家庭を支援していくためには、一人ひと

りのニーズに沿った乳幼児から成人に至るまでの一貫した支援体制を構築し、適切に支援

していくことが重要です。 

このため、多様化・専門化する相談に対応できる体制の整備を行うとともに、障がいの

ある子ども・若者の家庭の負担を軽減する福祉サービスの提供を行います。また、関係機

関や学校と連携しながら、発達の遅れや障がいのある子ども・若者が住み慣れた地域で自

分らしく豊かで充実した人生を過ごすことができるよう支援していきます。 

◆重点事業◆ 

    （事業例） ○児童発達支援事業 

○児童発達支援センターの運営 

○自立支援給付事業 
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基本施策３ いじめや不登校といった困難を抱える子ども・若者と

その家庭への支援 

◆前プランの事業評価と主な実績◆ 

・事業については概ね計画通り取組ができたものと評価されます。 

・スクールソーシャルワーカー12名を配置し、学校における専門的な相談支援機能等の強化

を行いました。 

・不登校児童への指導を行い、通級生の状態改善率を大きく上昇させることができました。 

◆取組の方向性◆ 

いじめや不登校といった学校等における困難や課題を抱える子ども・若者やその家庭を

支援していくためには、学校現場との連携を図りながら適切に対応していくことが求めら

れます。 

このため、児童生徒一人ひとりの特性を理解し、個に応じた適切な対応と、どの子も置

き去りにしないアウトリーチ型支援体制の構築に努め、いじめ等の事案に対しては、「い

じめ防止等のための基本方針」を踏まえた未然防止及び迅速な対応を図っていきます。 

◆重点事業◆ 

（事業例） ○子ども若者相談事業 

○適応指導教室の運営 

○スクールカウンセリング事業 
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基本施策４ 若年無業者やひきこもりの子ども・若者とその家庭への支援 

◆前プランの事業評価と主な実績◆ 

・事業については概ね計画通り取組ができたものと評価されます。 

・若年無業者をはじめとする若者への就労支援を行いました。 

・ひきこもりに特化した相談窓口の整備など支援の充実を図り、ひきこもりの早期回復を図り

ました。 

◆取組の方向性◆ 

若年無業者やひきこもりの子ども・若者とその家庭を支援していくためには、問題を早

期に発見し、適切な支援につなげ、伴走型の支援を図っていくことが重要です。 

このため、若年無業者やひきこもりに悩む若者が社会に参画することができるよう、支

援機関相互の連携や地域資源を活用した支援体制の構築を図るとともに、就業を希望する

若者への就労訓練や就労機会の創出に取り組みます。また、各段階における適切な対応の

実施により、問題の解決につなげていきます。 

◆重点事業◆ 

    （事業例） ○ひきこもり対策推進事業 
○若年者就労支援業務（ニート対策事業） 
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基本施策５ 子ども・若者の非行防止と立ち直り支援の推進 

◆前プランの事業評価と主な実績◆ 

・事業については概ね計画通り取組ができたものと評価されます。 

・電柱や街灯柱等の違法広告物の除去活動を行いました。 

・静岡市保護司会連絡協議会の支援を通じて、青少年問題の協議や健全育成支援を行いました。 

・市内全小・中学校において喫煙、飲酒、薬物の乱用防止に関する教室を開催しました。 

・警察等が連携し、児童・生徒、保護者を対象にＳＮＳ利用に関する説明会を実施しました。 

◆取組の方向性◆ 

子ども・若者の非行や問題行動を防止するためには、子ども・若者に対して悪影響とな

る要因を遠ざけるとともに、ＳＮＳをはじめとするインターネットに関する正しい知識を

身に着けることが重要です。 

このため、飲酒・喫煙・薬物乱用の防止やインターネット等に関する知識の啓発に努め、

非行の芽の早期発見や問題行動の防止に取り組みます。また、非行に走る子ども・若者に

対し、更生に向け、社会とのつながりを構築できるような立ち直り支援に努めます。 

◆重点事業◆ 

（事業例） ○青少年育成センターの運営 

○薬物乱用防止教室（薬学講座） 
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基本施策６ 厳しい環境に置かれた子ども・若者とその家庭への支援 

（静岡市子どもの貧困対策推進計画） 

◆前プランの事業評価と主な実績◆ 

・事業については概ね計画通り取組ができたものと評価されます。 

・スクールソーシャルワーカー12名を配置し、学校における専門的な相談支援機能等の強化

を行いました。 

・ひとり親家庭や生活困窮世帯を支援するために、支援箇所の増加や育英奨学金貸付事業の予

約採用制度の実施等を行いました。 

・子どもの貧困の現状を把握するため、「子どもの生活実態調査」を実施し、計画の見直しを行

いました。 

◆取組の方向性◆ 

厳しい環境に置かれた子ども・若者とその家庭を支援していくためには、早期に発見し、

適切な支援につなげ、必要な支援をとどけること、「きづき・つなげ・とどける」が重要で

す。 

このため、「基本的な考え方」に基づき、子どもの貧困対策に関する国の大綱に合わせ

「教育の支援」「生活の支援」「保護者の就労の支援」「経済的支援」の４つの体系に沿っ

て、子どもの貧困対策を推進していきます。 

◆重点事業◆ 

（事業例） ○生活困窮世帯の子どもの学習意欲を向上させるための支援 

（生活困窮世帯の子どもの学習を支援するための親への支援） 

○幼児期の教育・保育の負担の軽減 

○子ども食堂交流事業 

 

 

 

 

 

 

※静岡市子どもの貧困対策推進計画の詳細については、第５章に記載します。 
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施策目標４ 地域に愛着を持ち、すすんで行動する若者を創出する 

環境づくり 

◆取組の方向性◆ 

本市は、地域に愛着を持ち、すすんで行動する若者を創出する環境づくりを推進します。 

自ら考え、行動し、社会を担う子ども・若者を育成するために、地域において安心して

活動できる場を整備するとともに、道徳教育の充実や様々な体験機会を提供し、子ども・

若者の健全育成に取り組みます。また、地域で子ども・若者を支える環境を充実させるこ

とで、社会と交流を深めることのできる機会の創出を図り、子ども・若者の主体的な活動

を支援し、活動を支える人材を養成します。 

◆成果指標◆ 

成果指標 現状値 
令和８年度 

目標 

自分が誰かの役に立っていると思う子ど

も・若者の割合（自己有用感） 
  

静岡市が好きな児童・生徒の割合   

住んでいる地域の行事に参加している児

童・生徒の割合（行事参加の有無） 
  

ボランティア活動への参加意欲のある生徒

の割合（中高） 
  

将来の夢や目標を持っていると答える児

童・生徒の割合 
  

自分にはよいところがあると思う児童・生

徒の割合（自己肯定感） 
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基本施策１ 地域に根付いた子ども・若者の育成 

◆前プランの事業評価と主な実績◆ 

・事業については概ね計画通り取組ができたものと評価されます。 

・成人の日行事を開催し、平成30年度において3,253人の新成人に成人としての自覚を促し

たり、郷土愛の醸成をしました。 

・しずまえ漁業見学ツアーを実施し、静岡市の前浜「しずまえ」で獲れる魚や実際の漁を行っ

ている風景を見学してもらいました。 

◆取組の方向性◆ 

地域に愛着を持った子ども・若者を育成するためには、地域の自然や文化、歴史等に触

れる体験が重要です。 

このため、体験や学習の機会を充実させ、地域に愛着を持ち、地域の担い手となる人材

を養成します。 

◆重点事業◆ 

（事業例） ○成人の日事業 

○しずまえ漁業見学ツアー実施事業 

○牛妻地区かわまちづくり事業 
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基本施策２ 社会性をはぐくむための、多様な体験・交流活動の推進 

◆前プランの事業評価と主な実績◆ 

・事業については概ね計画通り取組ができたものと評価されます。 

・道徳（人権）教育担当者会を年間２回実施し、学校教育全体で取り組む道徳教育の推進・人

権意識の向上について教職員の理解をさらに深めました。 

・ベトナム人留学生をはじめとする国際的な交流を実施しました。 

・市民活動に関する情報について、広く市民に提供していく市民活動支援システム「ここから

ネット」を公開し、運用を開始しました。」 

・ボーイスカウトやガールスカウト、子ども会等の少年団体へ補助金を交付する等の活動支援

を行いました。 

◆取組の方向性◆ 

子ども・若者が、「自分は誰かの役に立っている」と思うことができる自己有用感を高め

るためには、多様な体験や交流活動を行うことが重要です。 

このため、命の大切さを知り、思いやりを学ぶ道徳教育や、グローバルな視点をはぐく

む国際交流、コミュニケーション能力を高めるための異世代間交流など、様々な体験や交

流の機会の創出を図っていきます。 

◆重点事業◆ 

（事業例） ○青少年国際親善交流事業 

○JFAこころのプロジェクト「夢の教室」 

○人権教育研修会 
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基本施策３ 自発的なまちづくり活動の促進 

◆前プランの事業評価と主な実績◆ 

・事業については概ね計画通り取組ができたものと評価されます。 

・市内小中高校に地域防災訓練への参加を促し、小学生12,147人、中学生12,861人、高校

生6,824人が参加しました。 

・学生スクールボランティアを募集し、延べ112名の学生ボランティアが児童生徒の支援を行

いました。 

・市民活動に関する情報について、広く市民に提供していく市民活動支援システム「ここから

ネット」を公開し、運用を開始しました。 

◆取組の方向性◆ 

子ども・若者の自発的なまちづくり活動を促進するためには、様々な課題を自分ごとと

して捉え、主体的に取り組んでいく機会をより多く創出し、将来のまちづくりを担う人材

としての力をはぐくんでいくことが重要です。 

このため、子ども・若者が、地域や社会の人たちと接しながら、地域や社会の課題を発

見し、その解決に向けて創意工夫して取り組んでいく機会の創出や活動の支援を進めてい

きます。 

◆重点事業◆ 

（事業例） ○静岡シチズンカレッジ こ・こ・に（高校生まちづくりスクール） 
○「市民活動支援システム」活用推進事業 

○地域防災訓練への参加促進 

○成人の日事業（実行委員会） 
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基本施策４ 社会の一員として、自立した若者をはぐくむ取組の推進 

◆前プランの事業評価と主な実績◆ 

・本施策は、前プランには体系化されていない、新たな基本施策です。 

◆取組の方向性◆ 

子ども・若者が、将来、自立し、自らが思い描くライフプランを実現していくには、必

要となる能力や社会性を育てる取組を推進していくことが大切です。 

このため、子ども・若者が将来に夢や希望を抱けるキャリア教育や就職支援等、社会的・

職業的自立に向けた取組を充実させていきます。 

◆重点事業◆ 

（事業例） ○大学等・企業担当者情報交換会 

○高校生企業ガイダンス 

○高校生向けキャリア形成支援事業 
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基本目標２ 子育てに喜びや生きがいを感じることが 

できるまちの実現【子育て支援】 

施策目標１ 喜びと安心感をもって生み育てることができる環境づくり 

◆取組の方向性◆ 

本市は、喜びと安心感をもって生み育てることができる環境づくりを推進します。 

本市で安心して子どもを生み育てることができるよう、結婚、妊娠・出産、子育てに係

る経済的な支援や医療面でのサポートなどを切れ目なく行います。また、事業・制度に関

する情報発信を強化していくとともに、身近なところで気軽に相談できる体制を充実さ

せ、より相談しやすい体制を強化します。さらに、孤立し、生活困難に陥りやすいひとり

親家庭の子育てと就労の両立支援や経済支援等を推進します。 

◆成果指標◆ 

成果指標 現状値 
令和８年度 

目標 

今後もこの地域（静岡市）で子育てをしてい

きたいと思う市民の割合 
  

妊婦健康診査受診率（初回受診率）   

乳児健康診査受診率（10か月児）   

子育て支援事業32事業のうち認知度が

50%以上である事業の割合 
  

子育て支援センターの満足度   

ひとり親家庭（児童扶養手当受給世帯）の子

どもの高校等進学率 
  

ひとり親家庭（児童扶養手当受給世帯）の親

の正規就業率 
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基本施策１ 結婚、妊娠・出産、子育てに至る切れ目のない支援や 

医療保健体制の充実 

◆前プランの事業評価と主な実績◆ 

・事業については概ね計画通り取組ができたものと評価されます。 

・出会いのイベントを毎年度開催し、同イベントでのカップル率が3割を超えています。 

・子ども医療費の受給者証取得率が98.0%となりました。 

・不妊治療費助成事業は、助成内容の拡充が図られ、平成27年度より男性不妊治療の助成を、

また平成28年度より不育症治療の助成を開始しました。 

・産後ケア事業については、平成27年度より日帰り型と訪問型を開始し、平成30年度より、

日帰り型（相談タイプ）と訪問型に限り、子どもが長期入院等の場合は母のみの利用もでき

るようになりました。 

・母親に休息・相談・交流の場を一体的に提供するママケアデイサービス事業や、産婦の心身

の健康の維持を図る産婦健康診査事業を実施しました。 

◆取組の方向性◆ 

安心して結婚、妊娠・出産、子育てができるようにするためには、それぞれに対応した

支援を切れ目なく行うことが重要です。 

このため、若者の結婚について、出会いの場の提供から成婚へ向けたフォローの実施な

ど継続的な支援に取り組んでいきます。また、本市において、安心して子どもを生み育て

ることができるよう、経済的な支援や相談・訪問支援、健康診査等の充実に努めます。 

◆重点事業◆ 

（事業例） ○しずおかエンジェルプロジェクト推進事業 

○不妊治療費助成事業 

○産後ケア事業 

○ママケアデイサービス事業 
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基本施策２ 子育て家庭を笑顔にする支援サービスの充実 

◆前プランの事業評価と主な実績◆ 

・事業については概ね計画通り取組ができたものと評価されます。 

・静岡市子育て応援総合サイト「ちゃむ」については、SNS等を活用し、認知度の向上を図り

ましたが、目標のアクセス件数には届きませんでした。 

・子育て支援情報を掲載した「しずおかし子育てハンドブック」については、リニューアルを

行い、20,000部を作成し配布しました。 

・子ども未来サポーターを市内12か所、保育コーディネーターを市内３か所に配置しました。 

・子育て支援センター21か所（中央子育て支援センター2か所、地域子育て支援センター19

か所）を運営し、年間利用者数は約22万人となっています。 

◆取組の方向性◆ 

安心して子育てをするためには、子育て・親支援のサービスが必要不可欠です。事業・

制度そのものを充実させることだけでなく、事業・制度に関する情報を利用者が容易に把

握できること、また、気軽に相談できる場所が身近にあることが必要です。 

このため、多様化する様々な子育てニーズに対応できるよう各種サービスの充実に努め

るとともに、より相談しやすい体制の強化を図ります。また、親しみやすいキャッチフレー

ズを用いて子育てしやすいまちをより多くの市民に実感してもらえるよう、紙面、ウェブ

ページ、ＳＮＳなどの媒体を組み合わせて一人ひとりに届くように情報発信を行います。 

◆重点事業◆ 

（事業例） ○静岡市子育て応援総合サイト「ちゃむ」の運営 

○子育て支援センターの運営 

○子ども未来サポーター・保育コーディネーター 
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基本施策３ ひとり親家庭への支援 

（静岡市ひとり親家庭等自立促進計画） 

◆前プランの事業評価と主な実績◆ 

・事業については概ね計画通り取組ができたものと評価されます。 

・ひとり親家庭や生活困窮世帯の子どもを対象とした学習支援を10か所、生活支援を３か所

で実施し、登録者数及び延べ参加者数が増加しました。 

・ひとり親家庭に対し、資格取得のための給付金の支給や就業支援専門員による支援を実施し

ました。 

◆取組の方向性◆ 

ひとり親家庭を支援していくためには、一人で子育てをしながら家計を担わなければな

らないことや、就労していても非正規雇用が多いことなどといった厳しい生活状況を改善

する取組をしていく必要があります。 

このため、子育てに係る利用者負担の軽減や手当などの経済的な支援だけでなく、正規

雇用への転職につながる資格取得支援などの就労支援や、養育費の確保の支援に取り組み

ます。 

◆重点事業◆ 

（事業例） ○ひとり親就業支援専門員による支援 

○ひとり親家庭及び生活困窮世帯の子どもへの学習支援事業 

○母子家庭等自立支援給付金事業 
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施策目標２ 子育てと仕事の両立を支援する環境づくり 

◆取組の方向性◆ 

本市は、子育てと仕事の両立を支援する環境づくりを推進します。 

市民ニーズの把握に努め、保育所等の待機児童ゼロを継続するとともに、放課後児童ク

ラブの待機児童ゼロの実現、病児・病後児保育や一時預かりの充実など、働きながら子育

てができる環境を充実させます。また、母親と父親の両方が子育てに参画できるよう、ワー

ク・ライフ・バランスや男女共同参画について、企業や市民向けに取組の啓発を行うとと

もに、男性の子育て参加について、当事者の意識改革や周囲の理解促進に取り組みます。 

◆成果指標◆ 

成果指標 現状値 
令和８年度 

目標 

保育所等の待機児童数（年度当初・年間）   

放課後児童クラブの待機児童数   

両親で子育てを行っていると答えた市民の

割合（※） 
  

 ※同調査において配偶者がいると回答した世帯を対象とする。 
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基本施策１ 多様なワークスタイルに対応するための支援 

◆前プランの事業評価と主な実績◆ 

・事業については概ね計画通り取組ができたものと評価されます。 

・平成30年４月と平成31年４月の２年連続で保育所等の待機児童ゼロを達成しました。 

・放課後児童クラブの待機児童は減少していますが、令和元年５月１日現在で、86名の待機

児童が発生しています。 

・延長保育や一時預かり、病児・病後児保育等、多様なワークスタイルに対応する事業を実施

しました。 

・認定こども園、保育園等の児童のさらなる受け入れ拡充に向け、保育士確保対策事業を実施

しました。 

◆取組の方向性◆ 

多様なワークスタイルに対応し、子育てと仕事の両立を支援するためには、認定こども

園や保育園等の教育・保育事業をはじめ、一時預かりや病児・病後児保育、緊急サポート

センター事業、放課後児童クラブ等の様々な事業を充実させていくことが必要です。 

このため、保育所等の待機児童ゼロを維持しながら、放課後児童クラブについても待機

児童ゼロを目指します。また、病児・病後児保育や緊急サポートセンター等の各種事業の

提供体制を確保し、必要な市民に必要なサービスが届くように情報発信に努めます。 

◆重点事業◆ 

（事業例） ○認定こども園、幼稚園、保育所等における教育・保育 

・認定こども園等の整備 

・認定こども園等の運営 

○延長保育事業 

○一時預かり事業 

○病児・病後児保育事業 
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基本施策２ ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組の推進 

◆前プランの事業評価と主な実績◆ 

・事業については概ね計画通り取組ができたものと評価されます。 

・男女共同参画に関する情報誌「パ・ザ・パ」を年２回発行しました。 

・静岡市多様な人材の活躍応援事業所表彰企業の取組内容を好事例としてホームページを通じ

て発信しました。 

◆取組の方向性◆ 

子育てと仕事を両立させていくためには、子育て支援サービスに加えて、ワーク・ライ

フ・バランスの考え方が企業にも浸透し、企業による子育てへの理解が十分であることが

必要です。 

このため、企業における働き方の見直しなど、引き続き各企業が、ワーク・ライフ・バ

ランスの実現に向けた取組を促進していくよう、ワーク・ライフ・バランスや男女共同参

画の意義、考え方、実践方法等について情報発信するとともに、企業や市民の理解が深ま

るように啓発活動を行っていきます。 

◆重点事業◆ 

（事業例） ○多様な人材の活躍応援事業所表彰事業 

○ワーク・ライフ・バランス啓発キャンペーン 

○情報誌「パ・ザ・パ」の発行 
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基本施策３ 男性の子育てへの参加促進 

◆前プランの事業評価と主な実績◆ 

・事業については概ね計画通り取組ができたものと評価されます。 

・静岡市版パパのためのリーフレットを作成し、認定こども園・幼稚園等を通じて市民向けに

配布しました。 

◆取組の方向性◆ 

男性の子育てへの参加を促進していくためには、当事者の意識改革と企業や職場の上

司・同僚等といった周囲の理解が必要です。 

このため、男性の子育てへの関わりについて一層の理解と参加を促進するよう、父親同

士の交流や各種講座を実施するとともに、子育ての男女共同参画に関する情報を発信し、

子育てに関する意識の改革と周囲の理解促進を図ります。 

◆重点事業◆ 

（事業例） ○「父親のワーク・ライフ・バランス」（父親向けハンドブック）の配布 

○女性会館事業「男性の育児参加」に関する事業の実施 
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基本目標３ 地域全体で子ども・子育て・若者を支援するまち

の実現【地域による支援】 

施策目標１ 地域全体で子ども・子育て・若者を支える環境づくり 

◆取組の方向性◆ 

本市は、地域全体で子ども・子育て・若者を支える環境づくりを推進します。 

保護者、地域の方々、企業、子育て支援団体などと連携し合い、市民がつながりあって、

子ども・若者を支え、育てていくことができるよう、地域における活動の場づくりや支え

合う環境の充実に取り組みます。また、子ども・若者が、安全・安心に暮らしていくなか

で、世代を超えた交流や様々な体験ができる地域社会の実現に取り組みます。 

◆成果指標◆ 

成果指標 現状値 
令和８年度 

目標 

ファミリー・サポート・センター事業の会員

数（援助を行う会員） 
  

静岡市子育て支援団体連絡会に加入してい

る支援団体の数 
  

地域に気軽に相談できる人・場所があると

答える人の割合【就学前児童・就学児童】 
  

困った時の相談機関を知っている児童・生

徒（小中高）の割合 
  

地域の健全育成団体の役員・委員数   

ひきこもりサポーターの養成者数   
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基本施策１ 地域における子育て応援隊の活動促進 

◆前プランの事業評価と主な実績◆ 

・事業については概ね計画通り取組ができたものと評価されます。 

・静岡市子育て支援団体連絡会を運営し、会員同士の情報交換や相互連携を図りました。また、

会員は個人、サークル、NPO法人、企業等様々な主体が参加し、会員数は年々増加していま

す。 

・子育てサポーター養成講座や子育てサポーター研修会を開催し、子育てサポーターを養成し

ました。また、ファミリー・サポート・センターのまかせて会員を育成するための講習会を

実施し、1,000人を超える会員数を確保しました。 

◆取組の方向性◆ 

子育ての孤立感、負担感や不安を解消し、安心して子育てができるようにするためには、

地域で子育て家庭を見守り、支えていく体制を構築することが必要です。 

このため、民生委員・児童委員や自治会・町内会等の地域の方々、企業、子育て支援団

体等との連携をさらに強化するとともに、地域の子育て支援を担う人材の確保及び育成に

努めます。また、地域で子育てを支え合う仕組みであるファミリー・サポート・センター

の推進等、地域が主体となった支援体制の充実を図ります。 

◆重点事業◆ 

（事業例） ○ファミリー・サポート・センター事業 

○静岡市子育て支援団体連絡会の運営 

○子育てサポーターの育成 
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基本施策２ 地域における子ども・若者の健全育成活動の促進 

◆前プランの事業評価と主な実績◆ 

・事業については概ね計画通り取組ができたものと評価されます。 

・無人館・山間地を除く32館全ての生涯学習施設で、世代間交流事業等を実施しました。 

・市内全ての地区で健全育成大会等を開催し、地域ぐるみの青少年健全育成活動の意識を高め

ました。 

◆取組の方向性◆ 

子ども・若者が健やかに成長していくためには、地域への関心や地域との交流を深めら

れるよう、地域がつながりあって子ども・若者の健全育成に取り組んでいく必要がありま

す。 

このため、子ども・若者の放課後等の居場所づくりや地域における活動の場づくりに取

り組みます。また、地域において世代を問わずに交流できる機会や多様な体験活動ができ

る機会を得られるように支援していきます。 

◆重点事業◆ 

（事業例） ○青少年・乳児ふれあい促進事業 

○放課後子ども対策 

・放課後児童クラブの運営 

・放課後子ども教室推進事業 
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基本施策３ 子ども・子育て家庭・若者の安全・安心な暮らしやすい 

地域の確保 

◆前プランの事業評価と主な実績◆ 

・事業については概ね計画通り取組ができたものと評価されます。 

・市内の小学生が交通安全について主体的に取り組めるよう、市内の小学６年生全員にリー

ダーワッペン、手帳を配付しました。 

・青少年健全育成会等が実施するインターネット等安全・安心利用研修に対する支援を11団

体に対して実施しました。 

・特定優良賃貸住宅子育て支援制度や子育て世帯優先宅地分譲事業等、子育て世帯への住居に

関する支援を行いました。 

・全小・中・高校において、学校施設及び設備の安全点検を実施し、通学路の交通安全要対策

箇所において、路側帯のカラー化等の安全対策を実施しました。 

◆取組の方向性◆ 

子どもが巻き込まれる事件・事故やＳＮＳでのトラブルなどから子ども・若者を守るた

めには、地域の様々な主体がつながりあって、安全・安心な暮らしやすい地域の確保に取

り組むことが必要です。 

このため、子どもが安全・安心に過ごせる場所を提供するほか、地域と協力した防犯活

動や安全対策を実施します。また、子育て世帯の生活環境向上のため、子育て世帯を対象

とした住宅支援に取り組みます。 

◆重点事業◆ 

（事業例） ○地域防犯活動支援事業 

○インターネット等安全・安心利用研修事業 

○情報倫理教育の推進 
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基本施策４ 子ども・若者の生活の場におけるネットワークづくりの推進 

◆前プランの事業評価と主な実績◆ 

・事業については概ね計画通り取組ができたものと評価されます。 

・子ども・若者の悩みに関する面談相談や電話相談窓口を設置し、多様な相談に対応しました。 

・小学校69校、中学校37校、高等学校２校にスクールカウンセラー、中学校36校に教育相談

員を配置し、学校における相談支援事業を行いました。 

・若年無業者、ひきこもり、不登校など社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者

を支援する子ども・若者支援地域協議会を設置し、代表者会議を年１回、実務者会議を年４

回実施しました。 

・市内全小中学校129校で、ボランティアによる地域社会の協力のもと、学校を応援する学校

応援団推進事業を実施しました。 

・こども園、小学校、生涯学習施設等において、保護者が家庭教育に必要な現代的課題等を学

ぶ家庭教育学級を40学級開設しました。 

◆取組の方向性◆ 

子ども・若者の抱える課題は、多様化しており、それに対応していくためには、家庭だ

けでなく学校・地域・職場が連携して子ども・若者の育成に取り組むことが重要です。 

このため、家庭への支援や学校教育において、地域の人材を活用するとともに、その人

材の育成を図り、市民がつながりあって、子ども・若者を育成する環境の整備を推進しま

す。 

◆重点事業◆ 

（事業例） ○子ども・若者支援地域協議会の運営 

○青少年健全育成団体の活動への支援 

○子ども若者相談事業 
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成果指標 

基本目標 
施策 

目標 
成果指標 現状値 

令和８年度 

目標 

基本目標１ 

すべての子ども・

若者の成長を支

援するまちの実

現 

【子ども・若者支

援】 

施策目標１ 

子どもの心身の健

やかな育ちを支え

る環境づくり 

将来の夢や目標を持っていると

答える児童・生徒の割合 
  

自分にはよいところがあると思

う児童・生徒の割合（自己肯定

感） 

  

放課後児童クラブと放課後子ど

も教室の一体的実施の校数 
  

施策目標２ 

知・徳・体のバラン

スのとれた子ども・

若者をはぐくむ教

育環境づくり 

市立園での研修実施回数   

私立こども園、保育所に参加を呼

び掛けた研修会等の回数 
  

幼児期の教育から小学校教育に

円滑な接続がされていると思う

小学校１年のクラス担任の割合 

  

学校に行くのが楽しいと思う児

童・生徒の割合 
  

施策目標３ 

困難を抱えた子ど

も・若者を支える環

境づくり 

里親委託率   

児童養護施設・里親に措置してい

る子どもの高校等進学率 
  

体制不備による児童虐待重大事

例の発生数 
  

いじめの解消率   

子ども・若者相談センターにおけ

る不登校改善率 
  

静岡市ひきこもり地域支援セン

ターにおけるひきこもり改善率 
  

非行少年、ぐ犯少年の検挙・補導

数（市内） 
  

施策目標４ 

地域に愛着を持ち、

すすんで行動する

若者を創出する環

境づくり 

自分が誰かの役に立っていると

思う子ども・若者の割合（自己有

用感） 

  

静岡市が好きな児童・生徒の割合   

住んでいる地域の行事に参加し

ている児童・生徒の割合（行事参

加の有無） 

  

ボランティア活動への参加意欲

のある生徒の割合（中高） 
  

将来の夢や目標を持っていると

答える児童・生徒の割合 
  

自分にはよいところがあると思

う児童・生徒の割合（自己肯定

感） 
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基本目標 
施策 

目標 
成果指標 現状値 

令和８年度 

目標 

基本目標２ 

子育てに喜びや

生きがいを感じ

ることができる 

まちの実現 

【子育て支援】 

施策目標１ 

喜 び と 安 心 感 を

もって生み育てる

ことができる環境

づくり 

今後もこの地域（静岡市）で子育

てをしていきたいと思う市民の

割合 

  

妊婦健康診査受診率（初回受診

率） 
  

乳児健康診査受診率（10か月児）   

子育て支援事業32事業のうち認

知度が50%以上である事業の割

合 

  

子育て支援センターの満足度   

ひとり親家庭（児童扶養手当受給

世帯）の子どもの高校等進学率 
  

ひとり親家庭（児童扶養手当受給

世帯）の親の正規就業率 
  

施策目標２ 

子育てと仕事の両

立を支援する環境

づくり 

保育所等の待機児童数（年度当

初・年間） 
  

放課後児童クラブの待機児童数   

両親で子育てを行っていると答

えた市民の割合（※） 
  

基本目標３ 

地域全体で子ど

も・子育て・若者

を支援するまち

の実現 

【地域による支

援】 

施策目標１ 

地域全体で子ども・

子育て・若者を支え

る環境づくり 

ファミリー・サポート・センター

事業の会員数（援助を行う会員） 
  

静岡市子育て支援団体連絡会に

加入している支援団体の数 
  

地域に気軽に相談できる人・場所

があると答える人の割合 

【就学前児童・就学児童】 

  

困った時の相談機関を知ってい

る児童・生徒（小中高）の割合 
  

地域の健全育成団体の役員・委員

数 
  

ひきこもりサポーターの養成者

数 
  

  ※同調査において配偶者がいると回答した世帯を対象とする。 
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第５章 静岡市子どもの貧困対策推進計画 
 

第１節 調査結果から見えた課題・前プランの検証 

１  調査結果から見えた課題 

平成29年度に実施した子どもの生活実態調査の結果から、本市の子どもの貧困対策として

困難を抱える子ども・親の世帯に関する課題は、大きく次の８つにまとめられます。なお、そ

れぞれの課題は、相互に関連することが多くみられます。 

 

（１）学びに関すること 

学校の授業以外での勉強時間や保護者に勉強を教えてもらうことなどといった家庭学習

の機会が少なく、また、学校の授業の理解度が低い傾向にあります。 
 

（２）進学・就学に関すること 

子どもがどこまで進学したいかの希望や、保護者が子どもにどこまで進学してほしいか

という期待が、世帯の所得状況によって差がみられます。また、経済的な理由により、

希望の進学を諦めたり、中退につながるリスクがあります。 
 

（３）体験・経験や居場所に関すること 

多くの中高生が、自宅や学校以外で落ち着いて過ごせる居場所があるとよいと感じてい

ます。一方で、学習塾等の習い事やスポーツなど、学び・体験の機会に参加・利用する

ことが少ない傾向にあります。 
 

（４）生活習慣に関すること 

親子の生活リズムの違いなどにより、子どもと保護者との関わりが少ない傾向にありま

す。また、家庭での食事をはじめとする衣食住など基本的な生活習慣が定着していない

ことがあります。 
 

（５）就労に関すること 

保護者が複数の仕事を掛け持ちしていたり、早朝深夜などの不規則な勤務となっている

可能性があります。 
 

（６）経済状況に関すること 

学校に係る経費の支払いに困った（る）ことが多い傾向にあります。また、必要とする

食料、衣料を買えなかった経験、光熱水費などの支払いができなかった経験など生活へ

の影響が考えられます。 
 

（７）ひとり親家庭に関すること 

ひとり親家庭は、子育て、家事、家計のやりくりなどすべてを一人で行うことが多く、

特に困難を抱えやすい状況にあります。そのため、必要な支払いに苦慮するなど経済的

なリスクを抱える可能性が高い状況にあります。 
 

（８）支援制度に関すること 

相談相手を必要としていたり、様々な支援制度について、「制度を知らない」「わかりづ

らい」「手続きが面倒」などの理由で支援につながっていない家庭があります。また、関

係機関同士の連携がうまくいっていないと感じる支援者がいます。  
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２ 静岡市子どもの貧困対策推進計画（平成29年度見直し）の目標達成状況 

 

（１）目標に対する達成状況 

前計画（平成29年度見直し）に登載されている事業は、56事業でした。これらの事業につ

いて、目標達成状況を評価した結果、計画目標に対して８割以上を達成している事業は全体の

93.6％（対象外の事業を除く。）となっており、おおむね計画どおり実施されたと評価しまし

た。（下表参照） 

 

＜静岡市子どもの貧困対策推進計画（平成29年度見直し）目標達成状況（平成31年3月31日

時点）＞ 

（単位：件） 

取組の方向性 事業数 
目標に対する達成状況 ※ 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 対象外 

１ 教育の支援 20 15 1 0 0 ４ 

２ 生活の支援 22 17 1 1 0 3 

３ 保護者の就労の支援 6 4 0 0 0 2 

４ 経済的支援 ８ ８ 0 0 0 ０ 

合計 56 44 2 1 0 9 

全体に占める割合 
100.0％ 

(100.0%) 

78.6％ 

(93.6%) 

3.6％ 

(4.3%) 

1.8％ 

(2.1%) 

0.0％ 

(0.0%) 

16.1％ 

(－) 

※各事業の「令和元年度末目標値」に対する「平成30年度末の達成状況」により、次に示すＡ～Ｄの達成基準に基づき評価し

たもの。 

Ａ：計画目標に対し、現時点で８割以上達成している。 

Ｂ：計画目標に対し、現時点で５割以上８割未満達成している。 

Ｃ：計画目標に対し、現時点で２割以上５割未満達成している。 

Ｄ：計画目標に対し、現時点で２割未満達成している。 

対象外：目標値を定めないもの、すでに終了した事業、令和元年度新規事業、平成30年度実績なし等 

※( )内は分母に対象外事業を含めず算定したもの。 
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（2）重点取組の目標に対する達成状況 

前計画（平成29年度見直し）に登載されている重点取組の事業は、25事業でした。これら

の事業について、目標達成状況を評価した結果、計画目標に対して８割以上を達成している事

業は全体の94.4％（対象外の事業を除く。）となっており、おおむね計画どおり実施されたと

評価しました。（下表参照） 

 

＜静岡市子どもの貧困対策推進計画（平成29年度見直し）重点取組目標達成状況（平成31年

3月31日時点）＞ 

（単位：件） 

重点取組 事業数 
目標に対する達成状況 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 対象外 

重

点

Ⅰ 

子どもの状況に応じた多様な学

び・体験の支援と、家庭・学校だ

けでない第３の居場所づくり 

9 7 1 0 0 1 

重

点

Ⅱ 

安定した家庭生活の下支えとな

る経済的支援 
６ ６ 0 0 0 0 

重

点

Ⅲ 

困難を抱える子ども・家庭に、切

れ目のない支援を行き渡らせる

ための支援体制の充実と周知の

工夫 

10 4 0 0 0 ６ 

合計 25 17 1 0 0 ７ 

全体に占める割合 
100.0％ 

(100.0%) 

68.0％ 

(94.4%) 

4.0％ 

(5.6%) 

0.0％ 

(0.0%) 

0.0％ 

(0.0%) 

28.0％ 

(－) 
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（３）成果指標に対する達成状況 

前計画（平成29年度見直し）に登載されている重点取組に関する成果指標は7指標（11項

目）でした。直近の状況では、目標を達成している項目は全体の45.5％にとどまっています。

（下表参照） 

目標を達成していない指標のうち、ひとり親家庭の子どもの高校等進学率、奨学金の新規貸

与件数は、計画策定時の数値（ひとり親家庭の子どもの高校等進学率：97.4%、奨学金の新規

貸与件数：52件）を上回り、概ね目標に近い数値となっています。 

また、放課後児童クラブの利用者数、放課後子ども教室の実施校数は、令和元年度中の整備

により、計画策定時の数値（放課後児童クラブ：4,025人、放課後子ども教室：25校）を大

幅に上回る見込みとなっており、放課後児童クラブは令和２年度に待機児童を解消し、放課後

子ども教室は76校で実施する予定です。 

一方で、ひとり親家庭の事業の認知度について、就学援助とスクールソーシャルワーカーを

知らなかったと答えた方が増加しました。調査結果から見えた課題の（８）支援制度に関する

ことについて、制度の周知を図る必要があると考えられます。 

 

＜静岡市子どもの貧困対策推進計画（平成29年度見直し）成果指標達成状況＞ 

 

成果指標 
令和元年度 

目標 

令和元年度 

実績 

① 子ども若者相談センターにおける相談者の改

善率 
70.0%以上 

70.5% 

平成30年度末 

② ひとり親家庭（児童扶養手当受給世帯）の子ど

もの高校等進学率 
98.0％以上 

97.6% 

平成29年度末 

③ 放課後児童クラブの利用

者数、放課後子ども教室

の実施校数 

放課後児童クラブ 

の利用者数 

6,064人 

（令和２年度当初の確保量） 

5,163人 

令和元年５月 

放課後子ども教室

の実施校数 
86校 

44校 

平成30年度末 

④ スクールソーシャルワーカーが支援を行った

子どもの数 
931人 

1,023人 

平成30年度末 

⑤ 奨学金の新規貸与件数 110件 
101件 

平成30年度末 

⑥ ひとり親家庭（児童扶養

手当受給世帯）の親の正

規就業率 

母子家庭 35.5%より増加 
47.8% 

平成30年10月 

父子家庭 47.6%より増加 
77.3% 

平成30年10月 

⑦ ひとり親家庭（児童扶養

手当受給世帯）の事業の

認知度（就学援助、奨学金

等について「知らなかっ

たと答える割合」） 

就学援助 13.0%より減少 
20.8% 

平成30年10月 

奨学金 38.2％より減少 
27.9% 

平成30年10月 

ＳＳＷｒ 40.1%より減少 
49.2% 

平成30年10月 
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第２節 基本的な考え方 

１ 基本的な考え方 

本市では、平成27年度に、子どもの貧困対策推進計画を策定し、平成29年度には、子ども

の生活実態調査の結果や、静岡市総合教育会議などにおける議論を踏まえ、計画の見直しを行

うなど、子どもの貧困対策の推進に取り組んできました。 

見直し後の計画では、「子どもの貧困」は、「今」対応しなければならない喫緊の課題であり、

静岡市民一人ひとりが、「他人事」ではなく「自分事」としてとらえることが大事であること、

行政・学校・地域が一体となり、支援が必要な子どもとその保護者に対し、支援を切れ目なく

届け、「貧困の連鎖」を断ち切ることが重要であることを踏まえ、本市の子どもの貧困対策に対

する「基本的な考え方」を示しました。 

子どもの貧困対策が長期的な取り組みであることを踏まえ、「子どもの育ちを市民が一体と

なって支える社会」、「すべての子どもが生まれ育った環境に左右されることなく、未来に希望

をもって成長できる社会」を実現するため、本計画でも、引き続き、この「基本的な考え方」

の下、子どもの貧困対策に取り組みます。 

一方、国においては、令和元年度に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が一部改正さ

れ、子どもの貧困対策は、子どもの「将来」だけでなく「現在」に向けた取組であることなど

が明記されました。 

本計画の推進にあたっては、「基本的な考え方」に加え、こうした国の動きや、「誰一人取り

残さない」貧困のない社会の実現を目標の一つにかかげるＳＤＧｓの考え方を踏まえ、取り組

んでいきます。 

 

 

■基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「すべての子どもが、生まれ育った環境に左右されることなく、 
自分の可能性を信じ、未来を切り拓いていけるよう、 

行政・学校・地域が総がかりで切れ目なく支えていきます」 
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第３節 取組の方向性 

すべての子どもが生まれ育った環境に左右されることなく、未来に希望をもって成長できる

社会を実現するためには、教育や生活といった子どもへの直接的な支援だけではなく、子ども

の環境に密接に関係する保護者への支援にも取り組んでいく必要があります。 

また、子どもの育ちを市民が一体となって支える社会を実現するためには、支援が必要な子

ども・家庭を早期に発見し、適切な支援へつなげ、必要な子ども・家庭に必要な支援をとどけ

ること、「きづき・つなげ・とどける」ことが重要です。 

このため、引き続き、国の大綱に合わせ「教育の支援」「生活の支援」「保護者の就労の支援」

「経済的支援」の4つの体系で、本市の子どもの貧困対策を推進し、それぞれの体系に沿って、

気づき、つなげ、届けていきます。 

 

（１） 教育の支援 

子どもたちが、自身の可能性を最大限に伸ばし、夢や希望に挑戦できるようにするため

には、意欲のあるすべての子どもが、等しく教育を受ける機会が保証されていることが不

可欠です。 

このため、放課後などに子どもたちが落ちついて学習し、学力を身に着けられるような

機会の提供や、進学等の希望格差、進学先の選択肢格差を縮小するための学習支援、進学

準備支援、高校進学後の中退防止に向けた支援など、子どもの家庭状況に応じた支援に取

り組むとともに、スクールソーシャルワーカーなどの相談支援体制により、支援が必要な

子どもの早期発見・早期支援に努めます。 

 

（２） 生活の支援 

子どもたちが、等しく教育を受け学力を身に付けるとともに、心身を健やかに成長する

ためには、妊娠・出産期からの良好な生活環境や、子どもが安心して毎日を過ごせる環境

が大切です。 

このため、関係機関の情報共有などによる要保護児童等の早期発見や、妊娠・出産期か

らの相談体制の提供、子どもに一番近い「地域」との連携による安心して過ごせる居場所

の確保や、生活習慣を定着させるための取組を進めるとともに、何らかの理由で家族と生

活できない子どもの家庭に替わり、里親などの社会的養護を提供します。 

 

（３） 保護者の就労の支援 

保護者が就労することは、一定の収入を得て、生活基盤を安定させるために重要である

とともに、保護者の働く姿から子どもが働くことの価値や意味を学ぶことにより貧困の連

鎖を防ぐといった大きな意義があります。 

このため、生活困窮者に対する就労支援や、ひとり親の正規雇用につながる支援、資格

取得に係る支援など、安定した就労につながる支援に取り組みます。 
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（４） 経済的支援 

子どもの貧困の根幹には、家庭の経済的な不安定さがあります。 

このため、各種手当の支給や利用料・負担金の軽減などの充実とともに、それらの制度

の周知を図るほか、ひとり親家庭の養育費に関する相談支援など、生活基盤を下支えする

取組を進めていきます。 
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第４節 成果指標 

 現状値 
令和８年度 

目標 

① 子どもの高校等進学率 

生活保護世帯 

  
ひとり親家庭（児童

扶養手当受給世帯） 

児童養護施設・里親 

② 高等学校等中退率（生活保護世帯）   

③ 

「経済的な理由により、子どもに進学をあきらめさせたり

学校を中退させたことがあるか」に、「ある」等と回答した

ひとり親世帯の割合（※16歳以上の子どもの保護者） 

  

④ 
スクールソーシャルワーカーが関わった貧困家庭（貧困の

問題を抱えている児童生徒）の改善率 
  

⑤ 子ども若者相談センターにおける相談者の改善率   

⑥ 放課後児童クラブと放課後子ども教室の一体的実施の校数   

⑦ 

ひとり親家庭（児童扶養手当受給世帯）

の事業の認知度（就学援助、奨学金等に

ついて「知らなかったと答える割合」） 

就学援助   

奨学金   

ＳＳＷｒ   

⑧ 

「過去１年間にお金が足りなくて、子どもが必要とする文

具や教材が買えない、学校に係る経費の支払いに苦慮した

経験」について、「ある」等と回答した割合（保護者） 

  

⑨ 子どもの貧困対策学習支援事業の延べ利用者数   

⑩ 電気・ガス・水道の滞納経験率   

⑪ 食糧・衣服の困窮経験率   

⑫ 
ひとり親世帯（児童扶養手当受給世帯）で悩みがあると回答

した方のうち「相談相手がいない」と回答した割合 
  

⑬ 里親委託率   

⑭ 
ひとり親家庭（児童扶養手当受給世

帯）の親の正規就業率 

母子家庭   

父子家庭   

⑮ 

ひとり親家庭（児童扶養手当受給世帯）で養育費の取決めを

している割合 
  

ひとり親家庭（児童扶養手当受給世帯）で養育費を受け取っ

ていない子どもの割合 
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第６章 静岡市子ども・子育て支援事業計画 
 

第１節 提供区域の設定 

子ども・子育て支援法第61条により、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件及び

教育・保育施設の整備状況等を総合的に勘案して「教育・保育提供区域」を設定し、教育・保

育提供区域内での需給計画を立てていくことが必要となります。 

本市では、法第61条を踏まえながら、幼児期の教育・保育、地域子ども・子育て支援事業そ

れぞれについて、以下のような点を勘案し提供区域を設定します。 

 

１ 幼児期の教育・保育の提供区域 

前プラン策定時に下記のような点を勘案し、提供区域を設定した経過があり、当プランにつ

いても同様に14区域が適当と考えます。 

 

（１）本市特有の地理的条件等について 

本市の市域は、南の駿河湾から、北は長野・山梨県境に至る広大な面積を有し、山川に市域

が隔てられています。市域の約80％が山間部であり、約20％の東西方向に形成された平地部

に都市機能や主要交通網が集中しています。 

これらの状況を背景に、市内の人口密度は静岡都心部、清水都心部を中心に平地部に集中し、

山間部と都心部では日常生活のありようを異にしています。 

また、本市は平成15年に旧静岡市と旧清水市が合併し、その後、平成18年に旧蒲原町、平

成20年に旧由比町と合併を経て現在に至っており、産業、生活圏等、それぞれの旧市町の特徴

を残しつつ本市を形成しています。 

 

（２）既存の教育・保育施設の有効活用について 

本市では、公立・私立の認定こども園、保育所、幼稚園、小規模保育事業等236か所（平成

31年４月現在）、それぞれの施設が地域と密接な関係を築きながら教育・保育を提供していま

す。提供区域を定めるにあたって、これらの既存の施設や事業を活かしたサービスを提供でき

るよう提供区域を設定します。 

 

（３）需要と供給のバランスについて 

一つの提供区域を大きく設定した場合、需給の調整やサービスの提供が柔軟に対応できる反

面、地域の実情に応じたきめの細かいサービスの提供が難しくなります。一方で、提供区域を

小さく設定した場合、ニーズが過少であったり、地域に施設がないなど、需要と供給のバラン

スや提供できるサービスの確保が難しくなります。このような需要と供給の関係について、よ

り適切な状態を確保できるよう提供区域を設定します。 
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幼児期の教育・保育に係る提供区域を14区域に設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 静岡山間 

9 静岡長田 

2 静岡北 

6 静岡山間 

12 清水庵原 

13 清水山間 

14 由比蒲原 

3 静岡城北 

8 静岡西南 

1 静岡中央 

7 静岡東南 

10 清水羽衣 

11 清水有度 

4 静岡東 

5 静岡西北 
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２ 地域子ども・子育て支援事業の提供区域 

地域子ども・子育て支援事業は、事業の目的や内容、利用できる対象者等が事業ごとに異なっ

ており、施設や対応する職員の配置といったサービスの提供体制も異なっています。このこと

から、事業の提供体制や運用実績等を踏まえながら、事業ごとに適切な提供区域を設定してい

きます。 

 

 

 

◆地域子ども・子育て支援事業の提供区◆ 

 事業名 提供区域 設定理由 

（１） 利用者支援事業 ３区域 

認定こども園等の申込窓口である各区子育て支援課や母

子保健業務に係る各区健康支援課（保健福祉センター）等

と連携して事業を実施することから、行政区が適切と考え

ます。 

（２） 
時間外保育事業 

（延長保育） 
14区域 

保育所等における通常保育時間を延長する事業であり、教

育・保育事業とあわせての実施が望ましいことから、14

区域が適切と考えます。 

（３） 
放課後児童健全育成事業 

（放課後児童クラブ） 
14区域 

通学する小学区内での利用を基本としつつ、状況に応じ

て、近隣児童クラブの相互利用や小学校区の枠を超えた施

設整備などの検討が必要となることから、14区域が適切

と考えます。 

（４） 
子育て短期支援事業 

（ショートステイ事業） 
１区域 

利用にあたっては、居住地区に関わらず対応することが望

ましいことから、市全体が適切と考えます。 

（５） 
乳児家庭全戸訪問事業 

（こんにちは赤ちゃん事業） 
３区域 

居住区域に応じて、訪問員と関係機関とが連携を図りなが

ら実施することから、行政区が適切と考えます。 

（６） 
養育支援訪問事業その他要保

護児童等支援に資する事業 
３区域 

居住区域の関係機関からの依頼及び要保護児童対策地域

協議会の諮問により対象者を把握することから、行政区が

適切と考えます。 

（７） 
地域子育て支援拠点事業 

（子育て支援センター） 
３区域 

利用者が主に車で訪れる実態や現在の配置状況などから、

行政区が適切と考えます。 

（８） 一時預かり事業 14区域 

緊急的な利用が想定されるため、自宅から容易に移動する

ことが可能な場所に配置することが望ましいこと、さらに

幼稚園における預かり保育も対象となることから、14区

域が適切と考えます。 
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 事業名 提供区域 設定理由 

（９） 

病児保育事業 

＜施設型＞ 

子育て援助活動支援事業 

〔病児・緊急対応強化事業〕 

＜緊急サポート＞ 

施設型 

３区域 

緊急サポート 

１区域 

＜施設型＞ 

病中・病後の子どもを保護者が主に車で送迎する

利用実態から、各行政区が適切と考えます。 

＜緊急サポート＞ 

住民の登録申請に基づく会員制組織のため、細か

な区域ごとの計画的な会員配置が困難であるこ

となどから、市全体が適切と考えます。 

（10） 

子育て援助活動支援事業 

（ファミリー・サポート・セ

ンター事業） 

１区域 

住民の登録申請に基づく会員制組織のため、細か

な区域ごとの計画的な会員配置が困難であるこ

となどから、市全体が適切と考えます。 

（11） 妊婦健診 １区域 

妊婦の利便性を考慮し、全国の産科医療機関で受

診可能であることから、市全体が適切と考えま

す。 

（12） 実費徴収に伴う補足給付事業 １区域 

利用申請を一か所で受け付けし、居住地区に関わ

らず対応することが望ましいことから、市全体が

適切と考えます。 

（13） 多様な主体の参入促進事業 １区域 

新規参入事業者による施設や特別な支援が必要

な子どもを２人以上受け入れる施設が出てきた

場合に、必要に応じて対応することから、市全体

が適切と考えます。 

※１区域＝市全体、３区域＝行政区、14区域＝教育・保育事業と同様 
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第２節 幼児期の教育・保育の量の見込みと確保方策 

１ 量の見込み 

各年度における提供区域ごとの量の見込みは、居住する子ども及びその保護者の教育・保育

の利用状況及び利用希望把握調査等により把握する利用希望を踏まえて設定します。具体的に

は、利用状況及び利用希望を分析し、かつ評価し、参酌標準を参考として、認定区分ごと（３

号認定は年齢ごと）に、量の見込みを定めるものとします。 

 

◆静岡市全体の量の見込み◆ 

認定区分 

量の見込み（単位：人） 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

１号（３歳～） 6,553 5,984 5,345 4,833 4,370 

２号（３歳～） 
8,492 8,643 8,634 8,734 8,892 

（1,219） （1,240） （1,239） （1,255） （1,276）

３号（０歳） 1,858 1,851 1,849 1,850 1,854 

３号（１・２歳） 4,866 4,830 4,916 4,932 4,962 

合計 21,769 21,308 20,744 20,349 20,078 

※認定区分２号の各年度の（ ）内は、２号認定のうち、幼児期の学校教育の利用希望が強い者の数。 
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２ 提供体制の確保の内容及びその実施時期 

 

（１）確保に当たっての基本的な考え方 

教育・保育の量の見込みに対する供給量が不足する場合には、次の基本的な考え方に沿っ

て、供給量の確保を進めます。 

 

① 保護者の就業等の家庭の状況などにかかわらず、幼児期の教育・保育を受けることがで

きる認定こども園への移行を引き続き推進し、これにより、教育・保育の必要量を確保

することを基本とします。 

② 社会資源の有効活用や、待機児童への迅速な対応の観点から、施設の新設よりも、既存

施設の認定こども園への移行や定員増による対応を優先します。 

③ ２号認定の定員が不足するエリアでは、認定こども園などの教育・保育施設による対応

を優先します。３号認定の定員のみが不足する場合には、地域型保育事業により対応す

ることとしますが、その場合には、保育従事者のすべてを保育士とする小規模保育事業

（A型）を活用します。 

④ ３号認定に係る保育ニーズ（特に０歳児）については、本市独自の施設である待機児童

園での受け入れを引き続き実施することにより、育児休業からの円滑な復帰の支援を図

ります。 

⑤ 企業主導型保育事業の地域枠を教育・保育の提供体制の確保方策に含め、既存施設の定

員を活用します。 

 

 

（２）確保方策 

上記の基本的な考え方に沿って、各提供区域における教育・保育の量の見込みに対して必

要な供給量を、次のとおり令和３年度末までに確保を進めます。 

 

◆確保方策の概要◆ 

確保方策の内容 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 合計 

既存保育施設の定員増 17か所 1か所 ０か所 ０か所 ０か所 18か所 

幼稚園の認定こども園移行 2か所 2か所 ０か所 ０か所 ０か所 4か所 

認定こども園等の新設 1か所 ０か所 ０か所 ０か所 ０か所 １か所 

小規模保育事業等の新設 10か所 ０か所 ０か所 ０か所 ０か所 10か所 
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３ 幼児期の教育・保育の一体的提供及び推進体制の確保 

 

（１）認定こども園の普及 

① 基本的な考え方 

認定こども園は、幼稚園及び保育所の機能を併せ持ち、保護者の就労状況及びその変化等

に関わらず、柔軟に子どもを受け入れられる施設であることを踏まえ、そのメリットを活か

すことができるよう認定こども園の普及に取り組んでいきます。 

特に、幼保連携型認定こども園については、「学校及び児童福祉施設」として単一の認可の

仕組みとした制度改正の趣旨を踏まえ、その普及を推進していきます。 

また、認定こども園への移行を希望する既存施設に対しては、事業者の意向や施設の状況

などを十分に踏まえながら積極的に支援を行っていきます。 

 

② 目標設置数・設置時期 

目標設置数 設置時期 

115施設程度 令和６年度末まで 
※令和２年４月時点における公立・私立認定こども園103園に加え、令和元年５月に実施した意向調査におい

て、令和３年度以降の移行を検討していると回答した私立幼稚園・保育所５園のほか、毎年１～２園程度が

認定こども園に移行するものとして算出。 

 

③ 幼稚園及び保育所が認定こども園に移行する場合の需給調整 

幼稚園及び保育所から認定こども園への移行を促進するため、全ての園が認定こども園に

移行した場合であっても、全ての認定区分の利用定員が設定できるよう需給調整上の特例を

設けます。 

幼稚園及び保育所から認定こども園へ移行の認可・認定の申請があった場合は、２の(2)

の量の見込みと確保方策において定める必要な教育・保育の供給量として確保する数に、「教

育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付

及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針（平成26年

７月２日内閣府告示第159号）第三の四の２(2)ウ」に規定する需給調整上の特例として定

める数を加えた数に既に達しているか、又は認可によりこれを超えることになると認めると

きを除き、認可を行うこととします。 
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【需給調整上の特例として定める数の考え方】 

次の数に園数を乗じて得た数とします。 

・１号認定（保育所からの移行）及び２号認定（幼稚園からの移行） 

子どもにとって一定規模での教育・保育を確保することが望ましいことなどを踏まえ、

１園あたり30人。 

・３号認定（幼稚園からの移行） 

２号認定の子どもの数との整合性、基準上必要となる職員配置が０歳児３人につき１人、

１・２歳児６人につき１人であることなどを踏まえ、１園あたり15人。 

 

【需給調整上の特例として定める数】                 （単位：人） 

１号 ２号 ３号 

1,680 840 420 

個別の園の具体的な定数については、上記の数の範囲内で、各園の規模・利用状況、地

域の需給状況等を踏まえて設定します。 

 

（２）教育・保育施設、地域型保育事業、小学校との連携の推進 

幼児期の教育・保育の量の確保と質の充実を図るためには、認定こども園、幼稚園、保

育所の教育・保育施設と３歳未満児の保育を行う小規模保育事業等の地域型保育事業が連

携・補完することが必要です。このために、地域型保育事業については、満３歳以降、引

き続き教育・保育が受けられるように連携施設を設けるとともに、利用者支援事業により

受入施設の情報提供・コーディネートを行い、３歳以上児の教育・保育への円滑な接続を

確保していきます。 

また、認定こども園、幼稚園、保育所から小学校への円滑な接続を図るために、引き続

き関係機関で構成する協議会において、幼児教育から小学校教育への円滑な接続のあり方

について、情報交換、協議を行うとともに、公開保育・公開授業等による相互理解を深め、

連携体制の充実に取り組んでいきます。 
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第３節 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策 

１ 量の見込み 

各年度における提供区域ごとの量の見込みは、居住する子ども及びその保護者の利用状況及

び利用希望把握調査等により把握する利用希望を踏まえて設定します。具体的には、利用状況

及び利用希望を分析し、かつ評価し、参酌標準及び本市の状況を踏まえながら各事業ごとに量

の見込みを定めるものとします。 

 

◆静岡市全体の量の見込み◆ 

事業名 
単位 

(年) 
２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

（1）利用者支援事業 か所 18 18 18 18 18 

（2）時間外保育事業 

（延長保育） 
人 5,873 5,915 5,944 5,989 6,063 

（3）放課後児童健全育成事業 

（放課後児童クラブ） 
人 6,353 6,461 6,613 6,726 6,785 

（4）子育て短期支援事業 

（ショートステイ事業） 

人日 252 252 252 252 252 

か所 ３ ３ ３ ３ ３ 

（5）乳児家庭全戸訪問事業 

（こんにちは赤ちゃん事業） 
人 4,655 4,581 4,522 4,467 4,423 

（6）養育支援訪問事業その他要保護児童等

支援に資する事業 
世帯 23 23 23 23 23 

（7）地域子育て支援拠点事業 

（子育て支援センター） 

人回 267,947 262,588 259,908 257,228 254,550 

か所 21 21 21 21 21 

（8）一時預かり事業 

幼稚園利用 人日 195,194 189,771 181,364 176,018 172,061 

その他利用 人日 44,381 43,258 42,133 41,217 40,509 

（9）病児保育事業、子育て援助活動支援事業 

〔病児・緊急対応強化事業〕 
人日 8,535 8,318 8,104 7,925 7,790 

（10）子育て援助活動支援事業 

（ファミリー・サポート・センター事業） 
人日 13,676 13,402 13,129 12,814 12,541 

（11）妊婦健診 

人 4,638 4,565 4,506 4,451 4,407 

人回 55,563 54,688 53,981 53,322 52,795 

（12）実費徴収に伴う補足給付事業 人 1,001 980 954 936 924 

（13）多様な主体の参入 

促進事業 

巡回支援 回 ５ 21 ４ ０ ０ 

特別教育・ 

保育経費 
人 ２ ２ ２ ２ ２ 

※単位の「人日」は延べ利用人数、「人回」は延べ利用回数。 
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２ 提供体制の確保の内容及びその実施時期 

事業ごとに設定した提供区域ごとに、「量の見込み」に対応するよう、提供体制の確保の内容

及び実施時期（確保方策）を設定します。 

 

◆確保方策の概要◆ 

事業名 
令和６年度末の 

確保量 
確保方策の概要 

（1）利用者支援事業 

保育コーディ 

ネーター 
3か所 引き続き、現行の体制を維持。 

子ども未来 

サポーター 
12か所 引き続き、現行の体制を維持。 

子育て世代包括 

支援センター 
３か所 引き続き、現行の体制を維持。 

（2）時間外保育事業 

（延長保育） 
6,063人 引き続き、教育・保育の体制の中で対応。 

（3）放課後児童健全育成事業 

（放課後児童クラブ） 

6,785人 

235室 
新たに35室を整備。 

放課後子ども教室 86校 新たに10校で実施。 

放課後児童クラブと放課後子ども教室 

の一体的実施 
71校 

放課後児童クラブのある全ての小学校区において一体

的に実施。 

（4）子育て短期支援事業 

（ショートステイ事業） 

3か所 

（252人日） 
引き続き、現行の体制を維持。 

（5）乳児家庭全戸訪問事業 

（こんにちは赤ちゃん事業） 
4,423人 引き続き、現行の体制を維持。 

（6）養育支援訪問事業その他要保護児童等支

援に資する事業 

23世帯 

（訪問員20人） 
引き続き、現行の体制を維持。 

（7）地域子育て支援拠点事業 

 （子育て支援センター） 
21か所 引き続き、現行の体制を維持。 

（8）一時預かり事業 

幼稚園利用 172,061人日 引き続き、教育・保育の体制の中で対応。 

その他利用 66,400人日 引き続き、現行の体制を維持。 

（9）病児保育事業、子育て援

助活動支援事業〔病児・

緊急対応強化事業〕 

施設型 
2,500人日 

3か所 
引き続き、現行の体制を維持。 

緊急サポート 
5,376人日 

256会員 
新たにまかせて会員を50人増やすために周知強化。 

（10）子育て援助活動支援事業 

（ファミリー・サポート・センター事業） 

15,470人日 

1,190会員 

新たにまかせて会員(どっちも会員含む)を100人増や

すために周知強化。 

（11）妊婦健診 
4,407人 

52,795人回 
引き続き、現行の体制を維持。 

（12）実費徴収に伴う補足給付事業 924人 申請のあった対象者全員に補助。 

（13）多様な主体の参入 

促進事業 

巡回支援 ０回 すべての新規参入事業者に対し、相談・助言を行う。 

特別教育・ 

保育経費 
２人 対象となる施設に補助。 

※単位の「人日」は延べ利用人数、「人回」は延べ利用回数。 
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（１）利用者支援事業【３区域】 

 

◆事業概要◆ 

子どもと保護者の身近な場所において、子育て支援に係る情報集約・提供、相談等を実施

する事業。 

〔保育コーディネーター〕 

認定こども園・保育所等の利用に関する相談、情報提供を行う事業。 

 

〔子ども未来サポーター〕 

認定こども園等やその他子育て支援事業全般に関する相談、情報提供を行う事業。 

 

〔子育て世代包括支援センター〕 

妊娠期から子育て期までの、母子保健や育児に関する相談を行い、切れ目ない支援体

制を構築する事業。 

 

◆実施状況◆ 

〔保育コーディネーター〕 

各区の子育て支援課に１人ずつ保育コーディネーターを配置。 

 

〔子ども未来サポーター〕 

12か所の子育て支援センターにて、認定こども園・保育所等の利用相談や地域の子

育てトーク・子育てサロンでの出張相談などを実施。 

 

〔子育て世代包括支援センター〕 

各区の子育て世代包括支援センターにおいて、妊娠期から子育て期にわたるまでの、

母子保健や育児に関する様々な悩み等への相談事業を実施。 

 

◆提供体制の考え方◆ 

〔保育コーディネーター〕 

保育施設等の利用に関する相談、情報提供を実施するため、利用申請等の窓口となる

各区子育て支援課へ配置します。 

 

〔子ども未来サポーター〕 

場所的に利用しにくい方にも情報が届くよう、乳幼児健診やイベントに出向いて相

談・情報提供を行っていきます。また、保育コーディネーターや保健福祉センターとの

連携強化を図っていきます。 

 

〔子育て世代包括支援センター〕 

各区健康支援課（保健福祉センター）や各福祉事務所と連携しながら、電話や来所さ

れた方からの相談に対応し、必要に応じて訪問での相談事業を行うなど、妊娠期から子

育て期までの切れ目のない支援を行っていきます。 
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◆量の見込みと確保の内容◆ 

提供区域  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

市全体 

①量の見込み 18か所 18か所 18か所 18か所 18か所 

②確保の内容 18か所 18か所 18か所 18か所 18か所 

 

保育コーディネーター 3か所 3か所 3か所 3か所 3か所 

子ども未来サポーター 12か所 12か所 12か所 12か所 12か所 

子育て世代包括支援センター 3か所 3か所 3か所 3か所 3か所 

 

〈各提供区域別〉 

提供区域  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

葵区 

①量の見込み 7か所 7か所 7か所 7か所 7か所 

②確保の内容 7か所 7か所 7か所 7か所 7か所 

 

保育コーディネーター 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

子ども未来サポーター 5か所 5か所 5か所 5か所 5か所 

子育て世代包括支援センター 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

駿河区 

①量の見込み 5か所 5か所 5か所 5か所 5か所 

②確保の内容 5か所 5か所 5か所 5か所 5か所 

 

保育コーディネーター 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

子ども未来サポーター 3か所 3か所 3か所 3か所 3か所 

子育て世代包括支援センター 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

清水区 

①量の見込み 6か所 6か所 6か所 6か所 6か所 

②確保の内容 6か所 6か所 6か所 6か所 6か所 

 

保育コーディネーター 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

子ども未来サポーター 4か所 4か所 4か所 4か所 4か所 

子育て世代包括支援センター 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 
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（２）時間外保育事業（延長保育）【14区域】 

 

◆事業概要◆ 

認定こども園、保育所等において、保育標準時間認定及び保育短時間認定の在園児に対し、

通常の保育時間を超えて保育を実施する事業。 

 

◆実施状況◆ 

市立こども園等（63か所）及び私立こども園等（73か所）において実施。 

 

◆提供体制の考え方◆ 

各こども園等において、臨時的な利用者も含め受け入れしており、今後のニーズにも対応

可能であると見込まれるため、量の見込みと同数とします。 

 

◆量の見込みと確保の内容◆ 

提供区域  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

市全体 
①量の見込み 5,873人 5,915人 5,944人 5,989人 6,063人 

②確保の内容 5,873人 5,915人 5,944人 5,989人 6,063人 

 

〈各提供区域別〉 

提供区域  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

静岡中央 
①量の見込み 620人 624人 627人 632人 640人 

②確保の内容 620人 624人 627人 632人 640人 

静岡北 
①量の見込み 354人 357人 358人 361人 365人 

②確保の内容 354人 357人 358人 361人 365人 

静岡城北 
①量の見込み 542人 546人 548人 553人 559人 

②確保の内容 542人 546人 548人 553人 559人 

静岡東 
①量の見込み 519人 523人 525人 529人 536人 

②確保の内容 519人 523人 525人 529人 536人 

静岡西北 
①量の見込み 136人 137人 137人 138人 140人 

②確保の内容 136人 137人 137人 138人 140人 

静岡山間 
①量の見込み 5人 5人 5人 5人 5人 

②確保の内容 5人 5人 5人 5人 5人 

静岡東南 
①量の見込み 501人 504人 507人 511人 517人 

②確保の内容 501人 504人 507人 511人 517人 

静岡西南 
①量の見込み 990人 997人 1,004人 1,010人 1,024人 

②確保の内容 990人 997人 1,004人 1,010人 1,024人 
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提供区域  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

静岡長田 
①量の見込み 533人 537人 539人 543人 550人 

②確保の内容 533人 537人 539人 543人 550人 

清水羽衣 
①量の見込み 337人 340人 341人 344人 348人 

②確保の内容 337人 340人 341人 344人 348人 

清水有度 
①量の見込み 666人 671人 675人 680人 688人 

②確保の内容 666人 671人 675人 680人 688人 

清水庵原 
①量の見込み 597人 601人 604人 609人 616人 

②確保の内容 597人 601人 604人 609人 616人 

清水山間 
①量の見込み 5人 5人 5人 5人 5人 

②確保の内容 5人 5人 5人 5人 5人 

由比蒲原 
①量の見込み 68人 68人 69人 69人 70人 

②確保の内容 68人 68人 69人 69人 70人 
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（３）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）【14区域】 

 

◆事業概要◆ 

保護者が就労等により昼間家庭にいない児童の健全な育成を目的に、小学校や児童館等に

専用室を設けて、家庭に代わる遊びや生活の場の提供を行う事業。 

 

◆実施状況◆ 

公設児童クラブ（79か所179室）及び民間補助児童クラブ（６か所７室）において実施。 

 

◆提供体制の考え方◆ 

「量の見込み」として推計したニーズは令和７年度頃までに順次、顕在化するものと想定

して、令和７年度当初において小学校１年生から６年生までの「量の見込み」に対応できる

よう、計画期間５年の間（令和６年度末まで）に順次、事業量を拡充していきます。 

具体的には、令和７年度のニーズ量が10人以上（おおむね児童数50人以上）の小学校区

において、放課後児童健全育成事業を実施することとし、ニーズ量に対し不足する受皿の確

保に加え、支援の単位が適正規模となるよう、児童クラブ室の増設等を進めます。 

一方で、中山間地など放課後児童健全育成事業を実施しない小学校区では、放課後子ども

教室、ファミリー・サポート・センター事業等の活用や、地域の協力を得た他の方策等によ

り地域のニーズに対応していきます。 

また、放課後児童健全育成事業の事業量の確保にあたっては、国の「新・放課後子ども総

合プラン」を踏まえ、次代を担う人材育成や児童の安全確保等の観点から、放課後児童クラ

ブと放課後子ども教室との一体型での実施を推進するとともに、地域の民間の事業主体によ

る事業とともに事業量の確保を進めます。 

 

◆量の見込みと確保の内容◆                  単位：室＝設置室数 

提供区域  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
令和７年度 

（参考） 

市全体 

①量の見込み 6,353人 6,461人 6,613人 6,726人 6,785人 6,754人 

 

１年生 2,017人 2,053人 2,102人 2,097人 2,094人 2,041人 

２年生 1,761人 1,839人 1,890人 1,944人 1,944人 1,943人 

３年生 1,420人 1,393人 1,452人 1,494人 1,532人 1,533人 

４年生 763人 765人 753人 778人 797人 814人 

５年生 271人 284人 284人 279人 290人 295人 

６年生 121人 127人 132人 134人 128人 128人 

②確保の内容 
6,231人 

204室 

6,461人 

210室 

6,613人 

220室 

6,726人 

230室 

6,785人 

235室 

6,754人 

239室 
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〈各提供区域別〉                       単位：室＝設置室数 

提供区域  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
令和７年度 

（参考） 

静岡中央 

①量の見込み 656人 691人 709人 741人 763人 768人 

 

１年生 218人 229人 222人 234人 240人 224人 

２年生 173人 197人 206人 203人 217人 224人 

３年生 135人 136人 155人 164人 161人 174人 

４年生 82人 75人 75人 89人 92人 89人 

５年生 33人 39人 34人 35人 38人 40人 

６年生 15人 15人 17人 16人 15人 17人 

②確保の内容 
650人 

21室 

691人 

22室 

709人 

25室 

741人 

25室 

763人 

25室 

768人 

26室 

静岡北 

①量の見込み 383人 381人 391人 390人 386人 384人 

 

１年生 115人 118人 127人 124人 113人 125人 

２年生 115人 104人 107人 114人 113人 102人 

３年生 89人 89人 82人 85人 91人 89人 

４年生 40人 47人 48人 43人 45人 47人 

５年生 17人 15人 19人 16人 16人 15人 

６年生 7人 8人 8人 8人 8人 6人 

②確保の内容 
383人 

15室 

381人 

15室 

391人 

15室 

390人 

15室 

386人 

15室 

384人 

15室 

静岡城北 

①量の見込み 589人 619人 648人 664人 674人 679人 

 

１年生 182人 216人 217人 207人 216人 214人 

２年生 162人 161人 193人 195人 186人 198人 

３年生 132人 128人 128人 154人 153人 147人 

４年生 77人 78人 74人 72人 83人 82人 

５年生 25人 25人 25人 25人 25人 28人 

６年生 11人 11人 11人 11人 11人 10人 

②確保の内容 
589人 

20室 

619人 

20室 

648人 

22室 

664人 

23室 

674人 

23室 

679人 

23室 



第６章 静岡市子ども・子育て支援事業計画 

136 

提供区域  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
令和７年度 

（参考） 

静岡東 

①量の見込み 525人 539人 550人 557人 578人 601人 

 

１年生 165人 175人 177人 172人 192人 196人 

２年生 145人 150人 162人 163人 159人 178人 

３年生 122人 116人 118人 128人 129人 125人 

４年生 65人 66人 60人 62人 67人 69人 

５年生 19人 24人 22人 21人 21人 23人 

６年生 9人 8人 11人 11人 10人 10人 

②確保の内容 
519人 

16室 

539人 

16室 

550人 

17室 

557人 

19室 

578人 

19室 

601人 

19室 

静岡西北 

①量の見込み 246人 259人 283人 297人 303人 309人 

 

１年生 77人 89人 93人 90人 97人 95人 

２年生 67人 74人 87人 94人 87人 94人 

３年生 60人 56人 62人 70人 73人 69人 

４年生 30人 26人 27人 29人 33人 35人 

５年生 9人 11人 10人 10人 10人 12人 

６年生 3人 3人 4人 4人 3人 4人 

②確保の内容 
246人 

9室 

259人 

9室 

283人 

10室 

297人 

12室 

303人 

12室 

309人 

12室 

静岡山間 

①量の見込み 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

 

１年生 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

２年生 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

３年生 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

４年生 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

５年生 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

６年生 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

②確保の内容 
0人 

0室 

0人 

0室 

0人 

0室 

0人 

0室 

0人 

0室 

0人 

0室 

静岡東南 

①量の見込み 515人 520人 550人 552人 556人 548人 

 

１年生 173人 161人 187人 173人 171人 169人 

２年生 143人 160人 149人 170人 159人 156人 

３年生 107人 113人 126人 117人 134人 124人 

４年生 65人 56人 60人 65人 61人 70人 

５年生 19人 23人 19人 19人 23人 20人 

６年生 8人 7人 9人 8人 8人 9人 

②確保の内容 
505人 

15室 

520人 

15室 

550人 

15室 

552人 

17室 

556人 

18室 

548人 

20室 
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提供区域  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
令和７年度 

（参考） 

静岡西南 

①量の見込み 772人 793人 790人 801人 817人 822人 

 

１年生 250人 252人 238人 256人 262人 256人 

２年生 223人 233人 234人 223人 238人 243人 

３年生 167人 172人 180人 181人 174人 185人 

４年生 90人 90人 92人 95人 96人 91人 

５年生 28人 32人 30人 31人 33人 33人 

６年生 14人 14人 16人 15人 14人 14人 

②確保の内容 
728人 

23室 

793人 

25室 

790人 

26室 

801人 

27室 

817人 

27室 

822人 

28室 

静岡長田 

①量の見込み 579人 566人 575人 581人 582人 580人 

 

１年生 174人 165人 188人 181人 175人 180人 

２年生 162人 163人 153人 175人 170人 162人 

３年生 140人 131人 128人 121人 138人 133人 

４年生 67人 71人 69人 67人 63人 72人 

５年生 25人 26人 27人 26人 25人 23人 

６年生 11人 10人 10人 11人 11人 10人 

②確保の内容 
535人 

16室 

566人 

18室 

575人 

18室 

581人 

18室 

582人 

20室 

580人 

20室 

清水羽衣 

①量の見込み 527人 518人 529人 548人 551人 533人 

 

１年生 151人 149人 164人 174人 160人 142人 

２年生 141人 148人 147人 157人 165人 154人 

３年生 123人 109人 115人 115人 123人 130人 

４年生 74人 77人 67人 69人 69人 72人 

５年生 28人 24人 26人 23人 25人 26人 

６年生 10人 11人 10人 10人 9人 9人 

②確保の内容 
520人 

19室 

518人 

19室 

529人 

19室 

548人 

20室 

551人 

21室 

533人 

21室 

清水有度 

①量の見込み 714人 724人 734人 736人 737人 713人 

 

１年生 245人 233人 234人 221人 224人 203人 

２年生 200人 219人 212人 218人 210人 212人 

３年生 152人 152人 168人 166人 170人 163人 

４年生 78人 78人 79人 87人 86人 88人 

５年生 26人 26人 27人 29人 32人 31人 

６年生 13人 16人 14人 15人 15人 16人 

②確保の内容 
709人 

21室 

724人 

22室 

734人 

23室 

736人 

23室 

737人 

23室 

713人 

23室 
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提供区域  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
令和７年度 

（参考） 

清水庵原 

①量の見込み 663人 669人 673人 686人 678人 664人 

 

１年生 208人 207人 199人 216人 201人 191人 

２年生 182人 181人 187人 181人 196人 180人 

３年生 150人 151人 149人 152人 145人 159人 

４年生 71人 78人 81人 78人 80人 78人 

５年生 37人 33人 39人 38人 36人 38人 

６年生 15人 19人 18人 21人 20人 18人 

②確保の内容 
663人 

20室 

669人 

20室 

673人 

21室 

686人 

22室 

678人 

23室 

664人 

23室 

清水山間 

①量の見込み 47人 44人 44人 42人 42人 38人 

 

１年生 14人 14人 13人 11人 12人 10人 

２年生 11人 11人 13人 12人 10人 12人 

３年生 12人 9人 10人 10人 11人 8人 

４年生 7人 7人 5人 6人 6人 5人 

５年生 1人 1人 1人 1人 1人 1人 

６年生 2人 2人 2人 2人 2人 2人 

②確保の内容 
47人 

2室 

44人 

2室 

44人 

2室 

42人 

2室 

42人 

2室 

38人 

2室 

由比蒲原 

①量の見込み 137人 138人 137人 131人 118人 115人 

 

１年生 45人 45人 43人 38人 31人 36人 

２年生 37人 38人 40人 39人 34人 28人 

３年生 31人 31人 31人 31人 30人 27人 

４年生 17人 16人 16人 16人 16人 16人 

５年生 4人 5人 5人 5人 5人 5人 

６年生 3人 3人 2人 2人 2人 3人 

②確保の内容 
137人 

7室 

138人 

7室 

137人 

7室 

131人 

7室 

118人 

7室 

115人 

7室 
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総合的な放課後子ども対策の推進 

（放課後児童クラブと放課後子ども教室の一体型又は連携型による実施） 

 

◆放課後子ども教室の現状◆ 

【事業概要】 

地域との連携・協働により、放課後に学校施設を活用し、児童が様々な学習活動や体験活

動などに取り組むことで、安全・安心で充実した子どもの遊び及び体験学習の場とすること

を目的とした事業。 

 

【実施状況】 

平成30年度末までに44校で放課後子ども教室を開設し、うち一体型又は連携型による実

施を行ったのは28校。 

令和元年度は新たに32校で放課後子ども教室を開設し、76校で事業を実施予定。一体型

又は連携型による実施については58校となる見込み。 

 

◆放課後子ども教室の整備及び放課後児童クラブと放課後子ども教室の一体的実施◆ 

【基本的考え方】 

国の「新・放課後子ども総合プラン」を踏まえ、共働き家庭等の「小１の壁」を打破する

とともに、次代を担う人材を育成するため、放課後児童クラブを利用する児童を含め全ての

希望する就学児童が、放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができ

る場を提供することが必要です。 

そのため、原則として全ての小学校区において、放課後児童クラブと放課後子ども教室を

一体型又は連携型により実施することとします。 

 

※「一体型の放課後児童クラブ及び放課後子ども教室」とは、全ての児童の安全・安心な居

場所を確保するため、同一の小学校敷地内で両事業を実施し、共働き家庭等の児童を含め

た全ての希望する就学児童が放課後子ども教室の活動プログラムに参加できるものをい

います。 

 

【整備の進め方】 

整備計画としては、令和３年度までに、放課後子ども教室を全小学校で実施することを目

標とし、順次、拡大を図っていきます。 

また、放課後児童クラブを実施している小学校で放課後子ども教室を実施する場合には、

学校敷地内に児童クラブがある所では一体型により、やむを得ない理由により学校敷地外に

児童クラブがある所では連携型により、実施することを基本とします。 

平成30年度末までに28校で一体型又は連携型の事業を実施しています。 
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 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

放課後児童クラブ 71校 71校 71校 71校 71校 

放課後子ども教室 82校 86校 86校 86校 86校 

放課後児童クラブと放課後

子ども教室の一体的実施 
68校 71校 71校 71校 71校 

 

【連携の在り方】 

一体型又は連携型の事業実施については、教育委員会と子ども未来局が引き続き緊密に連

携し、すべての児童が同一の活動プログラムに参加できるよう、事業の実施体制、運営方法

等について、検討を進める必要があります。そのために、国の「新・放課後子ども総合プラ

ン」にあるように、教育委員会、子ども未来局及び両事業関係者等による運営委員会を設置

し、具体的な実施方策等について検討を進めていきます。 
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（４）子育て短期支援事業（ショートステイ事業）【１区域】 

 

◆事業概要◆ 

保護者が、疾病・疲労などの身体上・精神上・環境上の理由により子どもを養育すること

が一時的に困難となった場合等に、児童養護施設などの保護を適切に行うことができる施設

において必要な保護を実施する事業。 

 

◆実施状況◆ 

各区子育て支援課（家庭児童相談係）を申請窓口として、市内の乳児院、児童養護施設、

母子生活支援施設の計３か所において実施。 

〔実施施設：静岡乳児院、児童養護施設静岡ホーム、母子生活支援施設千代田寮〕 

 

◆提供体制の考え方◆ 

子育て短期支援事業の実施施設の受け入れ実績等を踏まえ、現在の体制によりニーズ量に

対応するとともに、さらに利用しやすいものにするために里親への受け入れを検討する等、

引き続き必要な体制を確保していきます。 

 

◆量の見込みと確保の内容◆               単位：人日＝延べ利用人数 

提供区域  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

市全体 
①量の見込み 

252人日 252人日 252人日 252人日 252人日 

3か所 3か所 3か所 3か所 3か所 

②確保の内容 3か所 3か所 3か所 3か所 3か所 
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（５）乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）【３区域】 

 

◆事業概要◆ 

生後４か月までの乳児のいる家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、

保護者の状況や養育環境等を踏まえ、養育についての相談に応じ、助言などの子育て支援を

行う事業。 

 

◆実施状況◆ 

子どもが生まれた家庭に対し「出生連絡はがき」の提出をお願いしており、この連絡を受

け委託団体の助産師や市の保健師が家庭を訪問しています。また、生後２～３か月で「出生

連絡はがき」が提出されていない家庭には、住民基本台帳の情報を基に「赤ちゃん訪問依頼

票（はがき）」の提出を依頼しており、この提出があった家庭を赤ちゃん訪問員（委嘱）が訪

問しています。さらに上記のはがきが提出されない家庭には、電話等による勧奨を行ったり、

連絡がつかない家庭には、市の保健師が家庭を訪問しフォローをしています。 

 

◆提供体制の考え方◆ 

現行の実施体制により、今後も乳児のいる家庭への訪問が可能であると見込まれます。引

き続き、現在の実施体制を確保するとともに、訪問率を維持できるよう取り組んでいきます。 

 

◆量の見込みと確保の内容◆ 

提供区域  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

市全体 

①量の見込み 4,655人 4,581人 4,522人 4,467人 4,423人 

②
確
保
の
内
容 

保健師 60人 60人 60人 60人 60人 

赤ちゃん訪問員 8人 8人 8人 8人 8人 

助産師（委託） 37人 37人 37人 37人 37人 

実施機関・保健

福祉センター 
9か所 9か所 9か所 9か所 9か所 
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〈各提供区域別〉 

提供区域  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

葵区 

①量の見込み 1,663人 1,640人 1,617人 1,596人 1,582人 

②
確
保
の
内
容 

保健師 23人 23人 23人 23人 23人 

赤ちゃん訪問員 3人 3人 3人 3人 3人 

助産師（委託） 13人 13人 13人 13人 13人 

実施機関・保健

福祉センター 
4か所 4か所 4か所 4か所 4か所 

駿河区 

①量の見込み 1,590人 1,568人 1,553人 1,542人 1,531人 

②
確
保
の
内
容 

保健師 15人 15人 15人 15人 15人 

赤ちゃん訪問員 3人 3人 3人 3人 3人 

助産師（委託） 13人 13人 13人 13人 13人 

実施機関・保健

福祉センター 
3か所 3か所 3か所 3か所 3か所 

清水区 

①量の見込み 1,402人 1,373人 1,352人 1,329人 1,310人 

②
確
保
の
内
容 

保健師 22人 22人 22人 22人 22人 

赤ちゃん訪問員 2人 2人 2人 2人 2人 

助産師（委託） 11人 11人 11人 11人 11人 

実施機関・保健

福祉センター 
2か所 2か所 2か所 2か所 2か所 
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（６）養育支援訪問事業その他要保護児童等支援に資する事業【３区域】 

 

◆事業概要◆ 

養育の支援が特に必要な家庭に保育士等の資格を持った訪問員を派遣して、養育者の育児、

家事等の養育能力を向上させるための支援を実施する事業（養育支援訪問事業）など、特に

保護や支援が必要な子どもや家庭への支援に資する事業。 

 

◆実施状況◆ 

各保健福祉センター、各区子育て支援課（家庭児童相談係）他からの依頼を受けて中核機

関（子ども家庭課）が対象世帯を訪問・調査し、養育者の同意のもと、開始決定をします。

その後、訪問員を調整し世帯へ派遣します。開始決定にあたっては、各区の要保護児童対策

地域協議会に諮問を行います。 

 

◆提供体制の考え方◆ 

平成31年４月１現在、訪問員の登録者数は12人となっています。訪問員ごとに活動可能

な区域や曜日等に制限があり、依頼が集中した場合には、訪問員の派遣が困難になる可能性

があるため、令和元年度に訪問員の追加募集を行います。１クールの支援期間は３～６か月

のため、全対象世帯の支援の時期が重なるわけではないことや、年間の対象世帯見込み数を

考慮すると、訪問員は20人程度登録されていることが望ましいと考えます。 

 

◆量の見込みと確保の内容◆ 

提供区域  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

市全体 

①量の見込み 23世帯 23世帯 23世帯 23世帯 23世帯 

②確保の内容 
訪問員 

20人程度 

訪問員 

20人程度 

訪問員 

20人程度 

訪問員 

20人程度 

訪問員 

20人程度 

 

〈各提供区域別〉 

提供区域  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

葵区 

①量の見込み 8世帯 8世帯 8世帯 8世帯 8世帯 

②確保の内容 
訪問員 

7人程度 

訪問員 

7人程度 

訪問員 

7人程度 

訪問員 

7人程度 

訪問員 

7人程度 

駿河区 

①量の見込み 8世帯 8世帯 8世帯 8世帯 8世帯 

②確保の内容 
訪問員 

7人程度 

訪問員 

7人程度 

訪問員 

7人程度 

訪問員 

7人程度 

訪問員 

7人程度 

清水区 

①量の見込み 7世帯 7世帯 7世帯 7世帯 7世帯 

②確保の内容 
訪問員 

6人程度 

訪問員 

6人程度 

訪問員 

6人程度 

訪問員 

6人程度 

訪問員 

6人程度 
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（７）地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター）【３区域】 

 

◆事業概要◆ 

公共施設や保育所等の地域の身近な場所で乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場

所を開設し、子育てについての相談、情報提供、助言その他の援助を行う事業。 

 

◆実施状況◆ 

21か所の子育て支援センター（葵区７、駿河区６、清水区８）において実施。安心して遊

べる場所、母親同士の情報交換、専門職員による子育ての悩みなど相談できる施設。 

 

◆提供体制の考え方◆ 

葵区は７か所、駿河区は令和元年６月開所の２施設を加え６か所、清水区は由比、蒲原を

含め８か所に配置されているため、この提供体制を確保していきます。 

 

◆量の見込みと確保の内容◆              単位：人回＝延べ利用回数 

提供区域  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

市全体 
①量の見込み 

267,947人回 262,588人回 259,908人回 257,228人回 254,550人回 

21か所 21か所 21か所 21か所 21か所 

②確保の内容 21か所 21か所 21か所 21か所 21か所 

 

〈各提供区域別〉                    単位：人回＝延べ利用回数 

提供区域  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

葵区 

①量の見込み 

109,766人回 107,571人回 106,473人回 105,375人回 104,278人回 

７か所 ７か所 ７か所 ７か所 ７か所 

②確保の内容 
７か所 

（109,766人回） 

７か所 

（107,571人回） 

７か所 

（106,473人回） 

７か所 

（105,375人回） 

７か所 

（104,278人回） 

駿河区 

①量の見込み 

97,591人回 95,639人回 94,663人回 93,687人回 92,711人回 

6か所 6か所 6か所 6か所 6か所 

②確保の内容 
6か所 

（97,591人回） 

6か所 

（95,639人回） 

6か所 

（94,663人回） 

6か所 

（93,687人回） 

6か所 

（92,711人回） 

清水区 

①量の見込み 

60,590人回 59,378人回 58,772人回 58,166人回 57,561人回 

8か所 8か所 8か所 8か所 8か所 

②確保の内容 
8か所 

（60,590人回） 

8か所 

（59,378人回） 

8か所 

（58,772人回） 

8か所 

（58,166人回） 

8か所 

（57,561人回） 
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（８）一時預かり事業【14区域】 

 

◆事業概要◆ 

保護者の病気等により家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児に

ついて、主として昼間に保育所、幼稚園、その他の場所において、一時的な預かりを実施す

る事業。 

 

◆実施状況◆ 

市立園（60園）、私立園（78園）、幼稚園（28園）、中央子育て支援センター（２か所）、

待機児童園（３か所）において実施。 

 

◆提供体制の考え方◆ 

〔幼稚園利用〕 

各幼稚園等において、臨時的な利用者も含め受け入れしており、今後のニーズにも対

応可能であると見込まれるため、量の見込みと同数とします。 

 

〔その他利用（地域密着型）〕 

認定こども園・保育所等は、各認定こども園等において、臨時的な利用者も含め受け

入れしており、今後のニーズにも対応可能であると見込まれるため、量の見込みと同数

とします。 

中央子育て支援センターは、静岡中央と清水中央の子育て支援センターで、土日祝日

や早朝夜間などのニーズに対応可能な最大値とします。 

待機児童園は、待機児童園（３か所）の定員数に開園日数（日、祝、年末年始を除く）

を乗じた数とします。 

 

◆量の見込みと確保の内容◆ 

幼稚園利用                        単位：人日＝延べ利用人数 

提供区域  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

市全体 

①量の見込み 195,194人日 189,771人日 181,364人日 176,018人日 172,061人日 

 
１号認定 17,568人日 17,079人日 16,323人日 15,842人日 15,485人日 

２号認定 177,626人日 172,692人日 165,041人日 160,176人日 156,576人日 

②確保の内容 195,194人日 189,771人日 181,364人日 176,018人日 172,061人日 
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〈各提供区域別〉                    単位：人日＝延べ利用人数 

提供区域  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

静岡中央 

①量の見込み 35,525人日 34,538人日 33,008人日 32,035人日 31,315人日 

 
１号認定 3,197人日 3,108人日 2,971人日 2,883人日 2,818人日 

２号認定 32,328人日 31,430人日 30,037人日 29,152人日 28,497人日 

②確保の内容 35,525人日 34,538人日 33,008人日 32,035人日 31,315人日 

静岡北 

①量の見込み 13,078人日 12,715人日 12,152人日 11,793人日 11,528人日 

 
１号認定 1,177人日 1,145人日 1,094人日 1,061人日 1,038人日 

２号認定 11,901人日 11,570人日 11,058人日 10,732人日 10,490人日 

②確保の内容 13,078人日 12,715人日 12,152人日 11,793人日 11,528人日 

静岡城北 

①量の見込み 28,108人日 27,327人日 26,116人日 25,346人日 24,777人日 

 
１号認定 2,530人日 2,459人日 2,350人日 2,281人日 2,230人日 

２号認定 25,578人日 24,868人日 23,766人日 23,065人日 22,547人日 

②確保の内容 28,108人日 27,327人日 26,116人日 25,346人日 24,777人日 

静岡東 

①量の見込み 976人日 949人日 907人日 880人日 860人日 

 
１号認定 88人日 85人日 82人日 79人日 77人日 

２号認定 888人日 864人日 825人日 801人日 783人日 

②確保の内容 976人日 949人日 907人日 880人日 860人日 

静岡西北 

①量の見込み 1,171人日 1,138人日 1,088人日 1,056人日 1,032人日 

 
１号認定 105人日 102人日 98人日 95人日 93人日 

２号認定 1,066人日 1,036人日 990人日 961人日 939人日 

②確保の内容 1,171人日 1,138人日 1,088人日 1,056人日 1,032人日 

静岡山間 

①量の見込み 196人日 190人日 181人日 176人日 172人日 

 
１号認定 18人日 17人日 16人日 16人日 15人日 

２号認定 178人日 173人日 165人日 160人日 157人日 

②確保の内容 196人日 190人日 181人日 176人日 172人日 

静岡東南 

①量の見込み 10,150人日 9,868人日 9,431人日 9,153人日 8,947人日 

 
１号認定 914人日 888人日 849人日 824人日 805人日 

２号認定 9,236人日 8,980人日 8,582人日 8,329人日 8,142人日 

②確保の内容 10,150人日 9,868人日 9,431人日 9,153人日 8,947人日 

静岡西南 

①量の見込み 28,303人日 27,517人日 26,298人日 25,523人日 24,949人日 

 
１号認定 2,547人日 2,477人日 2,367人日 2,297人日 2,245人日 

２号認定 25,756人日 25,040人日 23,931人日 23,226人日 22,704人日 

②確保の内容 28,303人日 27,517人日 26,298人日 25,523人日 24,949人日 
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提供区域  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

静岡長田 

①量の見込み 30,645人日 29,794人日 28,474人日 27,635人日 27,014人日 

 
１号認定 2,758人日 2,681人日 2,563人日 2,487人日 2,432人日 

２号認定 27,887人日 27,113人日 25,911人日 25,148人日 24,582人日 

②確保の内容 30,645人日 29,794人日 28,474人日 27,635人日 27,014人日 

清水羽衣 

①量の見込み 6,636人日 6,452人日 6,166人日 5,985人日 5,850人日 

 
１号認定 597人日 581人日 555人日 539人日 527人日 

２号認定 6,039人日 5,871人日 5,611人日 5,446人日 5,323人日 

②確保の内容 6,636人日 6,452人日 6,166人日 5,985人日 5,850人日 

清水有度 

①量の見込み 24,985人日 24,291人日 23,215人日 22,530人日 22,024人日 

 
１号認定 2,249人日 2,187人日 2,089人日 2,028人日 1,982人日 

２号認定 22,736人日 22,104人日 21,126人日 20,502人日 20,042人日 

②確保の内容 24,985人日 24,291人日 23,215人日 22,530人日 22,024人日 

清水庵原 

①量の見込み 6,246人日 6,073人日 5,804人日 5,633人日 5,506人日 

 
１号認定 562人日 547人日 522人日 507人日 496人日 

２号認定 5,684人日 5,526人日 5,282人日 5,126人日 5,010人日 

②確保の内容 6,246人日 6,073人日 5,804人日 5,633人日 5,506人日 

清水山間 

①量の見込み 586人日 569人日 544人日 528人日 516人日 

 
１号認定 53人日 51人日 49人日 48人日 46人日 

２号認定 533人日 518人日 495人日 480人日 470人日 

②確保の内容 586人日 569人日 544人日 528人日 516人日 

由比蒲原 

①量の見込み 8,589人日 8,350人日 7,980人日 7,745人日 7,571人日 

 
１号認定 773人日 751人日 718人日 697人日 681人日 

２号認定 7,816人日 7,599人日 7,262人日 7,048人日 6,890人日 

②確保の内容 8,589人日 8,350人日 7,980人日 7,745人日 7,571人日 
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◆量の見込みと確保の内容◆ 

その他利用（地域密着型）                 単位：人日＝延べ利用人数 

提供区域  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

市全体 

①量の見込み 44,381人日 43,258人日 42,133人日 41,217人日 40,509人日 

②確保の内容 68,310人日 67,754人日 67,205人日 66,748人日 66,400人日 

 

認定こども園・

保育所等 
21,866人日 21,310人日 20,761人日 20,304人日 19,956人日 

中 央 子育 て 支

援センター 
14,800人日 14,800人日 14,800人日 14,800人日 14,800人日 

待機児童園 31,644人日 31,644人日 31,644人日 31,644人日 31,644人日 

 

〈各提供区域別〉 

その他利用（地域密着型）【認定こども園・保育所等】     単位：人日＝延べ利用人数 

提供区域  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

静岡中央 

①量の見込み 918人日 895人日 872人日 853人日 83８人日 

②確保の内容 918人日 895人日 872人日 853人日 83８人日 

静岡北 

①量の見込み 700人日 682人日 664人日 650人日 63９人日 

②確保の内容 700人日 682人日 664人日 650人日 63９人日 

静岡城北 

①量の見込み 2,405人日 2,344人日 2,284人日 2,233人日 2,195人日 

②確保の内容 2,405人日 2,344人日 2,284人日 2,233人日 2,195人日 

静岡東 

①量の見込み 984人日 959人日 934人日 914人日 898人日 

②確保の内容 984人日 959人日 934人日 914人日 89８人日 

静岡西北 

①量の見込み 175人日 170人日 166人日 162人日 160人日 

②確保の内容 175人日 170人日 166人日 162人日 160人日 

静岡山間 

①量の見込み 0人日 0人日 0人日 0人日 0人日 

②確保の内容 0人日 0人日 0人日 0人日 0人日 

静岡東南 

①量の見込み 569人日 554人日 540人日 528人日 51９人日 

②確保の内容 569人日 554人日 540人日 528人日 51９人日 

静岡西南 

①量の見込み 4,920人日 4,795人日 4,671人日 4,568人日 4,490人日 

②確保の内容 4,920人日 4,795人日 4,671人日 4,568人日 4,490人日 
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提供区域  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

静岡長田 

①量の見込み 1,749人日 1,705人日 1,661人日 1,624人日 1,596人日 

②確保の内容 1,749人日 1,705人日 1,661人日 1,624人日 1,596人日 

清水羽衣 

①量の見込み 1,246人日 1,215人日 1,183人日 1,157人日 1,137人日 

②確保の内容 1,246人日 1,215人日 1,183人日 1,157人日 1,137人日 

清水有度 

①量の見込み 4,504人日 4,390人日 4,278人日 4,184人日 4,111人日 

②確保の内容 4,504人日 4,390人日 4,278人日 4,184人日 4,111人日 

清水庵原 

①量の見込み 3,630人日 3,537人日 3,446人日 3,370人日 3,313人日 

②確保の内容 3,630人日 3,537人日 3,446人日 3,370人日 3,313人日 

清水山間 

①量の見込み 0人日 0人日 0人日 0人日 0人日 

②確保の内容 0人日 0人日 0人日 0人日 0人日 

由比蒲原 

①量の見込み 66人日 64人日 62人日 61人日 60人日 

②確保の内容 66人日 64人日 62人日 61人日 60人日 

 

その他利用（地域密着型）【中央子育て支援センター】     単位：人日＝延べ利用人数 

提供区域  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

市全体 

①量の見込み 13,279人日 12,947人日 12,602人日 12,336人日 12,124人日 

②確保の内容 14,800人日 14,800人日 14,800人日 14,800人日 14,800人日 

 

その他利用（地域密着型）【待機児童園】           単位：人日＝延べ利用人数 

提供区域  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

市全体 

①量の見込み 9,236人日 9,001人日 8,770人日 8,577人日 8,429人日 

②確保の内容 31,644人日 31,644人日 31,644人日 31,644人日 31,644人日 

 

※その他利用に係る「中央子育て支援センター」及び「待機児童園」は、提供区域を限定した受入となっ

ていないため、市全体で算出。 
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（９）病児保育事業、子育て援助活動支援事業〔病児・緊急対応強化事業〕 

施設型：【３区域】、緊急サポート：【１区域】 

◆事業概要◆ 

〔病児保育事業・・・施設型〕 

子どもが発熱等の急な病気になった場合、病院、保育所等に付設された専用スペース

等において看護師等が一時的に保育を実施する事業。 

 

〔子育て援助活動支援事業（病児・緊急対応強化事業）・・・緊急サポート〕 

子どもが発熱等の病気になった場合などに、事前に登録している「援助を受けたい人

（おねがい会員）」が「援助を行いたい人（まかせて会員）」に子どもを預けることによ

り、子育てを助けあう事業。 

 

◆実施状況◆ 

〔施設型〕 

市内３か所（各区１か所）において実施。開設日は平日のみ。 

 

〔緊急サポート〕 

市内１か所（葵区）に事務所を設け、おねがい会員とまかせて会員の利用調整、会員

の登録業務等を実施。病後児、緊急時の預かりなどを助け合う有償ボランティアで、土

日祝日も対応。 

 

◆提供体制の考え方◆ 

〔施設型〕 

市内３か所（各区１か所）の設置を継続し、提供体制を確保していきます。 

 

〔緊急サポート〕 

「まかせて会員」が必要な知識・技術を習得するための研修を行います。また、事業

の周知ＰＲで会員数の増加を図り提供体制を確保していきます。 
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◆量の見込みと確保の内容◆     単位：人日＝延べ利用人数、会員＝まかせて会員数 

提供区域  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

市全体 

①量の見込み 8,535人日 8,318人日 8,104人日 7,925人日 7,790人日 

① 確保の内容 7,036人日 7,246人日 7,456人日 7,666人日 7,876人日 

 

施設型 
2,500人日 2,500人日 2,500人日 2,500人日 2,500人日 

3か所 ３か所 ３か所 ３か所 ３か所 

緊急サポート 
4,536人日 4,746人日 4,956人日 5,166人日 5,376人日 

216会員 226会員 236会員 246会員 256会員 

 

〈各提供区域別〉 

【施設型】                          単位：人日＝延べ利用人数 

提供区域  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

葵区 

①量の見込み 2,010人日 1,953人日 1,905人日 1,869人日 1,834人日 

②確保の内容 
1,000人日 1,000人日 1,000人日 1,000人日 1,000人日 

1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

駿河区 

①量の見込み 1,757人日 1,726人日 1,686人日 1,656人日 1,634人日 

②確保の内容 
750人日 750人日 750人日 750人日 750人日 

1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

清水区 

①量の見込み 1,661人日 1,611人日 1,563人日 1,515人日 1,486人日 

②確保の内容 
750人日 750人日 750人日 750人日 750人日 

1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

 

【緊急サポート】            単位：人日＝延べ利用人数、会員＝まかせて会員数 

提供区域  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

市全体 

①量の見込み 3,107人日 3,028人日 2,950人日 2,885人日 2,836人日 

②確保の内容 
4,536人日 4,746人日 4,956人日 5,166人日 5,376人日 

216会員 226会員 236会員 246会員 256会員 
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（10）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）【１区域】 

 

◆事業概要◆ 

子どもの一時的な預かりや移動支援などの援助を受けることを希望する者と、これらの援

助を行うことを希望する者との連絡、調整や、援助を行うことを希望する者への講習の実施

等の支援を行う事業。 

 

◆実施状況◆ 

会員同士が送迎や預かりなど有償ボランティアで行い、土日祝日も対応。 

 

◆提供体制の考え方◆ 

今後のニーズ量に対応するためには、支援の担い手となる「まかせて会員」・「どっちも会

員」の数を継続して確保していく必要があることから、事業の周知ＰＲを強化します。また、

「まかせて会員」・「どっちも会員」が必要な知識・技術を習得するための研修機会を増やし、

順次、提供体制を確保していきます。 

 

◆量の見込みと確保の内容◆ 

単位：人日＝延べ利用人数、会員＝まかせて・どっちも会員数 

提供区域  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

市全体 

①量の見込み 13,676人日 13,402人日 13,129人日 12,814人日 12,541人日 

 
就学児 6,975人日 6,835人日 6,696人日 6,535人日 6,396人日 

未就学児 6,701人日 6,567人日 6,433人日 6,279人日 6,145人日 

②確保の内容 
14,430人日 14,690人日 14,950人日 15,210人日 15,470人日 

1,110会員 1,130会員 1,150会員 1,170会員 1,190会員 

 
就学児 7,358人日 7,488人日 7,631人日 7,761人日 7,891人日 

未就学児 7,072人日 7,202人日 7,319人日 7,449人日 7,579人日 
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（11）妊婦健診【１区域】 

 

◆事業概要◆ 

安全・安心な分娩や出産のために、妊婦の健康診査に係る経済的負担を軽減することによ

り、医療機関等への受診を勧奨する事業。 

 

◆実施状況◆ 

妊婦からの「妊娠届出書」の提出を受け、妊娠周期（週数）に応じた公費負担の受診券を

交付することにより実施。（基本健診14回、超音波検査４回、血液検査１回、血算検査１回、

ＧＢＳ検査１回）※一人当たりの基本健診受診回数（平成26～30年度平均値）：11.98回 

①静岡県内の産科医療機関で受診する場合 

県内市町の産科医療機関からの請求により、産科医療機関へ健診費用を支払う。 

②静岡県外の産科医療機関で受診する場合 

里帰り等妊婦健康診査補助金として、受診者からの申請に基づき受診者へ補助金を支払

う。（償還払） 

 

◆提供体制の考え方◆ 

本事業は、県内の総合病院、診療所、助産所等協力医療機関で受診できるほか、償還払制

度により県外の医療機関での受診にも対応しており、全ての妊婦が受診可能な体制となって

います。 

 

◆量の見込みと確保の内容◆                単位：人回＝延べ健診回数 

提供区域  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

市全体 

①量の見込み 
4,638人 4,565人 4,506人 4,451人 4,407人 

55,563人回 54,688人回 53,981人回 53,322人回 52,795人回 

②確保の内容 

【実施場所】 

全国の協力医療機関 

 

【検査項目】 

子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査、身長、体重、子宮頸がん検診（細胞診）、

血液型（ABO血液型・Rh血液型・不規則抗体）、血算、血糖、Ｂ型肝炎抗原検査、

Ｃ型肝炎抗体検査、梅毒血清反応検査、風疹ウイルス抗体価検査、トキソプラズ

マ、HIV抗体、HTLV-1、クラミジア検査、超音波検査、Ｂ群溶血性レンサ球菌

（GBS） 
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（12）実費徴収に伴う補足給付事業【１区域】 

 

◆事業概要◆ 

全ての子どもの円滑な教育・保育等の利用を図るため、以下の事業を実施。 

①認可保育施設を利用する生活保護世帯に対し、特定教育・保育等を受けた場合に係る日

用品や文房具等必要な物品の購入に要する費用等について助成する事業。（実費徴収事

業） 

②私立幼稚園を利用する年収360万円相当未満世帯の給食費（副食材料費）について助成

する事業。（令和元年10月からの幼児教育無償化に伴い、新たに実施） 

 

◆実施状況◆ 

①認可保育施設を利用する生活保護世帯に対し、特定教育・保育等を受けた場合に係る日

用品や文房具等必要な物品の購入に要する費用等の助成を実施。【対象：認定こども園、

保育所、小規模保育事業等】 

②令和元年10月からの新規事業として、私立幼稚園を利用する年収360万円相当未満世

帯の給食費（副食材料費）について助成を実施。【対象：幼稚園】 

 

◆提供体制の考え方◆ 

保護者からの申請を受け付け、対象者全員に補助します。 

 

◆量の見込みと確保の内容◆ 

提供区域  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

市全体 

①量の見込み 1,001人 980人 954人 936人 924人 

 

日用品 

（保育所等利用） 
174人 170人 166人 163人 161人 

給食費 

（幼稚園利用） 
827人 810人 788人 773人 763人 

②確保の内容 1,001人 980人 954人 936人 924人 

 

日用品 

（保育所等利用） 
174人 170人 166人 163人 161人 

給食費 

（幼稚園利用） 
827人 810人 788人 773人 763人 
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（13）多様な主体の参入促進事業【１区域】 

 

◆事業概要◆ 

〔巡回支援〕 

新規に認定こども園、保育所、小規模保育事業等に参入する事業者に対し、事業運営

や事業実施に関する相談・助言等を行う事業。 

 

〔特別教育・保育経費〕 

私立認定こども園での健康面や発達面において特別な支援が必要な子どもの受け入

れを促進するため、当該児童を２人以上受け入れる私立認定こども園の設置者に対して、

職員の加配に必要な費用の一部を助成する事業。 

 

◆実施状況◆ 

〔巡回支援〕 

平成27年度から実施。 

 

〔特別教育・保育経費〕 

これまでの利用実績なし。 

 

◆提供体制の考え方◆ 

〔巡回支援〕 

新たに認定こども園や小規模保育事業等に参入する事業者に対し、相談・助言を行う

事業であるため、量の見込みと同数とします。 

 

〔特別教育・保育経費〕 

対象となる施設に補助します。 

 

◆量の見込みと確保の内容◆ 

提供区域  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

市全体 

①
量
の
見
込
み 

巡回支援 5回 21回 4回 0回 0回 

特別教育・

保育経費 
2人 2人 2人 2人 2人 

②
確
保
の
内
容 

巡回支援 5回 21回 4回 0回 0回 

特別教育・

保育経費 
2人 2人 2人 2人 2人 
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第４節 幼児期の教育・保育や地域子ども・子育て支援事業の 

円滑な利用と質の向上のための取組 

国から示された幼児期の教育・保育や地域子ども・子育て支援事業の円滑な利用と質の向上

のため、本市では、以下の取組を実施します。 

 

（１）外国につながる幼児への支援・配慮について 

国際化の進展に伴い、海外から帰国した幼児や外国籍の幼児などのいわゆる外国につながる

幼児の増加が見込まれることを踏まえ、幼児が教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業

等を円滑に利用できるよう、就園及び事業の利用に関する情報の提供に取り組んでいきます。 

就園や事業の利用にあたっては、外国につながる幼児の思いが伝わらないことや生活習慣の

違いなどによる戸惑いを解消するため、保育士等が生活や食事、文化の違いを理解し、その国

の言葉を語りかけたり、絵カードを利用するなど一人ひとりの実態に応じた対応をしながら信

頼関係を築いていきます。 

また、他の幼児にも外国につながる幼児が暮らしていた国の生活について話題にすることで、

その国に関心を持たせ、外国につながる幼児の理解につなげます。 

さらに、保護者に施設からの情報が伝わりにくいことなどを解消するため、お便りや配布物

の重要な部分にマーカーを引き、ローマ字等で追記するといった個別の対応を行うことにより

保護者とのコミュニケーションを図るなど保護者支援にも力を入れていきます。 

 

（２）幼児教育・保育等の質の確保及び向上について 

幼児期の教育・保育や地域子ども・子育て支援事業等の提供体制を確保できるよう、保育士

等の人材確保を推進するとともに、保育士等の処遇改善に取り組むほか、潜在保育士等の就職

支援、雇用する保育士の家賃の一部補助及び保育士資格取得等の貸付制度を行います。また、

認定こども園を普及するために、幼稚園教諭免許又は保育士資格のどちらかを有する教育・保

育従事者の方に対し、もう片方の免許・資格を取得できるよう支援を行います。 

さらに、質の高い幼児期の教育・保育や地域子ども・子育て支援事業のサービスを提供でき

るよう、保育教諭や放課後児童支援員などの子ども・子育て支援の担い手の資質向上のために

必要な研修機会を確保していきます。特に、特別な配慮を必要とする子どもをはじめ、一人ひ

とりを大切にした個に応じた適切な教育・保育を提供できるよう、専門機関と連携した研修を

開催するなどといった職員の資質向上を図っていきます。加えて、こども園課に教育・保育に

関する専門性を有する職員である指導主事（幼児教育・保育推進支援員）を配置し、各園への

訪問指導を実施することにより、園の実情に合わせた指導を行うとともに、園からの要請に応

じて行う研修等も実施していきます。 
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第７章 プランの推進 
１ 推進体制 

プランの推進にあたっては、審議会や委員会等の専門的な組織を構成及び設置し、計画を推

進していきます。 

 

（１）静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会（静岡市子ども・子育て会議） 

児童福祉法第８条第２項に基づき児童福祉に関する事項の調査審議等を行う機関として、ま

た、子ども・子育て支援法第77条第１項に基づき子ども・子育て支援に関する事項の調査審議

等を行う機関として、静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会（静岡市子ども・子育て会議）

を設置しています。学識経験者、子育て当事者、教育・保育関係者、労使関係者、福祉関係者

等を構成員としており、子ども・子育て支援施策の推進について様々な角度から意見をいただ

きながら、毎年度、計画の進捗状況を点検・評価するなど計画の進行管理や見直し等を行いま

す。 

 

（２）静岡市次世代育成支援対策推進会議 

静岡市における次世代育成支援対策の推進に係る諸施策の総合的な企画、関係部局や関係機

関の総合調整を行い、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するため、静岡市次世代

育成支援対策推進会議を設置しています。市長を会長とし、局長級職員を構成員とする「推進

会議」の下に、関係部署が相互に連携し調査研究を行うために課長級職員を構成員とする「幹

事会」、資料の収集、整理、提供その他の作業を行うため、課長が指名した職員を構成員とする

「担当者会議」を設けています。関係各課で連携し、全庁的に取り組んでいきます。 

 

２ 計画の点検・評価 

プランの推進にあたっては、ＰＤＣＡサイクル（計画・実行・評価・改善）の考え方に沿っ

て、１の推進体制により、毎年度、計画の実施状況や事業効果などについて客観的に点検・評

価を行い、必要な改善を実施していきます。また、その結果については、ホームページ等の情

報媒体を用いて市民に分かりやすい形で公表します。 

 

３ 計画、制度等の周知 

本計画や子ども・子育てに関する支援施策、青少年育成に関する支援施策については、市広

報、市ホームページ、静岡市子育て応援総合サイト「ちゃむ しずおか」、パンフレット等の配

布物など、様々な手段・媒体を通じて積極的に周知を図っていきます。 
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